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令和８年度 重点事業

重点事業は、総合計画を戦略的かつ着実に推進するため、限られ
た行財政資源の中で復興・再生と地方創生を推進し、復興の進度の
違いによって顕在化・複雑化する課題への具体的な対応など、新た
な復興のステージの対応やふくしま創生総合戦略に基づく人口減少
対策として、総合計画に掲げる特に重要な行政課題を８つの「重点
プロジェクト」として展開し、重点的に取り組んでいく具体の事業
として位置づけます。

保健福祉部においては、このうち５つのプロジェクトの推進に向
けて、118の事業を実施します。

本冊子では、保健福祉部の118の重点事業を、部門別計画である
「福島県保健医療福祉復興ビジョン」の主要施策ごとに整理して紹
介しています。

重点プロジェクト番号
保健福祉部においては、太字のプロジェクト内の下線の項目について推進します。

１ 避難地域等復興加速化プロジェクト
① 安心して暮らせるまちの復興・再生
② 産業・なりわいの復興・再生 ③ 魅力あふれる地域の創造

２ 人・きずなづくりプロジェクト
① 日本一安心して子どもを生み、育てやすい環境づくり
② 復興を担う心豊かなたくましい人づくり
③ 産業振興を担う人づくり ④ ふくしまをつなぐ、きずなづくり

３ 安心・安全な暮らしプロジェクト
① 安全・安心に暮らせる生活環境の整備
② 帰還に向けた取組・支援、避難者支援の推進
③ 環境回復に向けた取組 ④ 心身の健康を守る取組
⑤ 復興を加速するまちづくり ⑥ 防災・災害対策の推進

４ 産業推進・なりわい再生プロジェクト
① 中小企業等の振興 ② 新たな産業の創出・国際競争力の強化
③ 農林水産業の振興 ④ 観光産業の振興

５ 輝く人づくりプロジェクト
① 出会い・結婚・出産・子育て支援の充実
② 健康長寿社会の実現 ③ 教育の充実
④ 誰もが活躍できる社会の実現

６ 豊かなまちづくりプロジェクト
① 安全・安心で魅力的な暮らしの実現
② 環境と調和・共生する暮らしの実現
③ 過疎・中山間地域の振興

７ しごとづくりプロジェクト
① 働き方改革の推進
② 若者の定着・還流の促進
③ 中小企業等の振興
④ 新産業の創出、企業誘致、起業・創業の推進
⑤ 農林水産業の成長産業化

８ 魅力発信・交流促進プロジェクト
① 移住・定住の促進 ② 交流人口の拡大

【福島県保健医療福祉復興ビジョン主要施策】

１ 全国に誇れる健康長寿県の実現
２ 質の高い地域医療提供体制の確保
３ 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
４ いきいき暮らせる地域共生社会の推進
５ 誰もが安全で安心できる生活の確保



令和８年度　保健福祉部重点事業一覧
１　全国に誇れる健康長寿県の実現
整理
番号 重点番号 事　　業　　名 区分 担当課 事　業　概　要 事業費

(単位：千円) 頁

1 5-②-6 ふくしま健活推進プロジェクト 新規 健康づくり推進課
　令和8年3月にリリースする新たなふくしま健民アプリを用いて県民の健康指標の改善
を図ることを目的とする。健康無関心層から関心層までさまざまな利用者が、楽しみなが
ら自然と健康意識の向上や行動変容を図ることに寄与していく。

124,529 1

2 5-②-10 健康長寿ふくしま推進事業 一部
新規 健康づくり推進課

　健康長寿県の実現に向け、健康づくりに取り組む県民へのインセンティブの付与や各
市町村・医療保険者等が持つ医療等データの分析と見える化を行いながら、健康づくり
の普及啓発と健康経営の推進や地域・職域における効果的な保健事業の実施に向け
た支援を実施する。

178,788 2

3 5-②-11 健康長寿ふくしま推進体制等強化
事業 継続 健康づくり推進課

　第三次健康ふくしま21計画の基本理念である「誰もがすこやかにいきいきと活躍できる
笑顔あふれる健康長寿ふくしまの実現」に向けた施策を強く推進するため、知事をトップ
とした関係団体代表者で構成する健康長寿ふくしま会議推進体制の下、健康づくり事
業推進のための体制強化を図る。

7,672 3

4 3-④-6 被災者健康サポート事業 一部
新規 健康づくり推進課

　東日本大震災・原子力災害の影響により、復興公営住宅等で生活している被災者
の健康保持及び健康不安解消のため、継続的な健康支援活動を行うとともに、長期
化する住民の広域避難等に対応した保健事業の提供体制の構築を支援する。

155,991 4

5 5-②-15 女性のための骨粗鬆症重症化予
防事業 継続 健康づくり推進課

　女性の発症リスクが高い骨粗鬆症について、骨粗鬆症検診受診率向上と適切な治
療に繋げるため、骨粗鬆症連携会議を設置するとともに、医療機関を対象とした骨粗
鬆症検診の実施状況等を調査・課題を整理することで、行政と医療の連携体制づくり
を支援する。

3,994 5

6 7-①-1 女性活躍・働く世代の健康づくり推
進事業 継続 健康づくり推進課

　プレコン出前講座等の各種セミナーを通じて県内事業所における女性の健康づくり等
のヘルスリテラシー向上を図ったうえで、女性の健康づくりや働きやすい職場づくりに取り
組む事業所に対し、奨励金の交付やメディア等を通じた広報などを行う。

78,729 6

7 3-④-7 県民健康調査事業 継続 県民健康調査課 　県民の健康状態を把握し、疾病の予防、早期発見、早期治療につなげ、もって、将
来にわたる県民健康の維持、増進を図ることを目的に県民健康調査等を実施する。 3,493,988 7



整理
番号 重点番号 事　　業　　名 区分 担当課 事　業　概　要 事業費

(単位：千円) 頁

8 3-④-8 県民健康調査支援事業 継続 県民健康調査課

　住民自らが放射線量を把握し、放射線による健康影響に係る理解促進を図ることを
目的として、線量計の整備等を行う市町村に対して補助する。
　また、甲状腺検査の県内実施医療機関数を維持、増加させるため、検査を担う医療
機関に対して甲状腺検査機器を購入する際の費用を補助する。

80,409 7

9 5-②-14 健康経営トータルサポート事業 継続 健康づくり推進課
　健康長寿県の実現に向け、特に生活習慣病の発症リスクが高まる働き盛り世代の健
康づくりを推進するため、健康経営に取り組む事業所を取組開始から発展・維持期まで
包括的に支援することで、健康経営の更なる普及を図る。

36,609 8

10 5-②-16 たばこの健康影響対策事業 継続 健康づくり推進課
　がんや循環器疾患など様々な生活習慣病のリスク因子となるたばこについて、県民の
健康寿命の延伸に寄与することを目的に、幅広い世代への啓発活動や喫煙をやめたい
方への禁煙支援等、喫煙対策と受動喫煙対策を推進する。

32,716 9

11 5-②-9 歯科保健総合対策事業 継続 健康づくり推進課
　口腔の健康は、全身の健康に深く関わり、全てのライフステージで健康な歯と口の健
康を保つため、口腔保健支援センターを中心に生涯にわたる歯・口腔の健康づくりを推
進する。

8,596 10

12 5-②-7 がん対策推進事業 継続 健康づくり推進課
　がんの予防と早期発見のため、がんに対する知識の普及やがん検診の受診率向上を
目指し、利用しやすく質の高いがん検診実施体制整備と検診受診を促す取組等を実
施する。

27,261 11

13 5-②-21 がん患者支援事業 継続 地域医療課

　がん患者一人ひとりの希望をかなえるため、補整具購入者や妊孕性温存治療を行う
者への支援、在宅サービス利用料の一部助成を実施する市町村に対し補助を行うとと
もに、がん・生殖医療ネットワーク体制を構築し、がんに関する正しい知識の普及・啓発
を行う。

28,286 12

14 5-②-13 ふくしまおいしく減塩緊急対策事業 一部
新規 健康づくり推進課

　第三次健康ふくしま21計画の基本目標である「誰もがすこやかにいきいきと活躍できる
笑顔あふれる健康長寿ふくしまの実現」のため、県民の食塩摂取量の改善に焦点をあ
て、減塩の実践を促すキャンペーンや、働き盛り世代の食塩摂取量の実態把握を行うと
ともに、減塩・適量教育に取り組む。

63,043 13

15 5-②-17 老人クラブ活動促進事業 継続 健康づくり推進課

　高齢者が健康で豊かな生活を送ることができるよう、市町村と県老人クラブ連合会が
行う老人クラブへの支援に対して補助を行う。
　また、老人クラブの活動をサポートする人材を養成し老人クラブの継続・活性化を支援
する事業を補助する。

45,568 14

16 5-②-8 地域包括ケアシステム構築支援事
業 継続 健康づくり推進課

　高齢者が可能な限り、地域でその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことが
できるように、市町村が地域の特性に応じた地域包括ケアシステムを構築できるよう、研
修や専門家による支援、補助、啓発を行う。

104,250 15



整理
番号 重点番号 事　　業　　名 区分 担当課 事　業　概　要 事業費

(単位：千円) 頁

17 5-②-12 高齢者自立支援促進事業 継続 健康づくり推進課

　高齢者の自立支援に向けた取組の充実及び地域課題の解決を支援するため、自立
支援に資する介護予防に関する普及啓発を実施するとともに、市町村における自立支
援型地域ケア会議の効果的な活用に向けた各種研修会や専門職派遣事業を実施す
る。

2,350 16

18 5-②-2 国保健康づくり推進事業 継続 国民健康保険課

　国保被保険者の健康の保持増進を促し、医療費の適正化を図るため、特定健診・
保健指導に関する研修の実施や、未受診者や治療中断者に対する受診勧奨の実
施、医療関係者と連携した糖尿病等重症化予防の取組の推進などにより、市町村国
保における健康づくり事業の取組を支援する。

160,214 17

19 5-②-3 福島県認知症サポーターパワーアッ
プ事業 継続 高齢福祉課

　認知症の人やその家族を地域の中で支える体制づくりのために、認知症サポーターの
活躍が必要である。認知症サポーターの活動と認知症の人とその家族の困りごとをつな
げる仕組みが「チームオレンジ」である。全市町村でのチームオレンジの設置及び円滑な
運営に向け、検討会や各種研修を実施する。

1,619 18

20 5-②-4 認知症疾患医療センター運営事
業 継続 高齢福祉課

　認知症の人ができるだけ住み慣れた地域で暮らすことができるように、認知症疾患に
関する鑑別診断、周辺症状と身体合併症に対する急性期治療、専門医療相談等を
実施するとともに、保健医療・介護関係者との地域連携を行う「認知症疾患医療セン
ター」を運営する。

53,342 19



２　質の高い地域医療提供体制の確保
整理
番号 重点番号 事　　業　　名 区分 担当課 事　業　概　要 事業費

(単位：千円) 頁

1 5-②-26 医療従事者修学資金貸与事業 継続 医療人材対策室
　看護職及び理学療法士等の医療従事者の確保と定着促進を図るため、養成施設
の在学者で卒業後に県内の施設で業務に従事しようとする者に対し、修学資金を貸与
する。

306,750 20

2 5-②-23 医師確保修学資金貸与事業 一部
新規 医療人材対策室

　県立医科大学等に在学する県内外の医学部生であって、県が指定する公的医療機
関等での勤務に従事しようとする者に対し、修学に必要な資金を貸与することにより県
内への定着を図る。

974,011 21

3 1-①-8 地域医療支援センター運営事業 継続 医療人材対策室
　県内医療施設での医師確保に必要な支援、医師のキャリア形成支援等を一体的に
行い、県内の医師確保や地域偏在を解消するため、県立医科大学内に「福島県地域
医療支援センター」を設置・運営する。

87,372 22

4 5-②-24 ふくしま医療人材確保事業 継続 医療人材対策室 　東日本大震災で甚大な被害を受けた浜通り地域を中心に、県内の医療提供体制の
回復及び復興につなげるため、医療人材の雇用・確保等に要する経費を補助する。 1,653,769 23

5 1-①-9 復興を担う看護職人材育成支援
事業 継続 医療人材対策室 　地域医療の復興を担う人材の育成・確保・定着を図るため、看護職のキャリアアップや

浜通りの医療機関の看護師確保の取組を支援する。 220,756 24

6 5-②-27 ”医療の仕事”魅力発信事業 継続 医療人材対策室 　将来世代の医療人材を安定的かつ着実に増加させるため、医療職種の魅力を伝え
る機会を創出する。 3,480 25

7 5-②-20 地域医療介護総合確保事業
（医療従事者の確保・養成） 継続

地域医療課
医療人材対策室

薬務課

　医療従事者の負担軽減や復職の支援に取り組むとともに、職務環境の改善を図るな
ど、医療従事者の確保・養成を推進する。 105,021 26

8 5-②-32 病院内保育所運営費補助事業 継続 医療人材対策室 　病院職員の離職防止及び未就業看護職員等の再就業の促進を図るため、医療機
関が行う院内保育施設の運営を支援する。 114,599 27



整理
番号 重点番号 事　　業　　名 区分 担当課 事　業　概　要 事業費

(単位：千円) 頁

9 5-②-31 看護職員離職防止・復職支援事
業 継続 医療人材対策室

　看護職員の離職防止及び復職を促進するため、看護職員の定着に向けた職場の環
境づくりや再就業等を支援することにより、県内医療機関等の看護職員の安定的確保
を図る。

57,940 28

10 5-②-30 看護師等養成所運営費補助事
業 継続 医療人材対策室 　看護職員を養成・確保するため、保健師助産師看護師法に基づく指定を受けた看

護師等養成所の運営に要する経費の一部を補助する。 287,188 29

11 5-②-28 ナースセンター事業 継続 医療人材対策室
　県内の看護職員の確保を図るため、無料職業紹介などにより看護職の資格をもつ未
就業者の就業促進及び潜在化防止を図るほか、看護補助者の養成と確保に取り組
む。

54,590 30

12 5-②-29 看護教員・実習指導者養成講習
会 継続 医療人材対策室 　県内の看護師等養成所で看護教育に携わる専任教員及び実習施設において指導

に携わる実習指導者が必要な知識や技術を修得する講習会を開催する。 26,629 31

13 6-①-19 看護教育体制強化支援事業 一部
新規 医療人材対策室

　高度化する医療に対応できる臨床実践能力の高い看護職を養成するため、実習教
員の配置や看護教育の研究活動を支援するとともに、看護師等養成所への入学者増
に向けた取組を支援することで、看護基礎教育の充実を図る。

36,165 32

14 7-②-1 若者の県内定着のための看護の魅
力発信事業 継続 医療人材対策室

　看護体験イベントや県内看護師等養成所への進学促進などにより、看護職を目指す
若年層を増やし、就職に至るまでの各年代を切れ目なくサポートすることで、地域医療
を支える看護職員の育成・確保・定着を図る。

80,152 33

15 5-②-18 地域医療介護総合確保事業
（病床の機能分化・連携） 継続 地域医療課 　地域で必要とされる医療機能を確保するため、医療機関における病床機能の転換等

に必要な施設・設備を整備するなど、医療機関相互の役割分担・連携を推進する。 1,055,542 34

16 5-②-19 地域医療介護総合確保事業
（在宅医療の推進） 継続 地域医療課

薬務課

　在宅医療に関する取組や必要な設備整備を支援するとともに、病院、医科・歯科診
療所、訪問看護ステーション、介護施設等の連携を促進するなど、在宅医療提供体制
の構築を推進する。

198,378 35



整理
番号 重点番号 事　　業　　名 区分 担当課 事　業　概　要 事業費

(単位：千円) 頁

17 5-②-25 在宅ケア推進事業 継続 医療人材対策室
　がん看護や訪問看護に関する研修を実施するとともに、看護師特定行為研修の制度
周知、受講経費の補助による受講推進を図る。また、訪問看護提供体制の強化を図
る。

67,279 36

18 3-①-4 地域医療情報ネットワーク活用強
化支援事業 継続 地域医療課

　病院・診療所・薬局・介護施設などの間の医療福祉情報の連携を維持・強化するた
め、地域医療情報ネットワーク（キビタン健康ネット）の認知理解度強化の取組を支
援するとともに、キビタン健康ネットにて診療情報提供を行う医療機関に対する支援を
実施する。

51,040 37

19 1-①-7 双葉地域二次医療提供体制確
保事業 継続 地域医療課 　ふたば医療センター附属病院の運営費の支援等により、双葉地域の二次救急医療

提供体制を確保する。 1,745,092 38

20 1-①-6 避難地域等医療復興事業 継続 地域医療課
薬務課

　避難地域の医療提供体制の再構築のため、双葉地域の中核的役割を担う新病院
の整備を支援するとともに、「避難地域等医療復興計画」に基づき、医療機関の再開・
継続の支援等を行う。

2,992,089 38

21 5-②-22 専門医養成支援事業 継続 医療人材対策室

　修学資金被貸与医師等若手医師のキャリア形成と地域医療従事の両立を図るた
め、特に医師少数区域での需要が高い「総合診療医」の養成を支援するとともに、専門
医の養成環境を拡大するため、専門研修施設の新設及び専門研修プログラムの策定
を促進することにより、地域医療提供体制の充実を図る。

46,171 39

22 3-④-10 感染症危機管理体制強化事業 継続 感染症対策課
　国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある新興感染症等の発生・まん
延に平時から備えるため、県と医療機関の間で、病床、発熱外来、自宅療養者等への
医療の提供等に関する協定を締結し、感染症対応に必要な支援や体制強化を行う。

283,723 40

23 3-④-9 感染症専門人材養成等事業 継続 医療人材対策室
　感染症に関する専門人材である感染管理認定看護師の養成・確保及び感染管理
の支援強化に向け、資格取得に要する経費等の補助を医療機関等に行うなど、県内
全体の感染管理の底上げを図る。

42,291 41

24 5-②-33 献血推進事業 継続 薬務課
　人間尊重と相互扶助の精神を基本理念とした献血意識の普及啓発を図るため、将
来の献血の担い手である県内の中学生を対象に「ジュニア献血ポスターコンクール」を実
施し、献血推進ポスターを募集する。

968 42



３　安心して子どもを生み育てられる環境づくり
整理
番号 重点番号 事　　業　　名 区分 担当課 事　業　概　要 事業費

(単位：千円) 頁

1 5-①-3 オールふくしま出会い・結婚応援事
業

一部
新規 こども・青少年政策課

　出会い・結婚の希望をかなえるため、民間事業者と連携した大型のマッチングイベント
の開催や結婚支援システム「はぴ福なび」の更なる利活用に向けた取組のほか、市町
村や民間企業と連携し、共通の趣味等をテーマとした体験型の交流イベントを拡充する
など、出会いの機会の創出の充実に取り組む。

458,592 43

2 2-①-2 福島県周産期医療システム整備
事業 継続 地域医療課 　妊娠、出産から新生児に至る高度で専門的な医療を効果的に提供する総合的な周

産期医療体制を整備し、安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを図る。 169,475 44

3 5-①-2 ふくしま子ども・女性医療支援セン
ター運営事業 継続 医療人材対策室

　質の高い周産期医療を担う医師等を養成するとともに、県民が安心して子どもを生み
育てることができる環境を整備するため、県立医科大学に設置している、ふくしま子ども・
女性医療支援センターの運営に要する経費を支援する。

151,787 45

4 2-①-1 初期救急医療体制整備事業 継続 地域医療課 　小児初期救急センターの運営に必要な職員諸手当を補助することにより、地域の小
児救急体制を確保し、子育て世代の家族の安心安全の確保を図る。 3,852 46

5 5-①-14 不妊治療支援総合対策事業 継続 子育て支援課

　こどもを持ちたいと望む方で不妊治療を必要とする方が、安心して治療を受け、希望を
かなえることのできる環境を整えるため、県立医大生殖医療センターの診療体制強化、
不妊治療費の助成及びセミナーの実施による不妊治療と仕事の両立支援を実施す
る。

263,020 47

6 5-①-18 妊産婦等支援事業 継続 子育て支援課
　核家族化・地域のつながりの希薄化等により、地域において妊産婦やその家族を支え
る力が求められていることから、地域の特性に応じた妊娠期から子育て期にわたる切れ
目のない支援を行うための事業を実施する。

1,229 48

7 5-①-19 市町村妊娠出産包括支援推進
事業 継続 子育て支援課

　市町村がこども家庭センターを設置して、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない
支援を行う体制を整備できるよう、市町村等に対して連絡調整会議や研修会を実施
する。

12,627 49

8 5-①-12 子育てエール事業 新規 子育て支援課
　産後早期に県から子育て支援情報を提供し、育児の不安を和らげるとともに、医療
機関等が提供するオプション等の費用を負担し、産後ゆったりと過ごし育児に前向きな
気持ちになることができるよう支援する。

52,291 50



整理
番号 重点番号 事　　業　　名 区分 担当課 事　業　概　要 事業費

(単位：千円) 頁

9 5-①-13 ずっと安心！産前産後サポート事
業 新規 子育て支援課

　遠方で出産や妊婦健診、乳幼児健診等を受診する方に対し医療機関等までの交
通費等を助成し、より安心して出産できる環境を整備するとともに、助産師による相談
支援や子育てサロンの実施、家庭訪問型子育て支援の普及を図り、妊娠から出産・産
後まで一体的に切れ目のない支援を行う。

49,816 51

10 5-①-16 えがお輝くふくしまの保育支援事業 継続 子育て支援課

　こどもたちを取り巻く「ヒト」（保育士）、「モノ」（遊具等の整備）、「コト」（遊びや活
動）の改善を一体的に図り、県全体の保育の質を向上させるため、「遊び」の場の環境
改善、臨床心理士等の派遣やセミナーの開催、保育士支援アドバイザーによる巡回相
談事業を実施する。

37,615 52

11 5-①-17 未来へつながる性と健康の支援事
業 継続 子育て支援課

　安心・安全で健やかな妊娠・出産、産後の健康管理を支援するため、ふくしま性と健
康の相談センターで様々な相談に応じるとともに、プレコン普及啓発のためのセミナー開
催や、職域への出張講話等を行い、若い世代がライフプランを考える機会を提供し、将
来の選択肢を広げることを支援する。

32,879 53

12 5-①-11 ふくしまのこどもたちの体験活動促
進事業 継続 こども・青少年政策課

　福島県内のこども・若者の居場所（こども食堂等）を利用するこどもたちを対象とす
る、地域資源を活用した体験活動（スポーツや文化芸術活動、自然体験、社会体
験、文化的体験等）の取組に必要な経費を補助し、学校外の体験活動の機会を提
供することにより、こどもの頃からの地域への愛着形成を図る。

9,024 54

13 5-①-22 就学前教育・保育施設整備事業 継続 子育て支援課 　教育・保育の質の向上のため認定こども園等の設備整備等を支援する。 13,273 55

14 5-①-20 保育対策総合支援事業 継続 子育て支援課

　地域の実情に応じた多様な保育需要に対応するため、保育の受け皿の確保や保育
人材の確保に必要な措置を総合的に講じ、保育環境の整備を行う。また、総合的に
講じる支援の一環として、保育所等における医療的ケア児の受け入れ環境整備のた
め、看護師配置等の費用の一部を補助する。

425,937 56

15 5-①-21 保育士修学資金貸付等事業 継続 子育て支援課 　保育士資格取得を目指す学生に対する修学資金や潜在保育士の再就職のための
準備に必要な費用等の貸付を行い、保育人材の確保を図る。 157,080 57

16 5-①-23 保育人材確保対策事業 継続 子育て支援課 　潜在保育士の再就職支援や保育所の潜在保育士活用支援等を行う「保育士・保
育所支援センター」を設置し、保育人材の確保を図る。 8,786 58

17 5-①-24 保育人材総合対策事業 継続 子育て支援課
　県内の保育施設等における保育士の安定的な確保・定着を図るため、指定保育士
養成施設や保育関係団体、雇用関係機関と連携し、保育人材の総合的な対策を行
う。

7,084 59



整理
番号 重点番号 事　　業　　名 区分 担当課 事　業　概　要 事業費

(単位：千円) 頁

18 5-①-27 認可外保育施設運営支援事業 継続 子育て支援課 　認可外保育施設に入所する児童の健康管理、保育環境や職員の質の向上を図る
ため、経費の補助や研修を実施する。 3,689 60

19 5-①-28 保育所等安全対策推進事業 継続 子育て支援課
　保育所や認定こども園、認可外保育施設等における安全対策を推進するため、巡回
指導や研修を行うなど、事故の未然防止を図る。また、認可外保育施設において、より
一層こどもを安心して育てることができる環境整備を支援する。

12,383 61

20 5-①-25 保育の質の向上支援事業 継続 子育て支援課
　保育所、認定こども園、地域型保育事業、放課後児童クラブ等の地域子ども・子育
て支援事業に従事する職員の資質向上及び人材確保を図るため、各種研修を実施
する。

48,729 62

21 5-①-26 病児保育促進事業 継続 子育て支援課 　県内の病児保育事業の実施促進を図るため、病児保育施設の広域利用及び施設
整備を行う市町村を支援する。 9,299 63

22 5-①-30 放課後児童クラブ施設整備事業 継続 子育て支援課 　放課後児童クラブの整備を行う市町村に対し、整備費用の一部を補助することによ
り、児童受入の環境整備を促進する。 26,776 64

23 2-①-3 ふくしま保育料支援事業 継続 子育て支援課 　保育所等に入所する第3子以降の3歳未満児にかかる保育料について、市町村が減
免する額の一部を支援する。 99,659 65

24 5-①-9 こどもの居場所づくり支援事業 継続 こども・青少年政策課

　こどもたちの社会的孤立を防ぎ、支援が必要なこどもたちやその家族を支援機関に繋
げることを目的として、こどもの居場所づくりの取組を支援する。また、経済的に困窮して
いる子育て世帯の支援を目的とした「コミュニティフリッジ（公共冷蔵庫）」の開設に必
要な経費を補助する。

15,879 66

25 5-①-29 地域の子育て支援事業 継続 子育て支援課 　子ども・子育て支援新制度に基づく各市町村子ども・子育て支援計画に従い、市町
村が実施する事業を支援するために交付金を交付する。 3,944,527 67

26 5-①-15 放課後児童クラブ人材確保支援
事業 継続 子育て支援課

　福島県保育士・保育所支援センターを拠点として、放課後児童クラブの広報活動等
により認知度や関心度を高め、放課後児童支援員等となる人材を発掘するとともに、
マッチング支援等を行うことで働き手を確保しやすい体制を整え、待機児童の解消を図
る。

13,514 68



整理
番号 重点番号 事　　業　　名 区分 担当課 事　業　概　要 事業費

(単位：千円) 頁

27 5-①-35 児童相談所相談体制強化事業 継続 児童家庭課 　児童相談所において、児童及び保護者に対する相談対応を行うほか、職員の資質
向上に向けた研修受講などを行う。 58,653 69

28 3-④-12 子どもの心のケア事業 継続 児童家庭課

　震災・原発事故により不安を抱えるこどもの心を中長期的に見守っていくため、行政、
医療、福祉、教育等の関係機関が連携して「ふくしま子どもの心のケアセンター」を設置
し、地域や学校等を訪問して相談対応を行うほか、地域における支援体制の強化に取
り組む。

146,607 70

29 5-①-38 医療的ケア児支援事業 継続 児童家庭課
　医療的ケア児及びその家族等に対し相談支援等を行う医療的ケア児支援センターの
運営や、地域で支援の総合調整を担う医療的ケア児等コーディネーターの養成等を行
うほか、市町村に対し支援体制整備を図るための費用を補助する。

27,244 71

30 5-①-10 こどもの夢を応援する事業 継続 こども・青少年政策課
児童家庭課

　こどもたちの将来が生まれ育った環境によって左右されることのないよう、様々な支援制
度を活用してもらうための取組や、社会的養護を必要とする児童の自立に向けた支援
を行う。

37,425 72

31 5-①-37 母子家庭等自立支援総合対策
事業 継続 児童家庭課

　ひとり親家庭の自立促進を図るため、就業相談、求人情報の提供、就職に有利な資
格取得の支援等を行うとともに、生活一般の相談支援や講習会・交流会を実施する。
また、ひとり親家庭のこどもに学習支援等を行う市町村に対して補助金を交付する。

48,262 73

32 5-①-39 福島県立乳児院管理運営経費 継続 児童家庭課 　福島県立乳児院の運営について、指定管理者へ委託して実施することにより、児童
福祉の増進を図る。 208,246 74

33 5-①-40 県立乳児院多機能化推進事業 継続 児童家庭課
　福島県立乳児院に「家庭生活に困難を抱える特定妊婦等に対する産前産後の母
子支援」や「里親支援」の役割を担わせ多機能化を推進することで、 本県の社会的養
育環境の充実を図る。

95,832 75

34 5-①-4 やさしさあふれるふくしま子育て応援
事業

一部
新規 こども・青少年政策課

　福島県で子育てを行いたいという県民が増えるよう、地域社会や企業とともに子育て
応援パスポートや子育て応援駐車場の取組を推進し、こどもや子育て中の方を応援す
る気運の醸成を図る。

32,953 76

35 5-①-32 ヤングケアラー支援体制強化事業 継続 児童家庭課
　ヤングケアラーの早期把握及び支援にあたっては、多機関が連携した体制づくりが重要
であることから、支援者への研修や市町村等の支援体制の構築及び強化への支援、
SNSによる情報発信等を実施する。

16,222 77



整理
番号 重点番号 事　　業　　名 区分 担当課 事　業　概　要 事業費

(単位：千円) 頁

36 5-①-8 地域で支える子育て推進事業 継続 こども・青少年政策課 　地域全体で子育てを支援する機運の向上を図るため、民間団体が行う地域の子育
て支援の取組に対して補助を行う。 9,600 78

37 5-①-7 世代間交流による地域コミュニティ
再構築事業 継続 こども・青少年政策課 　社会全体で子育てを支援するため、昔ながらの遊びや伝統をこどもたちに伝える「地域

の寺子屋」を県内各地で開催し、本県の復興を担うこどもたちを社会全体で育てる。 3,753 79

38 5-①-5 児童福祉施設等給食体制整備
事業 継続 こども・青少年政策課

　児童福祉施設等の給食用食材に対する保護者等の不安を軽減し、給食に関してよ
り一層の安全・安心を確保するため、児童福祉施設等の給食の検査体制の整備を図
る。

55,084 80

39 3-④-11 被災した子どもの健康・生活対策
等総合支援事業 継続 こども・青少年政策課 　避難の長期化等に伴う新たな課題に対応するため、市町村が実施する子どもの心身

の相談・援助事業等に対して補助を行う。 25,311 81

40 2-①-4 子どもの医療費助成事業 継続 児童家庭課 　県内で安心してこどもを生み、育てやすい環境づくりを進めるため、市町村が行う18歳
以下の医療費無料化事業に必要な費用を補助する。 5,045,195 82

41 5-②-34 ひきこもり対策推進事業 継続 こども・青少年政策課

　ひきこもり状態にある本人やその家族の一次相談窓口として「ひきこもり相談支援セン
ター」を運営するとともに、各保健福祉事務所において、ひきこもり家族教室を開催す
る。また、地域連携による社会資源の掘り起こし、ひきこもりサポーターの養成研修・派
遣等を実施する。

36,291 83

42 5-③-4 こどもを守る情報モラル向上支援事
業 継続 こども・青少年政策課 　家庭や学校でのこどものインターネット利用に関する基礎知識の習得度合いと利用状

況を把握し、その向上と改善を図る支援システム「ふくしま情報モラル診断」を運用する。 3,960 84

43 5-③-3 ふくしまのこどもの意見を社会に届け
る事業 継続 こども・青少年政策課

　「こども・若者の地域への定着」をテーマとした探究活動を行い、こどもたちが地域への
定着又はＵターンを考えるきっかけづくりを行い、将来の地域づくり・復興創生の担い手
を確保するとともに、こどもまんなか社会の実現に向けて、こどもたちからの意見聴取を行
う。

2,350 85

44 5-①-6 屋内遊び場確保事業 継続 こども・青少年政策課 　屋内遊び場の整備及び運営に要する費用について市町村に補助することにより、こど
もたちの体を動かす機会の確保を図る。 250,654 86



整理
番号 重点番号 事　　業　　名 区分 担当課 事　業　概　要 事業費

(単位：千円) 頁

45 5-①-31 中央児童相談所整備事業 新規 児童家庭課 　老朽化が進む中央児童相談所について、移転・新築を行うことにより、求められる機
能を十分に発揮できる環境を整備するため、測量委託等を実施する。 1,385 87



４　いきいき暮らせる地域共生社会の推進
整理
番号 重点番号 事　　業　　名 区分 担当課 事　業　概　要 事業費

(単位：千円) 頁

1 5-④-16 地域共生社会構築支援事業 継続 社会福祉課 　誰もが生き生きと暮らせる地域共生社会の実現に向けた地域づくり強化のため、市町
村支援及び人材育成に取り組む。 3,121 88

2 5-④-9 日常生活自立支援事業 継続 社会福祉課 　認知症高齢者や知的・精神障がい等により判断能力が低下し、日常生活を営むのに
支障がある者に対し、金銭管理などの援助を行い自立を支援する。 73,686 89

3 3-④-3 避難者見守り活動支援事業 継続 社会福祉課
　東日本大震災の被災地及び被災地からの避難者を受け入れている地域において、
生活支援相談員を配置するなど、被災者の見守り・相談支援、孤立防止のための支
援等を行う。

590,169 90

4 1-①-5 高齢者見守り等ネットワークづくり
支援事業 継続 高齢福祉課

　避難指示解除区域内において、高齢者等が安心して健康に暮らせるよう、総合相
談、地域交流サロン、デイサービス等の介護支援サービスを提供する高齢者等サポート
拠点の設置・運営について支援する。

152,033 91

5 3-④-5 被災者の心のケア事業 継続 障がい福祉課
　東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故により高いストレス状態
にある県民及びその支援者に対する心のケアの拠点として、心のケアセンターを県内各
方部に設置し、訪問活動や支援者のへの研修会等を実施する。

565,209 92

6 5-②-5 自殺対策緊急強化事業 継続 障がい福祉課

　自殺防止に係る普及啓発や市町村等関係機関の人材育成・自殺対策事業への支
援、民間団体が行う事業への補助、自殺対策推進センターの運営、SNS等を活用し
た相談対応等を実施するとともに、「こども・若者の自殺危機対応チーム」の全県への拡
大を図り、若年層及びその家庭への自殺対策を強化する。

92,880 93

7 1-①-4 被災地介護サービス提供体制再
構築支援事業 継続 社会福祉課

高齢福祉課

　被災地で介護職員として就労を希望する者に対する就職準備金の貸与や就職支援
金の交付等を実施するとともに、介護施設等の運営費等を支援することで、被災地の
介護人材の確保や介護施設等の経営体力の維持を図る。

191,385 94

8 3-①-3 「見る。知る。探す。」介護のしごと
魅力発見事業 新規 社会福祉課

　介護のしごとの魅力をSNSにより発信（見る）するとともに、有償ボランティアのマッチ
ング支援や親子介護イベント、出前授業の実施により理解を深め（知る）、興味を
持った若年層等が介護の就職情報に手軽にアクセスできる（探す）環境を整備するこ
とにより、介護職への就職を後押しする。

60,993 95



整理
番号 重点番号 事　　業　　名 区分 担当課 事　業　概　要 事業費

(単位：千円) 頁

9 5-④-10 福祉・介護人材プロジェクト（イ
メージアップ事業） 継続 社会福祉課 　福祉・介護の職場見学会を実施するとともに、人材育成等に取り組む介護事業者を

認証評価することなどにより、福祉・介護のイメージアップを図る。 24,435 96

10 5-④-11 福祉・介護人材プロジェクト（マッ
チング事業） 継続 社会福祉課 　福祉・介護の合同就職説明会やハローワークでの出前相談等を実施することにより、

介護事業者と求職者のマッチングを図る。 46,022 97

11 5-④-12 福祉・介護人材プロジェクト（人材
確保事業） 継続 社会福祉課

　介護に関する入門的研修や県立高校普通科における特色のあるコース制導入校の
生徒に対する介護の出前講座等を実施することにより、福祉・介護人材の確保を図
る。

26,556 98

12 5-④-13 福祉・介護人材プロジェクト（外国
人人材確保） 継続 社会福祉課

　外国人介護留学生に対する奨学金支給や外国人介護人材とのコミュニケーション促
進等に取り組む事業者への補助を行うとともに、外国人介護人材や受入れ施設職員
等を対象とした研修会等を実施するなど、受入れ環境を整備することにより、外国人介
護人材の確保を図る。

51,531 99

13 5-④-14 福祉・介護人材プロジェクト（人材
育成事業） 継続 社会福祉課

　市町村等が実施する介護職員初任者及び実務者研修への補助、学生を対象とした
介護職員初任者研修、新任介護職員を対象とした介護技術の向上を図る研修等を
実施することにより、福祉・介護人材の育成を図る。

49,447 100

14 5-④-15 福祉・介護人材プロジェクト（人材
定着事業） 継続 社会福祉課

　新任職員を知事が激励する「福祉・介護職員のつどい」や優秀な職員や労働環境改
善の優れた取組を実施している施設を表彰する「キラリふくしま介護賞」を実施することに
より、福祉・介護人材の定着を図る。

12,029 101

15 6-①-18 ＩＣＴ等を活用した介護現場生
産性向上支援事業

一部
新規 高齢福祉課

　少子高齢化の進行に伴う要介護者の増加や労働人口の減少により、介護施設での
人材不足に拍車がかかっている。介護職員の負担軽減や離職防止・定着促進を図る
ため、県内介護事業所に対して介護テクノロジーを普及促進し、介護現場の生産性向
上を目指す。

530,148 102

16 5-④-19 広域的支援事業 継続 障がい福祉課

　障害者総合支援法では、障がい者に対する一般的な相談支援事業は市町村、広
域的・専門的相談支援や地域における相談支援体制整備のための広域的支援は県
の役割と位置づけられていることから、県自立支援協議会の活動を通じて市町村単位
を超えた広域的支援を実施する。

2,186 103

17 3-④-4 精神科病院入院患者地域移行
マッチング事業 継続 障がい福祉課

　震災の影響により、県内外の医療機関に転院を余儀なくされた入院患者の本県への
帰還、地域移行を促進するため、転退院調整コーディネーターを配置し、患者の意向
確認、症状等を踏まえた転退院調整を行う。

6,938 104



整理
番号 重点番号 事　　業　　名 区分 担当課 事　業　概　要 事業費

(単位：千円) 頁

18 5-④-18 精神障がい者アウトリーチ推進事
業 継続 障がい福祉課

　居宅生活を行っている精神障がい者のうち、未受診や受療中断等、自らの意思により
受診できない者で日常生活上の危機が生じている者に対して、多職種チームを配置し
危機介入包括支援を行うことにより、地域生活継続のための支援を行う。

66,475 105

19 5-④-17 授産振興対策事業（農福連携
支援事業）

一部
新規 障がい福祉課 　農福連携により障がい者の就労機会を創出するとともに、障がい者の工賃向上を図る

ため、農家とのマッチングやマルシェの開催、研修会の開催などの支援を行う。 8,493 106

20 5-①-33 困難な問題を抱える女性への支援
体制構築事業 継続 児童家庭課

　困難な問題を抱える女性が相談へ繋がり、それぞれの意思を尊重されながら最適な
支援を受けることができる体制を構築するため、関係機関との調整、市町村への研修等
の実施、民間団体への支援・補助などを実施する。

35,409 107

21 5-①-36 こどもの見守り・自立応援事業 継続 児童家庭課 　児童虐待の予防から自立の支援まで、援助を必要とするこどもの状況に応じた相談・
支援体制を充実強化する。 103,576 108

22 5-①-34 虐待から子どもを守る総合対策推
進事業 継続 児童家庭課 　児童虐待の未然防止及び迅速かつ適切な対応に向けて、関係機関の連携強化、

児童相談所職員の専門性向上、市町村における相談体制強化への支援などを行う。 32,021 109



５　誰もが安全で安心できる生活の確保
整理
番号 重点番号 事　　業　　名 区分 担当課 事　業　概　要 事業費

(単位：千円) 頁

1 6-①-20 水道事業基盤強化・広域連携推
進事業 継続 食品生活衛生課

　本県の水道の方向性を示した福島県水道ビジョン、広域化の推進方針・これに基づく
当面の具体的取組を示した福島県広域化推進プランに基づき、市町村等の水道事業
の支援を行い、水道事業の基盤強化・広域連携を促進する。

16,844 110

2 3-③-15 水道水質安全確保事業 継続 食品生活衛生課 　飲料水の安全性を確保するため、水道水及び飲用井戸水の放射性物質モニタリング
検査を実施する。 17,151 111

3 3-③-14 福島県産加工食品の安全・安心
の確保事業 継続 食品生活衛生課

　食品事業者に対し、県独自の衛生管理手法「ふくしまHACCP」の導入を推進すると
ともに、導入後のフォローアップを実施することにより、ふくしまHACCP導入率のさらなる向
上を図り、県内の食の安全・安心の確立に寄与する。

19,192 112

4 3-③-13 食品中の放射性物質対策事業 継続 食品生活衛生課

　飲料水及び加工食品の放射性物質検査に必要な人員を確保するとともに、県産農
林水産物等を原材料とする加工食品の検査を実施し、その結果を速やかに公表する。
また、県産加工食品の輸出を回復・促進するため、県内事業者を対象に輸出に際して
障害となるHACCP等への対応経費を補助する。

40,794 113

5 3-⑥-11 社会福祉施設危機対応強化支
援事業 継続 高齢福祉課

　大規模災害発生時においても高齢者施設等が利用者に必要なサービスを継続的に
提供できるよう、被災施設への職員派遣等について定めた施設間相互応援協定締結
促進に向けた取組を行う。

1,250 114

6 3-⑥-9 災害時健康危機管理体制整備
事業 継続 保健福祉総務課

　大規模災害において、被災地の保健医療の指揮調整機能を応援し、二次的健康
被害の最小化を図ることを目的とした、災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT）
の体制整備・機能強化を図る。

2,468 115

7 3-⑥-10 広域災害福祉支援ネットワーク構
築支援事業 継続 社会福祉課

　災害時の福祉支援体制や環境整備等について検討、協議を行うため、福島県広域
災害福祉支援ネットワーク協議会事務局を県直営で運営する。
　また、災害派遣福祉チーム員の研修を行い、災害発生直後から迅速に行動できる体
制を整備する。

2,426 116



◇新ふくしま健民アプリを軸とした事業
構築により、県民一人一人へ「健活※」
を推進し、行動変容を促す
※健康増進を目的とした健康づくりの活動

◇新アプリを活用し、県と市町村が連携
して県民の健康指標改善を目指す

◇肥満者や高血圧者の割合が、ほぼ全
ての年代で全国より高く、県民の健
康回復・増進が必要

◇「ふくしま健民アプリ」活用事業の
ほとんどが県主体事業に留まる

目指す姿

無関心期

◇歩数による運動習慣だけでなく、
食習慣改善との両輪により、これま
での取組の強化が必要

◇周知・啓発だけでなく一人一人の行
動変容につながるよう個々へのアド
バイス等が必要

課題現状

関心期 準備期 実行期 維持期

◇年間通したリスティング
広告やデジタルサイネー
ジを用いた意識醸成

◇ふくしま健民アプリ上でウォーキングイベント「みんなで歩活」を開催
◇個人部門のほか企業部門を設け、働き盛り世代の参加を促しながら健康意識を向上

ふくしま健民アプリ市町村連携事業

◇職域関係イベントや市町村主催事業への参加によ
るアプリ周知

◇ふくしま健民アプリを地域の健康課題解決ツールとして位置づけ
◇県と市町村が連携し、市町村独自の健康ポイント付与機能を通じて導入・活用を促進

食事管理機能

食事と運動両輪での健康指標改善

歩数機能

成果の「見える化」によるモチベーション
アップ

AIによるアドバイス

自身の健康に向き合う機会の提供とパーソ
ナライズされた情報提供

PHR 機能 ※Personal Health Record

健診情報とリンクした適切な予防行動や
生活改善の促進

市町村機能

市町村が住民の健康課題に合わせた
ミッションの設定やお知らせを発信

インセンティブ機能

ダウンロードと継続的な利用を促進

新アプリ各種機能（R8.3～）

新

新

新

新

事業概要

楽しく健康づくり促進事業
(1)「みんなで歩活」事業

県民の健康意識向上事業

楽しく健康づくり促進事業
⑵なりたい自分を目指そうキャンペーン

◇運動・食事の両面から生活習慣を意識
◇アプリログインや食事内容・体重の記録など

の健康行動に対してポイントを付与

25,892千円

40,700千円

ICT活用による健康づくり
動機付け事業 17,427千円

＜他部局との連携＞
・ふくしまDCにおける観光周遊促進事業
・みんなで実践チャレンジふくしま県民運動

※

40,510千円の内数※

40,510千円の内数※

拡充

１-１ （新）ふくしま健活推進プロジェクト

重点番号５－②ー６ １２４，５２９千円
（Ｒ７ ０千円）

健康づくり推進課
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地域単位の健康状態の『見える化』
○健康データの収集・蓄積
○ＦＤＢの構築
（R1から本格運用開始）
○地域別の健康課題の見える化

①福島県版健康データベース事業

健康づくり推進課

県立医科大学との連携
○科学的根拠に基づく評価・分析
・FDB等を活用した健康データ分析・評価、「見える化」
による情報発信
・オーダーメイドによる市町村特有の健康課題分析
・循環器疾患発症登録
○効果的な健康増進対策・疾病予防対策の推進
○人材育成支援

② ふくしま健康情報ステーション事業

「健康増進センター」

１７８,７８８千円
（Ｒ７：2０９,１6０千円）

一部新 ④市町村健康づくり強化支援事業

○市町村健康づくり地域懇談会
保健福祉事務所が市町村とともに会議や個別の支援を通じて、

健康課題の要因分析や健康づくり事業の見直し、検討を行うこ
とで、効果的な取組みにつなげ、県民の生活習慣病の予防・改
善を図る。
○市町村健康課題解決事業
市町村が、健康課題の分析や実施している保健事業の評価を行

い、その結果対応すべき優先対策に合わせた事業を計画・実施
するための必要経費を県が補助する。

データーベースを活用した課題の分析や保健事業評価を行い、保健
福祉事務所や市町村が行う保健事業の質の向上を図る。

〇糖尿病重症化予防講習会
〇糖尿病重症化予防の取組に関する連携強化
事業
〇糖尿病重症化予防・CKD予防の普及啓発

③糖尿病重症化予防・慢性腎臓病
（CKD）対策事業

科学的根拠に基づく評価・分析の結果を活用し、
糖尿病を始めとした生活習慣病の予防に活用する。

データベースから導きだされた地域別の
健康課題を元に、市町村への保健事業の
支援を行い、課題に対する取組みの進行管
理や事業評価を行う。

１－２（一部新） 健康長寿ふくしま推進事業

重点番号５－②ー１０
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重点番号５－②－１１

全国に誇る健康長寿県の実現

◆ 各専門分野の38団体が共働して地域と職域が連携した
健康づくりの取組を企画・実践・評価

県･市町村･保健団体等による取組 企業・事業所等による取組

内容：各種保健サービス活動及び各健康づくり事業の推進強化

＜県事業例＞健康長寿ふくしま推進事業、ふくしまおいしく減塩緊急対策事業
被災者健康サポート事業
その他食・運動・社会参加を柱にした各健康づくり事業

内容：企業の健康経営による働く世代とその家族への健康増進
＜県事業例＞「元気で働く職場」応援事業

ふくしま健康経営優良事業所認定・表彰
空気のきれいな施設・車両認証制度

＜健康ふくしま２１評価検討会＞
・健康ふくしま21計画の評価検討
・健康ふくしま21計画の見直し検討

効果：県民の健康寿命の延伸と健康格差の縮小 効果：働く世代及びその家族の健康寿命の延伸と健康格差の縮小
連携

地域保健の取組

健康長寿ふくしま会議

職域保健の取組

＜健康経営推進部会＞
・健康経営の普及啓発
・健康経営優良事業所認定・表彰
・健康経営の取組支援

健康長寿ふくしま推進体制等強化事業

知事をトップとし関係団体代表者で構成する新たな推進体制
＜３つの下部組織＞

啓発啓発

トップセミナー

＜地域・職域連携推進部会＞
・保健事業の情報交換・支援
・健康データの分析・評価
・健康課題の共有・対策検討

＜二次医療圏地域・職域連携推進協議会＞
・二次医療圏ごとに保健関係者による協議会を
通して効果的な健康づくり事業を展開

連動

連動 連動

１-３ 健康長寿ふくしま推進体制等強化事業
健康づくり推進課

７,６７２千円
（R７７,６８９千円）
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重点番号３－④ー６

１－４（一部新） 被災者健康サポート事業
健康づくり推進課１５５，９９１千円

（R7 163,078千円）

事業内容

背景・目的

事業概要

東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により被災し、復興公営住宅等で多様な健康課題を抱える避難者への
対応・支援を実施する。特に、避難先の個別支援を実施し生活習慣病の予防を目的とする。

（１）県機関の保健医療専門職による市町村健康支援活動 …６６,０５０千円
被災市町村自らが必要な保健事業を住民に提供できる体制の構築を目指し、県庁内各課、保健福祉事務所等が体制整備のため
に会議を行う。

（２）健康推進事業 …６７, ０７７千円
避難市町村が被災者を対象に実施する健康増進事業を対象に被災市町村に補助を行う。

（３）検診体制整備事業 … ６,４４０千円
県外の避難者が、避難先でがん検診を受診するための事務経費を被災市町村に補助する。

（４）ポピュレーションアプローチ事業 …１６,４２４千円
調査票を用いて被災者の食事摂取状況を把握し、課題に合わせた栄養指導を行う。
また、被災市町村の保健指導の質の向上に向けて、専門職向けの研修や情報発信の検討を行う。
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■女性に多く見られる骨粗鬆症の予防に着目し、骨粗鬆症検診受診率の向上を図るとともに、
治療が必要な方へ適切な受療行動を促すことにより、骨粗鬆症及び骨折を予防し、健康寿命
の延伸に資することを目的とする。

事業の目的

重点番号５－②ー１５
１－５ 女性のための骨粗鬆症重症化予防事業

３，９９４千円
（R7：10,565千円）

事業の効果

◎2040年を見据えたときに、人口減少対策として元気な女性の活躍は重要な資源
となるものであり、女性の定住・定着を促すためにも「女性を大切にする県」の
アピールに寄与する。

◎骨粗鬆症検診の受診率向上と、その後の適切な介入により骨折予防が図られる
ことで、県民の生活の質の維持・向上と健康寿命の延伸へ寄与する。

現状と課題

■背景３
骨粗鬆症検診受診から適切な治療へ繋がっていない、継続した治療を受けられていない、

との指摘があり、医療と行政が連携して骨粗鬆症及び骨折予防に繋げる体制構築が必要と
なっている。

■背景２
健康日本21計画（第三次）において新たに加えられた指標に関する３つの柱のうちの一つ

が骨粗鬆症検診受診率であり、健康ふくしま21計画（第三次）においても、ライフコースア
プローチを踏まえた女性の健康づくりを重点項目に位置づけている。

■背景１
骨粗鬆症とは骨量（骨密度）が減る等により骨折しやすくなる疾病であり、女性の発症リ

スクが高いと言われている。
介護を必要とする主な原因の上位に「骨折・転倒」、「関節疾患」があげられており、骨

粗鬆症検診受診率と要介護率との間には相関関係が認められる。

■概要
「骨粗鬆症連携体制検討会議」を設置し、市町村における骨粗鬆症検診の効果的な予防体制
を支援する。
（１）骨粗鬆症連携体制検討会議
（２）骨粗鬆症予防市町村支援事業

・骨粗鬆症連携体制構築に向けた調査分析事業
・骨粗鬆症啓発事業

事業内容

分析結果の検討

R10R9R8R7
連携体制検討会議

調査分析事業

啓発事業
連携体制構築
実証事業

■今後の展望

R11以降

市町村の
保健事業
として
実施

事業イメージ

行政と医療の
連携体制の検討

市町村
専門医薬剤師

栄養士

ﾘﾊﾋﾞﾘ

【骨粗鬆症連携体制検討会議】

啓発内容の検討

【連携体制構築に向けた
調査分析事業】 【骨粗鬆症啓発事業】

啓発セミナーの開催体制構築に向けた
調査分析業務

【連携体制構築実証事業】の実施
【骨粗鬆症啓発事業】の充実

健康づくり推進課

R９～

看護師

保健師
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女性の健康に配慮した魅力ある働きやすい事業所の増加を進めることで、女性の新規雇用の拡大を図るなど、福島県内事業所における
人材確保・定着につなげ、女性の県外流出を防ぐとともに、女性が健康でいきいきと活躍できる地域社会の実現を目指す。

R8予算額：78,729千円

裾野の拡大

（必須）
■健康事業所宣言の実施

ステップ１

趣旨・目的

プレコン出前講座等の各種セミナーを通じて県内事業所における女性の健康づくり等のヘルスリテラシー向上を図った上で、女性の健
康づくりや働きやすい職場づくりに取り組む事業所に対し、奨励金の交付やメディア等を通じた広報などを行う。
事業所が取組を効果的・効率的に進められるよう、県や関係機関の健康経営の各支援事業との連携を図る。

事業概要

事業スキーム

女性の健康づくりに取り組む企業の増加

●奨励金の交付（予算3,000万円）
（必須）
女性の健康づくり等のヘルスリテラシー向上のた
めに県が指定する研修会を受講
（健康経営セミナー、プレコンセミナー、プレコ
ン出前講座等）

■休暇の取得促進
ヘルスケア休暇や検診受診時の有給の導入など

■環境整備
相談窓口の設置や女性専用の休憩室、禁煙・受
動喫煙防止の環境づくりなど

■費用助成
検診自己負担補助、禁煙外来費用補助など

ステップ２

達成で各10万円交付
3分野達成で最大30万円

女性に選ばれる企業の増加
●奨励金の交付（予算3,600万円）
■ふくしま健康経営優良事業所の
認定取得
※令和７年度から女性の健康の取組を
認定基準に追加

（認定事業所数360社（R8目標値）
毎年20社以上上乗せ）

ステップ３

達成で10万円交付

女性が活躍する持続可能な
企業の増加

■ふくしま健康経営「長期」
優良事業所の認定取得

ステップ４

人
材
確
保
・
女
性
活
躍
・
県
内
定
着
の
促
進

健康経営トータルサポート
事業（スタートアップ支援
事業や健康経営伴走支援事
業）が連携し効果的に働き
掛け
全体を通じて、健康事業所
宣言実施企業数の倍増
年間１００社⇒２００社

延べ合計300社程度
の取組を促進

●メディア等を通じた広報（予算800万円）
「女性活躍・働く世代の健康づくり推進企業」
として取組を実施した事業所を広報

健康経営トータルサポート事
業（保健福祉事務所のフォ
ローアップ）により、認定取
得後の取組継続と拡大を支援

令和７年度に奨励金の交付
を受け取組を実践している事
業所の経営者及び従業員に対
してアンケートを行い、施策
効果を分析・評価する。
（直営：ゼロ予算）

（新）令和８年度

女性の新規雇用の
拡大・人材確保・
定着につながる

１-６ 女性活躍・働く世代の健康づくり推進事業
健康づくり推進課

重点番号７－①－１ ７８,７２９千円
（Ｒ７ ７６，４４９千円）
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３，４９３，９８８千円（R7 3,613,468千円）
８０，４０９千円（R7 87,098千円）

重点番号３－④－７
重点番号３－④－８

県民健康調査（全県民対象）

基本調査

健康状態を把握

対象者：震災時概ね18歳以下の全県民
内 容：甲状腺超音波検査

甲状腺検査

対象者：避難区域等以外の住民
内 容：一般健診項目

「既存健診対象外の県民に対する健康診査」の実施

対象者：避難区域等の住民
内 容：一般健診項目＋白血球分画等

詳細調査

データベース

継続して管理

フォロー

・ホールボディカウンター

・個人線量計（補助金交付）

線量を把握（基礎データ）

健康診査（既存の健診を活用）

相談・支援

妊産婦に関する調査 (母子健康手帳交付者へ質問紙調査)
※令和４年度調査をもって終了

こころの健康度・生活習慣に関する調査（避難区域等の住民へ質問紙調査）

・甲状腺検査機器整備補助
対象：県内の医療機関

1-7

☆健康調査や検査の結果を
個々人が記録・保管

☆放射線に関する知識の普及

県民健康管理ファイル
職場での健診や市町村が行う住民健診、
がん検診等を定期的に受診することが、
疾病の早期発見・早期治療につながる。

◆県民の長期にわたる健康管理と治療に活用
◆健康管理をとおして得られた知見を次世代
に活用

データベース

対象者：平成23年3月11日時点での県内居住者
方 法：自記式質問票
内 容：３月11日以降の行動記録

（被ばく線量の推計評価）

県民健康調査課

1-8

基本調査

１‐７ 県民健康調査事業
１‐８ 県民健康調査支援事業
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≪福島県民の健康指標の現状≫
東日本大震災以降、県民の健康指標は大きく悪化したが、現在も

メタボ該当者の割合は全国ワースト４位、喫煙率はワースト１位、
食塩摂取量はワースト２位など、肥満傾向児の子どもの割合がすべ
ての年齢(5～17歳)で全国平均を上回る等、悪い状態が続いている。

≪「第三次健康ふくしま２１計画」の基本理念の実現に向けて≫
第三次健康ふくしま２１計画の基本理念である「誰もがすこやか

にいきいきと活躍できる笑顔あふれる健康長寿ふくしまの実現」の
ため、「社会環境の質の向上」を図る施策として、健康経営に取り
組む企業数を増加させるとともに、取組の更なる充実を図ることに
より、健康経営の更なる普及及び働き盛り世代の健康増進を図る。

≪「第三次健康ふくしま２１計画」の目標項目（抜粋）≫

(1)健康経営スタートアップ支援事業
健康経営に「新たに」取り組む事業所の増加を図る

ため、関係機関とのネットワーク強化や相談窓口等の
一元的な情報発信、リーフレットによる普及啓発、実
務担当者向けセミナーを開催する。

(2)健康経営伴走支援事業
県内事業所を訪問し、自社の健康課題等のヒアリン

グを通して、課題解決に向けた取組方針の決定や健康
事業所宣言に至るまでの伴走支援を行う。
令和8年度からは、伴走支援を受ける事業所の取組

スタートを更に支援するため、血圧計等の健康機器の
貸出を行う。

(3)健康経営優良事業所の認定及び表彰
健康経営に関する牽引企業を醸成するため、従業員

の健康づくりに積極的な取組を行っている中小事業所
を健康経営優良事業所として認定・表彰する。

(4)健康経営フォローアップ支援事業
事業所が健康経営の取組を継続し、自走していける
よう保健福祉事務所が核となり、地域・職域保健関係
者と連携しながら、事業所の情報交換会等を開催する。

500社
(R14)→260社

（R6）
健康経営に取り組む企業の増加
（ふくしま健康経営優良事業所の増加）

【事業目的】
健康経営の取組開始（スタート）から発展・維持期（フォロー）ま

で、事業所の全ての取組段階を支援するパッケージ事業を構築するこ
とで、健康経営に取り組む事業所の継続的な増加と取組の充実を図り、
女性を始めとする働く世代の健康増進や、企業価値の向上による人材
の県内定着・地域経済の活性化を目指す。

セミナー
参加目標数

450社

※人材確保（雇用労政課）や女性の健康づくり（子育て支援課）等で他部局連携

認定目標数

360社

参加目標数

180社

・3年間で1,500社程度
に発信

・参加企業から他の企
業への波及も期待

宣言事業所数

50社

R8予算額：78,729千円１-９ 健康経営トータルサポート事業
健康づくり推進課

重点番号５－②－１４ ３６,６０９千円
（Ｒ７ ４６，９９６千円）
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重点番号５－②－１６
１－１０ たばこの健康影響対策事業

健康づくり推進課

〇事業目的
・喫煙をやめたい方へのサポートや新たな喫煙者を減らす取組の推進
・喫煙・受動喫煙を原因とする健康影響の低減による健康寿命の延伸、健康格差の縮小
・受動喫煙のない、子ども・子育て世帯に優しく魅力ある環境づくり

〇事業内容

〇現状・課題
（１）喫煙率
本県の喫煙率は、全国平均と比較して高い数値で推移しており、男女の喫煙

率21.4％（全国平均16.1％ ,R4年国民生活基礎調査）と全国ワースト1位となっ
ている。
また、令和6年度健康ふくしま21調査の結果によると、令和6年度の男性の喫

煙率は24.4％（令和4年度24.7％）、女性の喫煙率は7.7％（令和4年度6.8％）と
女性で増加しており、喫煙者のいない世帯の割合についても67.4％（令和4年度
69.4％）と減少している。一方、禁煙の意思については、喫煙者の男性の21.9％、
女性の32.7％が「やめたい」と回答しており、喫煙をやめたい方へのサポートが
不十分である現状である。
従来の県事業は啓発活動が中心であった他、禁煙補助薬であるバレニクリン

の出荷停止（R3～7）による禁煙外来の縮小など、禁煙支援環境が不足しており、
禁煙支援体制の構築が課題である。
（２）COPD （慢性閉そく性肺疾患）死亡率
COPDは長期間・大量の喫煙が主な原因で起こる肺の炎症で、発症すると完

治することはなく、重症化すると在宅酸素療法が必要となるなど生活の質が著
しく低下する。一方で、徐々に病状が進行するため、症状を自覚しにくく、受
診につながりにくい。本県のCOPDによる人口10万人当たり死亡率は17.4（R5
年人口動態調査）で、全国と比べても高い状況にもかかわらず、認知度が低い
（R6年度26.9%（健康ふくしま21調査））。COPD認知度向上による禁煙への意
識づけと、発症者の早期発見・治療につなげる体制づくりが必要である。

県民の喫煙に対する意識改革

５禁煙応援事業
・オンラインを活用した禁煙サポート事業
・職域と連携した禁煙サポート事業

６ COPD対策事業
・医療従事者向けCOPD講習会
・医療機関アンケート調査
（COPD、禁煙外来）

２ふくしまイエローグリーンリボン事業
・応援！禁煙川柳コンテスト
・イエローグリーンライトアップ

３空気のきれいな施設・車両認証事業
・屋内禁煙施設・車両の認証

４受動喫煙防止相談・指導
・健康増進法義務違反時の指導等
・喫煙室等の設置運用等の指導
・飲食店等に対する啓発

〇指標
・喫煙率の低下

R4 男性33.2％（全国ワースト1位）
女性10.5％（全国ワースト2位）

R12 男性19.0％以下
女性5.4％以下
(国民生活基礎調査)

・COPD死亡率の減少
(人口10万人あたり)
R5 17.4 (全国 14.0)
R14 10.0以下

受動喫煙を生まない社会を目指す

１禁煙対策啓発事業
・世界禁煙デー・禁煙週間での啓発活動

改正健康増進法（R2.4.1全面施行）
・受動喫煙対策の強化
ふくしま受動喫煙防止条例（R3.4.1施行）
・家庭や車両など法の規制対象外への
受動喫煙対策の推進

・喫煙者に対しての禁煙に向けた働きかけ
・非喫煙者への喫煙対策
・子どものうちからの喫煙防止教育の推進

喫煙対策 受動喫煙対策

第三次健康ふくしま２１計画（R6.3月）（2024→2035）
重点スローガン

みんなでチャレンジ！減塩・禁煙・脱肥満
→健康長寿の実現

〇事業概要 たばこは、肺がんを始めとするがん、COPD（慢性閉そく性肺疾患）、虚血性心疾患などの循環器疾患、糖尿病等の生活習慣病の罹患と関連
があり、予防できる最大の死亡原因である。さらに、受動喫煙のような短期間かつ少量の取り込みによっても様々な健康被害が生じるとされている。本
県の喫煙率は全国ワースト１位であり、たばこ対策は総合計画に掲げる「全国に誇れる健康長寿県」を目指す上で必要不可欠な施策であることから、県
民への健康寿命の延伸に寄与することを目的に、県民への喫煙対策と受動喫煙対策を推進する。

３２，７１６千円
（R７ 14,637千円）
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重点番号 ５－②－９

１－１１ 歯科保健総合対策事業
健康づくり推進課

R８変更点： 令和７年に実施した実態調査等の結果を基に、学齢期及び成人期に加え、高齢者、障がい児・者
等の配慮が必要な方への歯科保健対策の強化を図る。

乳幼児期 学齢期 成人期 高齢期

・う蝕、
歯周病
対策

・良好な歯と口腔機能の
獲得
・う蝕対策

・歯周病、う蝕対策対策・
・口腔機能低下の予防

・歯周病、う蝕対策周
・口腔機能低下の予防

市
町
村

県

生
涯
に
わ
た
る
歯
と
口
腔
の
健
康

4か月児健診
10か月児健診
1.6歳、3歳児歯科健診
5歳児歯科健診
フッ化物歯面塗布
よい歯の教室 等

歯周疾患検診

歯科健診後の歯磨き
指導

オーラルフレイル予防
に関する情報提供 等

フッ化物洗口
小学校での歯磨き指
導・講話

学校保健委員会等で
の情報共有 等

（新）②生涯にわたる口腔ケア支援事業
ア 子どものむし歯対策事業 ウ みんなのお口の健康支援事業
イ 歯周病予防推進事業 エ ヘル歯ーライフ８０２０推進事業

技術的助言・
支援

技術的助言・
支援等

ライフ
ステー
ジに応
じた歯
科保健
対策

①口腔保健支援センター事業
ア 福島県歯科保健対策協議会設置運営事業 ウ 災害時の歯科保健推進事業

イ 高齢者、障がい児・者等への口腔ケア支援事業 エ 地域歯科保健活動推進事業

連携

胎生期
（妊娠期）

妊婦歯
科健診
等

技術的助言・
支援等

・発達段階に応じた歯、
口腔機能の獲得
・う蝕対策

歯周疾患検診

歯科健診後の歯磨き
指導

介護予防教室におけ
る口腔衛生講話
在宅の歯科保健指導

８,５９６千円
（R7 8,421千円）

市町村歯科保健強化推進事業
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健康づくり推進課

事業イメージ事業内容

事業内容

「健康長寿 予防・早期発見推進事業（R元～R6）」において、がんを含
む生活習慣病の予防・早期発見にかかる事業を実施してきた結果、市町村が
主体となって行う検診のうち、特定健診の受診率は増加傾向で推移している。
（ R2年度52.5％、R3年度56.3％、R4年度56.4％：厚生労働省 特定健康診
査・特定保健指導に関するデータ）一方で、がん検診受診率は５がん（胃・
肺・大腸・乳・子宮）全てにおいてコロナ禍前の受診率に戻りつつあるが、
がんは本県における死因の第1位(24.9%)を占め、県民の約4人に1人ががんに
よって死亡している現状があることから、がん対策の取り組みを強化する必
要がある。
総合計画に掲げる「全国に誇れる健康長寿県」を目指し、がんの死亡率を

減少させるため、早期発見・早期治療につながる精度の高いがん検診を実施
し受診率を向上させることや、県民へのがんに対する知識の普及が重要であ
ることから、利用しやすく質の高いがん検診の体制整備と検診受診勧奨活動
等を推進していく。

健康長寿の実現

２次予防

県民自身のセルフケアの推進と予防環境づくり
４ 無関心層への行動変容大作戦
５ 大切な人を守る 学生「がん予防」メイト養成事業

１次予防１ がん検診精度管理支援事業……………………… １２，６２６千円
市町村に対する研修会や個別支援等の実施

２ 県内避難者のがん検診受診機会拡大事業………… ４，９８９千円
県内避難者がん検診（施設検診）実施のための体制整備等

３ 職域におけるがん検診受診率向上事業…………… ８，７７８千円
県内事業所に対する検診体制整備に要した費用補助と啓発活動の実施

４ 無関心層への行動変容大作戦…………………………… ７７５千円
・乳がん・子宮頸がん啓発イベント
・企業連携健診・検診受診促進啓発事業

５ 大切な人を守る学生「がん予防」メイト養成事業……… ９３千円
若い世代へのがんに関する講話等の実施

がん検診機会拡大による
受診率向上支援

２県内避難者のがん検診受診機会
拡大事業

３職域におけるがん検診受診率向
上事業

検診受診率向上
検診の質の維持向上支援

１がん検診精度管理支援事業

がん予防・
がん検診受診啓発活動

３職域におけるがん検診受診率向
上事業
４無関心層への行動変容大作戦
５大切な人を守る学生「がん予
防」メイト養成事業

がんの早期発見・早期治療

がんによる死亡率の減少

課題・強化ポイント
○課題
本県のがん検診受診率は、国の第４期がん対策推進計画の目標値である

60%以上を下回っており、受診率向上のための取組を強化する必要がある。
○強化ポイント
検診の実施主体である市町村が自市町村の課題に応じた取組を展開する

ことができるよう、課題分析と課題に応じた受診率・精度管理向上の取組
を支援することで、がん検診受診率の更なる向上を図る。

背景・目的・概要

２７，２６１千円
（Ｒ７ 25,380千円）

重点番号５－②－７
１-１２ がん対策推進事業

-11-



１－１３ がん患者支援事業 地域医療課
２８，２８６千円

事業内容事業イメージ

【目標】がん患者一人ひとりの希望をかなえる。

「がんになっても困らない福島県」を目指す。

【背景】
生涯のうち約２人に１人ががんに罹患。
日本の年間新規罹患者数は100万人。その約３分の１が就労世代。
2009～2011年診断症例５年相対生存率６４.１％ （男性62.0％、

女性66.9％）
「完全に治ってからの復職」から「両立」へ。

がん・生殖医療ＮＷ支援、妊孕性温存治療

がん教育のほか、患者団体等の協力を得ながらがんの正しい
知識を得る機会を設ける。【オンラインセミナー開催】

【ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）】
自らが望む人生の最終段階における医療・療養について、前
もって考え、患者・家族と医療従事者等が繰り返し話し合い共
有する取組。

ターミナルケア

在
宅
療
養

入
院

治
療

退
院

ＡＣＰの実践

社会復帰

復職
が
ん
の
発
見

緩和ケア研修会の受講

がんピアサロンの開設

アピアランスケア

終末期 看取り

１ アピアランスケア助成事業（１１，８１０千円）

２ 妊孕性温存治療費助成事業（６，９５０千円）

３ オンラインセミナー開催委託事業（１，０００千円）

補整具の購入費用の一部を補助し、経済的負担の軽減を図る。
【補助内容】①ウィッグ …20,000円 ②乳房補整具 …10,000円

小児・ＡＹＡ世代のがん患者が、希望を持ってがん治療に取り組める
よう、妊孕性温存治療費の一部を補助する。
【補助内容】

妊孕性温存療法 ①胚（受精卵）…350,000円 ④卵巣組織 …400,000円
（凍結保存） ②未受精卵子 …200,000円 ⑤精巣内精子採取術

③精子 … 25,000円 による精子 …350,000円
温存後生殖補助医療 ①胚（受精卵）…100,000円 ④卵巣組織 …300,000円

②未受精卵子 …250,000円
③精子 …300,000円

がんに対する正しい知識の普及・啓発をオンライン形式で実施する。

４ 在宅ターミナルケア支援助成事業（１，５６６千円）
介護保険が適用されない世代のがん患者の在宅サービス利用料の一部助

成を実施する市町村に対し補助を行い、患者本人や家族の負担を軽減する。
【補助内容】①訪問介護 ②訪問入浴 ③福祉用具貸与 ④福祉用具購入

市町村に対し、上限54,000円を上限とし、１／２を補助する。
※本人負担１割とする。

５ がん・生殖医療ネットワーク事業（６，９6０千円）
行政やがん等診療施設と妊孕性温存療法実施医療施設における医療連

携や情報連携の推進及び患者に対する情報提供並びに意思決定支援体制
の整備と質の向上を図るとともに、妊孕性温存を希望する患者が円滑に
治療を受けられる体制を構築する。

（Ｒ７ ２８，４６６千円）

重点番号 ５－②－２１
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１-14（一部新）ふくしまおいしく減塩緊急対策事業

事業内容福島県の現状

１ ふくしま 「自然に健康」 食環境デザイン事業 44,737千円
（１）健康的な食環境づくりネットワーク強化事業

県民総ぐるみで減塩等に取り組むため、推進体制の強化を目的に、
市町村・食品関連企業・関係団体等と食環境に関する会議を開催す
る。

（２）適量＋減塩＋ベジ推進キャンペーン
関係団体等と連携した効果的な情報発信を実施する。

（３）スーパーにおける適量＋減塩＋ベジ推進事業
スーパーにおける減塩惣菜等の開発・販売、ベジ・ファーストの

実践を促す食環境整備のモデル事業を展開する。

２ 学ぶ！食べる！つながる！ふくしま食育チャレンジ
10,306千円

減塩アクションプロジェクト参画事業者との産官連携により、 子
どもと保護者等を対象に、「ちょうどよい適量」（腹八分目、かさ増
しの工夫等）、「おいしく減塩」、「野菜摂取」等の実践を促す。

３ 地域で育む「食べる力」！ふくしま食育サポート事業
8,000千円

（１）ふくしま“食の基本”推進運動
住民により近い立場にある食生活改善推進員による、地域に根ざ

した普及啓発活動や実践に向けた料理教室等を実施する。
（２）管理栄養士等派遣による栄養・食生活支援

市町村や保育所等に管理栄養士等を派遣し、ワークショップを活
用した栄養指導や食育活動の支援を行う。

75.0% (R14)→50.6%  (R3)栄養バランスのとれた食生活実践者の割合の増加

≪福島県民の健康指標の現状≫
東日本大震災以降、県民の健康指標は大きく悪化したが、現在もメタボ該当

者の割合は全国ワースト４位、急性心筋梗塞死亡率は男性が全国ワースト７
位・女性が全国ワースト８位など、高塩分摂取がリスクとなる健康指標が悪い
状態が続いている。

健康長寿の実現に向け、すでに把握している働き盛り世代の
食事量や食行動の実態から、県民の食塩の過剰摂取につながる
食生活の改善のための普及啓発等を行うなど、誰もが自然に健
康になれる食環境づくりを推進する。

≪福島県民の食行動の課題≫
令和４年度福島県食行動実態把握調査で、働き盛り世代で肥満に該当する人

の特徴で「減塩に対する行動・態度・意識が少ない」との分析結果が得られた。
■減塩に関する主な食行動
①ラーメンや麺類の汁を飲む量：全部飲む（肥満24.2％、肥満でない12.8％）
②味がついている料理にさらに醤油等をかけて食べるか：
ぜんぜんない（肥満28.2％、肥満でない38.6％）

③濃い味付けのものを好んで食べるか：
ほとんどいつも＋ときどき（肥満62.4％、肥満でない52.5％）

「誰もが自然に健康になれる持続可能な食環境」の実現に向け、
子ども（将来の生産年齢人口）から働き盛り世代までを対象とした
幅広い取組を企業・関係団体等と連携し、強力に展開する。

27.0% (R12)→39.8% (R2)男性
適正体重を維持している者の割合の増加

20.0%  (R12)→26.9%  (R2)女性

7.5g (R14)→11.1g (R6)男性
１日当たりの食塩摂取量の減少 （20歳以上）

6.5g (R14)→9.0g (R6)女性

≪「第三次健康ふくしま２１計画」の目標項目（抜粋） ≫

≪福島県民の食塩摂取量≫
令和６年国民健康・栄養調査結果では、一日当たりの摂取量が男性11.1g・

女性9.0gで国の平均値及び目標量を上回っており、男性は全国ワースト11位、
女性は全国ワースト20位である。

重点番号５－②－13
健康づくり推進課６３，０４３千円

（Ｒ７:６３，０４３千円）
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背景・目的・概要
高齢者が主体となる介護予防と相互の生活支援を可能にし、健康で豊かな生活を送ることが
できるよう老人クラブに対し市町村が行う補助事業に県が補助する。
また、老人クラブ活動を推進するための（公財）福島県老人クラブ連合会が行う事業及び
運営に必要な経費の一部を補助する。

条件（補助内容・補助先・補助率 等）
●事業１～２ 単位老人クラブ、市町村老人クラブ連合会の各種活動に対する助成
・補助の内容：
１ 単位老人クラブ助成費

各単位老人クラブの活動に対する助成
（１クラブあたり２，０００円×１２ヶ月）

２ 市町村老人クラブ連合会助成費
（１）活動促進費

各市町村老人クラブ連合会の老人クラブ活動促進事業に対する助成
（１老連あたり１２５，０００円＋５０円×会員数）

（２）健康づくり等事業
各市町村老人クラブ連合会が行う健康づくり・介護予防支援事業、地域支え合い
事業、若手高齢者組織化・活動支援事業、活動支援体制強化事業に対する助成（対
象事業に係る必要経費）

・ 補 助 先 ：各市町村（中核市を除く）
※事業の実施主体は単位老人クラブ及び各市町村老人クラブ連合会

・執行機関：各保健福祉事務所
・ 補 助 率 ：国１／３ 県１／３ 市町村１／３

●事業３ 県老人クラブ連合会助成費
・ 補助の内容：県老人クラブ連合会に活動推進員を配置し、市町村等老人クラブ連合会及び

単位老人クラブの育成指導を行う事業及び運営に必要な経費の一部を助成
・補 助 先：（公財）福島県老人クラブ連合会
・補 助 率：２／３（国１／３、県１／３）

●事業４ 老人クラブ活動継続・活性化支援事業
・ 補助の内容：老人クラブ活動を活性化させる人材養成事業に対する助成
・ 補 助 先：（公財）福島県老人クラブ連合会
・ 補 助 率：１０／１０

健康づくり推進課４５，５６８千円
（Ｒ７ ４６，３８１千円）

事業イメージ事業内容

１－１５ 老人クラブ活動促進事業

重点番号５ー②ー１７

健康長寿の実現

老人クラブ活動の実施、活性化
・高齢者の社会参加（閉じこもり予防、健康維持）
・介護予防や生活援助活動の実施
・次世代の育成支援
・地域の支え合いの輪を広げる

老人クラブ
健康づくり、
生きがいづくり、
ボランティア
などの活動

市町村老人ク
ラブ連合会
活動促進、健康
づくり、介護予
防、地域支え合
い事業等の実施

県老人クラブ連合会
・市町村等老人クラブ連合会及び
単位老人クラブの育成指導
・老人クラブ活動を活性化させる
人材養成事業

国・県・市町村が
活動経費を補助

県が補助

事業１、２ 事業３、４
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〇現状・課題
■高齢化率34.2%（R7.9.15現在。全国29.4%）

■要介護・要支援認定率19.3%（R5.3月末現在。全国19.0%）

市町村における地域包括ケアシステム*¹の構築に向けた進捗状況は、
地域ごとに大きな差があり、人材やサービスといった地域資源なども異
なることから、市町村は地域包括ケアシステムを構築する上での困難さ
を認識しており*²、地域特性に応じた地域包括ケアシステムの構築がで
きるよう、継続した支援を行う必要がある。

＊¹ 高齢者が重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らし
を人生の最期まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活
支援が一体的に提供される地域での体制のこと。

＊² 令和５年度地域包括ケアシステム総論的研修会アンケート集計より

〇事業内容

１ 地域包括ケアシステム深化・推進事業（一部新）
・市町村が実施する事業のPDCAサイクル推進のための支援
・市町村が実施する体制整備や先駆的事業へ補助金を交付
・意見交換会や取組事例の水平展開による情報提供

２ 生活支援体制整備推進事業
・生活支援コーディネーターの養成研修や情報交換会を開催
・アドバイザーを派遣し、市町村への個別支援を実施

３ 在宅医療・介護連携支援センター設置促進事業
・在宅医療・介護連携推進のため、県と町村、医師会、拠点候補団体
により協議し、在宅医療・介護連携支援センターの設置を促進する。

４ 被災地「地域包括ケアシステム」構築総合支援事業
・地域包括ケアシステム構築に長けた専門家による被災地支援、ＩＣ
Ｔ活用や実証調査等に係る事業へ補助金を交付

５ 被災地「高齢者の自立支援・重度化対策事業」
・フレイル対策の住民向け啓発
・フレイルの予防実践に係る研修会及び個別支援の実施

〇事業概要

地域包括ケアシステムとは、高齢者が重度な要介護状態となっても地域で自分らしい生活を人生の最期まで続けることができるよう、医
療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地域での体制のことである。これは、介護保険の保険者である市町村が地域支援
事業の充実を図ることで、地域の課題や特性に応じて作り上げていくことが必要となるため、県としては市町村における地域包括ケアシス
テムの深化・推進に向けた取組を支援する。

１０４,２５０千円
（R７１１２,１９３千円)

重点番号５－②－８
１－１６ 地域包括ケアシステム構築支援事業 健康づくり推進課
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重点番号５－②－１２
１－１７高齢者自立支援促進事業

２,３５０千円
（R７ ７,６９７千円） 健康づくり推進課

【目的】
限られた人材や資源を効果的に活用し、高齢者が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる地域づくりを推進

するため、市町村における自立支援型地域ケア会議の充実を図り、地域課題解決に向けた取組を支援する。

・自立支援に資するケアマネジ
メント技術の向上
・介護サービス全体の質の改善
④ケアマネジメント研修
⑤専門職派遣事業

・多職種・関係者間の
連携強化

・地域資源の把握及び
再発見

②基礎研修
⑤専門職派遣事業

要介護度の改善・自立した生活の実現
（生活の質（QOL）の向上）

地域課題解決に向けた
取組推進自立支援に資する介護予防普及展開事業

【事業概要】
自立支援に資する介護予防に関する普及啓発を実施するとと

もに、市町村における自立支援型地域ケア会議の効果的な活用
を支援するため、各種研修会や専門職派遣事業を実施する。
【内容】
①自立支援型地域ケア会議運営検討会
②自立支援型地域ケア会議基礎研修
③自立支援型地域ケア会議運営アドバイザー研修
④自立支援に資するケアマネジメント研修
⑤専門職派遣事業
・自立支援型地域ケア会議運営アドバイザー派遣
・自立支援に資する介護予防の普及に向けた専門職派遣
・自立支援型地域ケア会議に係る専門職派遣調整

効果的な自立支援型地域ケア会議の定着支援
①運営検討会、②基礎研修、③アドバイザー研修

⑤専門職派遣事業

【現状と課題】
〈自立支援型地域ケア会議実施状況〉※R6年度は暫定値

自立支援型地域ケア会議は県内で展開されているが、事例選定の
負担や関係機関との調整が困難な市町村があり、開催支援が必要で
ある。また、市町村によって会議の目的認識に差があるため、効果
的な実施に向けた支援が必要である。

R6R5R4R3R2R1H30H29

5453525153532711実施市町村数

91.5%89.8%88.1%86.4%89.8%89.8%45.8%18.6%実施市町村割合

高齢者が自分らしく人生の最期まで
暮らし続けることできる地域づくり
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１-１８ 国保健康づくり推進事業
国民健康保険課

事業イメージ事業内容

１６０，２１４千円
（R7 174,293千円）

背景

重点番号５－②－２

目的

事業概要

本県は、心疾患、脳血管疾患及び糖尿病による死亡率が高く、医療費においても
これらの疾病が全体の約３割を占めていることから、共通のリスクとなる高血圧、
脂質異常、メタボリックシンドローム等の早期発見・早期対策が急務となっている。

効果的・効率的な保健事業を推進することで、国保被保険者の健康の保持増進を
促し、健康寿命の延伸と医療費の適正化を図る。

上記目的の達成のため、以下の事業の実施により市町村を支援する。

１ 保健事業の推進に向けた支援事業
（１）市町村国保保健事業等人材育成事業

保健事業に従事する市町村事務職員や保健師を対象に研修を実施する。
（２）特定健診受診率向上に向けた市町村国保支援事業

多様な媒体を用いた特定健診理解醸成に向けた広報事業を実施する。
（３）医療データ分析等市町村国保支援事業

KDB、レセプトデータ等を活用し、市町村ごとの課題の見える化を行う。
（４）保健事業推進に向けた医療専門職等人材育成事業

保健事業に従事する医療専門職等を対象に研修を実施する。
（５）生活習慣病治療中断者対策等市町村国保支援事業

生活習慣病治療中断者の傾向分析や傾向別の受診勧奨を行う。

２ 糖尿病等重症化予防市町村国保支援事業
保健福祉事務所に設置した連絡会議等を通じ、県、市町村及び医療関係者の

連携強化を図るとともに、保健指導支援員を保健福祉事務所に配置し、保健指
導に関する助言を行うなど、重症化予防に向けた実践的な支援を行う。
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１，６１９千円
（R7  1,599千円）

重点番号５－②－３
１－１９福島県認知症サポーターパワーアップ事業

高齢福祉課

事業イメージ事業内容

目的

チームオレンジとは、地域の認知症の人と家族の困りごとと認知症サ
ポーターの活動をつなげる仕組みである。
認知症サポーターとは、認知症に関する正しい知識と理解を持ち、地
域で認知症の人やその家族に対してできる範囲で手助ける人のことであ
る。
福島県の認知症サポーター数 252,913人（R6年度末時点）

１ チームオレンジ検討会議
・ 市町村に対する支援の方向性、内容を認知症ケアにかかわる専門分野
の関係者と検討を行う。
２ 市町村等職員向けチームオレンジ研修会
・ チームオレンジの整備主体となる市町村に対し、チームオレンジの理解促
進等に係る研修会を実施する。
３ オレンジコーディネーター養成研修
・ チームオレンジの立ち上げ支援などを行い、中核的な役割を担うオレンジ
コーディネーターの養成研修を実施する。
4 チームオレンジ情報交換会
・ 市町村間で取組状況や課題等の情報交換を行う。

概要

認知症サポーターの活動を推進し、認知症の人とその
家族を支援するため、全市町村でのチームオレンジ設置
及び活動促進を目指す。

チームオレンジ

本人

かかりつけ
医

地域包括支
援センター

県市町村

コーディネーター

養成研修

認知症サポーター

養成講座
ステップアップ講座

研修会

メンバー
メンバー

協力

チームメ
ンバーへ

立ち
上げ
支援

社会福祉
協議会

認知症カフェ
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重点番号５ー②ー４
１－２０ 認知症疾患医療センター運営事業

高齢福祉課５３，３４２千円
（R7 53,557千円）

事業イメージ事業内容

目的

認知症の人ができるだけ住み慣れた地域で暮らすこ
とができるようにするため、認知症疾患に関する鑑別
診断、認知症の行動・心理症状と身体合併症の急性期
治療、専門医療相談等を実施するとともに、地域の保
健医療・介護関係者への研修等を行い地域連携を図る、
『認知症疾患医療センター』を運営する。

認知症の早期診断・早期対応体制の一層の整備を図
るため、認知症における専門医療の提供、医療と介護
等の連携の中核機関として、認知症疾患医療センター
を指定し、運営事業を委託する。
【県内の設置数】
・基幹型 １ヵ所
・地域型 ５ヵ所
・連携型 ６ヵ所（うち新設１ヵ所） 計１２ヵ所

事業概要
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２-１ 医療従事者修学資金貸与事業
医療人材対策室３０６,７５０千円

（Ｒ７３１１,５６０千円）

事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

重点番号５－②－２６

多様化、高度化する保健医療に対応するため、医療従事者（理学療法士、
作業療法士、診療放射線技師、歯科衛生士、臨床検査技師、言語聴覚士、
看護職員）の確保が必要となっている。
これらの医療職種として将来、県内の医療機関等で勤務しようとする者
に対して修学資金を貸与することにより、医療従事者の安定的な育成と確
保及び県内定着促進を図る。

○理学療法士等修学資金貸与事業
・貸与月額 50,000円（課程不問）
・入学金 300,000円（上限）
・返還免除 県内の対象施設において、理学療法士等として修学資金

の貸与を受けた期間の1.5倍の期間（最低３年間）業務に
従事した場合、修学資金の返還を免除する。

○看護師等修学資金貸与事業
・貸与月額
【保健師、助産師、看護師】国公立 39,000円、民間立 56,000円
【准看護師】国公立 19,000円、民間立 32,000円
※ 南相馬市及び双葉郡内の病院又は診療所に就業する意思のある
学生については、月額30,000円を加算。

・返還免除 県内の対象施設において、看護師等として修学資金
の貸与を受けた期間の1.5倍の期間（最低３年間）業務に
従事した場合、修学資金の返還を免除する。

県内の病院等の
対象施設で
一定期間勤務

医療従事者の安定的な
確保・県内定着

修学資金の貸与により
医療従事者を志す学生

を支援
在学

県内
勤務

県内
定着

被貸与者

修学資金の返還を免除

県内の医療従事者数
増加

福島県

-20-



２-２ （一部新）医師確保修学資金貸与事業
医療人材対策室９７４，０１１千円

（R7 832,254千円）

事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

≪背景≫ 本県の深刻な医師不足。
（人口10万人対医師数 238.8人（全国中40位 全国平均267.4人））※R6時点

≪目的≫ 県内における医師確保。
≪概要≫ 医学部に在籍する者であって、将来県内の公的医療機関等に医師として勤務

しようとする者や、県外医師で特定診療科（産科、小児科、麻酔科、救急科、
総合診療科）に勤務する者等に対し、修学や研修に必要な資金を貸与すること
により、医師の確保と県内定着を図る。

≪対象者≫
１ へき地医療等医師確保修学資金：全国の医学部在学者（福島県立医科大学を除く）
２ 地域医療医師確保修学資金：帝京大学医学部在学者
３ 緊急医師確保修学資金：福島県立医科大学医学部在学者
４ 医師研修・修学資金貸与事業：(1)県外特定診療科医師

(2)県内臨床研修医及び後期研修医
(3)自治医科大学卒業医師

５ 特定診療科医師確保修学資金貸与事業：大学医学部生（４～６年生）
≪貸与金額≫
１ へき地：235千円/月 入学金1,000千円 特定診療科加算115千円/月
２ 地 域：235千円/月 入学金1,000千円 特定診療科加算115千円/月
３ 緊 急：150千円/月 入学金282千円(846千円) 特定診療科加算200千円/月
４ 研修等資金：(1)：2,000千円(3,000千円)

(2)：200千円/月
(3)：1,000千円

５ 特定診療科：200千円/月

福島県

研修等資金

県内の医師数増

卒後
県内で就労

・県外特定診療科医師
・県内臨床研修医及び後期研修医
・自治医科大学卒業医師

・全国の医学部生【へき地等】
・帝京大学生【地域】
・福島県立医科大学生【緊急】

修
学
資
金

医
師

医
学
部
生

医
学
部
生

医
学
部
生

県内で就労

学生への説明会や面談で
疑問や不安を解消
（修学資金修学生支援事業）

義務を果たした医師への
感謝書簡文授与・交流会
の開催
（修学資金被貸与医師等定着
促進事業）

県内への医師定着

重点番号５－②－２３
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２-３ 地域医療支援センター運営事業
医療人材対策室８７，３７２千円

（R7 89,998千円）

事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

≪背景≫
・本県の医師不足は、へき地のみならず、都市部においても深刻化して
きており、加えて東日本大震災及び原子力災害により、地域や診療科に
おける医師の偏在や病院勤務医の不足は一層顕著となってきている。

≪目的≫
・県と県立医大の連携を強化し、県内の医師確保対策を一層推進するた
め、「福島県地域医療支援センター」を設置し、県内の医師不足や地域
偏在の解消を図る。

≪概要≫
・医師不足病院の医師確保支援、医師のキャリア形成支援等を一体的に
行い、県内の医師不足や地域偏在を解消するため、県立医科大学内に
「福島県地域医療支援センター」を設置し、現場主義の観点から課題
解決に即座に取り組む。

≪参考≫
設置年月日：平成２３年１２月２２日
設置場所：公立大学法人福島県立医科大学
組 織：医師派遣調整監（センター長）１名

副センター長 ３名（内１名専任コーディネーター兼務）
専従職員 ８名

福島県
連携

県内の医師不足や地域偏在の解消

●医師不足状況等の把握・分析と対応策の企画等
○ 医師不足、医師の地域偏在、診療科の現状等の把握、分析
等を行い、対応策を企画

○ 県立医大と連携し医師確保対策について推進

●医師不足病院の医師確保支援
○ 医療機関や市町村からの要請に応じた県立医大からの医師
派遣調整

●医師のキャリア形成支援と県内定着促進
○ 修学資金貸与医師の県内定着促進に向けた取組

●情報発信と相談への対応
○ 県内の医療事情や医師確保等の取組について情報発信
○ 県内外の医師、医学生、高校生等からの各種相談への対応
○ 医師定住促進のためのガイドブック作成

県立医大

重点番号１－①－８
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２-４ ふくしま医療人材確保事業
医療人材対策室

事業イメージ事業内容

１,６５３,７６９千円
（R7 1,618,283千円）

背景・目的・概要

≪背景≫
・本県は、従来からの医療従事者の不足や地域偏在に
加え、東日本大震災及び原子力災害の影響による医
療従事者の県外への流出などにより、県内各地域に
おいて医療の確保が厳しい状況。

≪目的≫
・東日本大震災及び原子力災害による離職等により不
足している医師等医療従事者の確保を図り、県内の
医療提供体制の回復及び復興につなげる。

≪概要≫
・医療従事者の県内定着促進と人材育成により、浜通
り地域を中心とした県内の医療提供体制の回復及び
復興を図る。

【浜通り地区への緊急対策】

・医療人材確保緊急支援事業

人材確保、就業環境改善の活動経費を

補助

・被災地域医療寄附講座支援事業

県立医大寄附講座から浜通り医療機関

に派遣される常勤医師の人件費を補助

・双葉地域等公立診療所支援教員増員事

業

派遣される非常勤医師の人件費を補助

・地域医療等支援教員増員事業

相双地域の病院等に派遣される非常勤

医師の人件費を補助

・被災地域医療支援事業

国立病院機構災害医療センターが行う

活動経費を補助

・浜通り医療提供体制強化事業

医療機関が県外医療従事者を雇用した

場合の人件費等を補助

【全県的な医師確保対策】

・過疎地域等医師研修事業

人材育成や診察能力の向上を図る研

修を委託

・県外医師招へい事業

県立医大を拠点とした県外からの医

師の招へいを委託

・寄附講座設置支援事業

県外大学の医学部に寄附講座を設置

する市町村等への補助

・臨床研究イノベーションセンター医

師派遣事業

医療機関への診療支援と臨床研究を

行う若手医師の招へいを補助

・地域医療支援教員強化事業

公的医療機関等に派遣される医師の

人件費を補助

被災地域をはじめとする県内各地域の医療提供体制の復興へ

重点番号５－②－２４
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２-５ 復興を担う看護職人材育成支援事業
医療人材対策室２２０,７５６千円

（R7 226,639千円）

事業イメージ事業内容

重点番号 ○― ○―○

背景・目的・概要
≪背景≫
〇東日本大震災及び原子力災害の影響により、
看護職員が大きく減少した。特に浜通り地方
においては、人材の確保がより困難な状況で
あり、重点的な支援が必要である。

≪目的≫
〇看護職員の定着策及び資質の向上を通じて、
全県的な底上げを図るとともに、浜通り地方
の医療機関等に係る集中的な人員確保支援を
通じ、全県域における地域医療提供体制の復
興を図る。

≪概要≫
〇浜通り地域の医療機関等に対する人材確保経
費の支援

〇認定看護師等の養成、実践能力の向上

①浜通り看護職員確保支援事業
・浜通りの医療機関が実施する看護職員の定着のため
の事業経費を補助
※各種研修、勤務環境改善コンサル支援、子育て支
援等

②看護職員ふるさと就職促進事業
・南相馬市、双葉郡の医療機関が実施する看護職員の
確保のための事業経費を補助。
※赴任経費や住居経費支援、看護職員への一時金支
給等

③相双地域看護職等就業促進支援事業
・相双地域の市町村が取り組む看護職員確保のための
イベント等の経費を補助

④専門看護人材養成・派遣事業
医療機関における看護力向上支援事業

・認定看護師の養成に関する経費補助、県内医療機関
の看護実践能力を高めるため、認定看護師等を派遣
し、専門的知識・技術を提供する研修等を委託。

看護職員の定着･質の向上等を通じた全県的な看
護人材の底上げ

重点番号１－①－９
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２-６ “医療の仕事”魅力発信事業
医療人材対策室３,４８０千円

（Ｒ７２,１５５千円）

事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

重点番号５－②－２７

≪背景≫
本県の医療機関等に勤務する医療従事者の人数は、多くの職種におい

て、全国平均を下回る状況が続いており、加えて、従事者の地域偏在が
ある。
≪目的≫
長期的な視野に立ち、“将来世代”の医療人材を“安定的かつ着実”に増加

させる。
≪概要≫
・小学生、中学生を対象とし、医療職種の概要や働き方の理解を促進す
るとともに、将来の職業選択へのきっかけや進学先決定に際して、有効
な情報を提供する。
・医療関係団体が実施する各職種の理解促進、普及啓発活動を支援する。

≪事業の内容≫
①小・中学生医療体験学習等開催事業
・医療職種を紹介するコンテンツによる情報発信
オンラインを通じて、医療職種について学習できるコンテンツを公
開する。

・医療体験セミナー
小学生及び中学生を対象に医療関係職種（理学療法士等）に関する
体験学習を実施する。

②理学療法士等医療従事者確保推進事業
医療関係団体が各職種の理解を含め、本県の医療人材の確保につな
がるイベントを実施するための経費等を補助する。

小・中学生への医療職種に関する理解促進、動機付け

小・中学生医療体験学習等開催事業
（医療職種紹介コンテンツ・医療体験セミナー)

本県の将来を担う医療人材の確保

県・職能団体等が
協力して事業実施

理学療法士等医療従事者確保推進事業
（各職種に関する普及啓発等）
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事業イメージ基本的な事項

背景・目的

取組の方向性

良質かつ適切な医療を提供する体制を構築するためには、医師等の
不足や偏在の解消、医療機関の勤務環境の改善、チーム医療の推進、
看護職員の確保、質の高い医療従事者の育成等に取り組む必要がある。

現状・課題

○医療従事者の不足及び偏在の解消
○医療従事者の離職を防止
○地域医療を支える人材の育成
○医療従事者の養成における教育水準の向上

○地域医療を支える医療従事者の確保
○医療従事者の離職防止、定着に向けた勤務環境の改善
○医療従事者の地域連携の強化、資質向上
○医療従事者の養成、基礎教育に携わる人材の育成

人材育成

本県喫緊の課題となっている医師等の不足や偏在などを解消する
ため、医療従事者の確保・養成に資する事業を実施する。

【主な事業】
◎がん診療連携拠点病院の
薬局薬剤師研修支援事業

医療人材の安定的
な確保・養成確保定着 資質向上

環境改善

【主な事業】
◎医業承継支援事業
◎歯科医療従事者の
人材確保支援事業

【主な事業】
◎小児科以外の医師等を対象とした
小児救急研修事業

【主な事業】
◎産科医等確保支援事業
◎新生児医療担当医確保
支援事業

地 域 医 療 課
医療人材対策室
薬 務 課

１０５，０２１千円
（Ｒ７ １０４，６２１千円）

重点番号５－②－２０
２－７ 地域医療介護総合確保事業（医療従事者の確保・養成）
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２-８ 病院内保育所運営費補助事業
医療人材対策室１１４，５９９千円

（R7 99,424千円）

事業イメージ事業内容
背景・目的・概要

≪背景≫
・本県の医療提供体制の維持及び向上のために必要な
医療従事者が不足し、また、確保が困難な状況とな
っている。

≪目的≫
・子育て支援等ワーク・ライフ・バランスに配慮する
ことで、病院職員の離職防止、未就業看護職員等の
再就業の促進を図る。

≪概要≫
・医療機関が行う院内保育所事業に要する運営費の一
部を補助する。

〇補助対象経費 保育士人件費、委託料
〇補助率 県2/3
〇補助先 17施設

福島県

院内保育所の設置者

補助金交付

ワーク・ライフ・バランスの充実を通じて、
医療従事者の離職防止・再就業・県内定着を促進

重点番号５－②－３２
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２-９ 看護職員離職防止・復職支援事業
医療人材対策室５７,９４０千円

（R7 55,725千円）

事業イメージ事業内容

≪背景≫
〇県内の看護職員数は震災前よりも増加しているものの、
今後も看護職員の不足が見込まれる。

≪目的≫
・看護職員の離職防止及び復職を支援するため、看護職
員の定着に向けた職場の環境づくりや再就業等を支援
することにより、県内医療機関等の看護職員の安定的
確保を図る。

≪概要≫
１ 県内への就業促進と定着化
（１）看護業務推進連絡会議
（２）新人看護職員研修事業（新人看護職員研修）
（３）新人看護職員研修事業（研修責任者等研修）
（４）外国人看護師候補者就労研修支援事業
（５）ふくしま助産師実践力向上事業

２ 看護職員の定着に向けた職場環境づくり
（１）看護職働き方改革推進事業
（２）看護補助者活用推進事業

３ 潜在看護職等の再就業促進･非常時の応援人材確保
（１）潜在看護師等再就業促進・緊急時確保事業

1 看護業務推進連絡会議
専門研修や再就業支援研修会の企画、雇用の質の確保に関する

検討を行う。

2 潜在看護師等再就業促進・緊急時確保事業
潜在看護師等の再就業促進や非常時における応援看護師等の確

保のため、ナースバンク登録者を活用した潜在看護師等の情報整
理、人材育成等を行う。

3 新人看護研修事業（新人看護職員研修）
新人看護職員研修ガイドラインに沿った研修を行う病院等に対

し、研修経費を補助する。また、中小病院等の新人看護職員を対
象とした研修を委託実施する。

4 新人看護職員研修事業（研修責任者等研修）
看護職員教育担当者等（研修責任者･教育担当者･実地指導者）

を対象とした研修を行う。

5 外国人看護師候補者就労研修支援事業
日本語能力の修得、受入施設の研修体制の充実に必要な経費を

補助する。

6 看護職働き方改革推進事業
医療機関における勤務環境改善の促進のため、研修会等を開催

する。

7 看護補助者活用推進事業
看護管理者等を対象とした看護補助者の導入啓発に係る研修実

施する。

8 ふくしま助産師実践力向上事業
助産師を対象に分娩介助等の実務経験や必要な知識・技術の習

得・向上のための研修会を実施する。

看護職員の勤務環境改善・県内定着

福島県 連携 医療機関
看護協会

重点番号５－②－３１
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２-10 看護師等養成所運営費補助事業
医療人材対策室２８７，１８８千円

（R7 266,096千円）

事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

≪背景≫
・看護職員（保健師/助産師/看護師/准看護師）の全県
的な不足に加え、少子化の影響により看護師等養成所
の入学者数が減少している。

≪目的≫
・人材不足の解消に向けて、継続的に看護職員の養成
・確保していくため、養成所の安定的な運営を支援
する。

≪概要≫
・学生定員数等に応じ、養成所の運営費を補助する。

福島県

看護師等養成所（県内１３施設）

県内各地の医療機関等へ輩出

補助金交付

重点番号５－②－３０

-29-



医療人材対策室

事業イメージ事業内容

目的・概要

ﾅｰｽｾﾝﾀｰ：郡山本所

≪目的≫
・看護師等の確保を図るため、ナースセンターにおいて、就業相談業務
や職業紹介業務等を行う。

≪概要≫
１ ナースバンク事業
・就職先を探している看護職と雇用したいと考えている施設をそれぞ
れ登録し、無料で職業紹介を実施するため、ナースセンター（郡山
本所）を設置する。

２ 看護師等求人開拓・マッチング事業
・ハローワークと連携して巡回相談会等を実施して、看護師等に対し
ナースバンクへの登録を促進するとともに、求人求職のマッチング
を行う。
・看護補助者の確保と定着促進
病院等における看護補助者の定着が困難となっていることから、看
護補助者を養成し就業支援を行う。

３ ナースセンター機能強化事業
・看護職員が離職した際の届出制度を活用し看護職の潜在化を防ぎ、
求職者だけでなく、一定期間、就業を希望しない看護職に対して能
動的な支援を行う。

連携

・看護職の就業が促進され、看護職の確保につながる。
また、離職届出制度を活用して看護職の潜在化防止が図られる。

目標・効果

対象者・対象行為

≪対象者≫
・就職先を探している看護職、離職した看護職免許取得者、看護学生

≪対象行為≫
・無料職業紹介、巡回相談会実施、離職届出者への就業支援

会津サテライト

いわきサテライト

ハローワーク
福島・郡山・いわき

会津若松

求職者

県

離職した
看護職免許
取得者

求人
施設

※マッチング
支援

※求人・求職情報等の共有
巡回相談会の実施

※離職届出制度を
活用した能動的支援

※離職した看護職免許取得者の潜在化を防止

委託

重点番号５－②－２８
２-１１ ナースセンタ－事業

５４，５９０千円
（Ｒ７ ５４，６３７,千円）
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２-１２ 看護教員・実習指導者養成講習会
医療人材対策室２６，６２９千円

（R7 13,630千円）

事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

≪背 景≫
〇看護師等養成所の実習施設には、担当する領域について相当の学識経験を有し、かつ、
実習指導者講習会を修了した実習指導者を置くこととされているが、病院では職員の
配置転換も多く、継続して実習指導者を養成する必要がある。

〇看護師等養成所の専任教員は、看護教員養成講習会を修了することが要件となってい
るが、県内には22課程の看護師等養成所があり、計画的に専任教員を養成していく必
要がある。

≪目 的≫
〇学生指導に携わる養成所及び病院の看護職員を対象に、必要な知識や技術を修得させ
る。

≪概 要≫
１ 実習指導者養成講習会を開催

委託先 福島県看護協会
実施期間 約４か月
定員 ５０名×１回

２ 看護教員養成講習会を開催 ※前回開催：R4年度
委託先 福島県看護協会
実施期間 約７か月
定員 ３０名

重点番号５－②－２９

講習会修了者が研修で修得した知識や技術を活かした看護基礎教育
を行うことで、質の高い看護職員が養成され、県民が良質な看護を受
けることができる。

看護師等養成所の教育体制の充実

実習指導者の養成

●看護師等養成所の実習施設において
学生指導に関わる実習指導者

●看護基礎教育に従事する者

福島県

福島県看護協会

研修業務委託

実習指導者講習会開催 教員養成講習会開催

看護教員の養成
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２-１３ （一部新）看護教育体制強化支援事業
医療人材対策室３６，１６５千円

（R７ 32,454千円）

事業イメージ事業内容
背景・目的・概要

条件（対象者・補助率等） 県

補助
看護師等養成所等
看護学校協議会

≪背景≫ 看護職を目指す学生の確保及び高度化する医療に対
応できる臨床実践能力の高い看護師を養成する。

≪目的≫ 看護職への普及啓発及び看護基礎教育の充実を図る。
≪概要≫

１ 看護師養成所教育体制支援事業
実習施設で学生の指導に当たる実習指導教員の配置を支
援する。 （１施設最大２名まで）

２ 看護教育・研究支援事業
看護学生の研究発表、看護教育研究に要する経費を支援
する。

３ 看護師養成支援事業
看護師等養成所への入学を促進するために実施する事業
に要する経費を支援する。

1 実習指導教員の配置を支援し、学生が質の高い指導を受
けるための実習環境の充実を図る。

2 研修・公開授業等の取組を通して、教員の教授力向上に
より資質の高い看護職の養成を図る。

3 学生や社会人が看護師等の資格取得の方法や県内養成施
設について理解を深め、看護職を目指す学生を確保する。

目標・効果

≪対象者≫ １ 実習指導教員を配置する県内の看護師等学
校養成所

２ 一般社団法人福島県看護学校協議会
３

≪補助率≫ １ １０/１０以内（基準額２，２１１千円）
２ １０/１０以内（基準額１，５００千円）
３ １０/１０以内（基準額１，５００千円）

１ 看護師等養成所教育体制支援事業
・資質の高い看護職を養成するために、看護師等養成所が実

習指導教員を雇用し、実習施設で学生の指導にあたる。
２ 看護教育・研究支援事業

・看護学生の研究発表や公開授業を行う。
・教務主任を対象とした研修会を開催する。
・専任教員を対象とした学外短期研修会を開催する。

重点番号 ６－①－１９

３ （新）看護師等養成支援事業

・看護師等養成所の入学者を増やすために実施するイベント
等を開催
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２-１４ 若者の県内定着のための看護の魅力発信事業
医療人材対策室

事業イメージ事業内容

８０,１５２千円
（R7 87,320千円）

重点番号 ○― ○―○

背景・目的・概要

≪背景≫
〇県内看護職員数は、需
要に対して、一定の数は
確保できているものの、
看護師等養成所の入学者
数は人口減少の影響等で
減少しており、若年層の
獲得が重要な課題となっ
ている。

≪目的≫
〇医療提供体制を支える
看護人材の確保に向け、
看護職を目指す若年層に
対して、就職に至るまで
のサポートを行う。

≪概要≫
○若年層をターゲットと
した看護の魅力を体験す
るイベントや、看護職の
キャリアスタートブック
の配布、継続的な情報発
信などにより、将来の看
護職のキャリアをイメー
ジできる機会を提供する。

重点番号７－②－１

体験

知る

学ぶ

就職

■高校生の一日看護
体験実施事業 ※２
高校生を対象に、病
院等で患者や看護職
員と接する看護体験の
機会を提供

■看護職キャリアスター
トガイドブック ※１
看護職へのなり方、魅
力を紹介するガイドブッ
クの作成

■看護師等学校養成
所進学相談会 ※１
県内看護師等養成所
の説明会を開催

■FUKU★BUSツアー ※２
看護、地域の現状が学べるバスツアーを実施

■インターンシップ支援
事業 ※２
インターンシップ開催
に際し必要な支援を行
う

■看護体験イベント開
催事業
小学生を対象に、本
県に縁がある玩具
メーカー等と連携し、
体験イベントを開催

■看護の出前講座 ※２
看護職が学校へ出向き出前講座を行う。

■看護師等学校養成所
募集リーフレット ※１
養成所一覧が記載さ
れたリーフレットを作成

大学生・看護学生高校生中学生小学生

■つながるふくしまナースライン事業
若い世代から認知されているLINEをプラットホームにし、友達登録されたユーザーのニーズに応じ、
看護に関する情報を継続的に提供

■看護学生実習受入促
進事業 ※２
実習を受け入れている
病院等が実習指導者を
養成する経費を補助

※１ 看護の魅力発信事業の小事業内事業
※２ 県内定着促進事業の小事業内事業
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医療や介護が必要な状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい
暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、患者の症状に応じ
た適切な医療を将来にわたって提供できる体制を構築する必要がある。

事業イメージ基本的な事項

背景・目的

取組の方向性

現状・課題

○切れ目のない医療提供体制の確保
○地域ごとに不足する医療機能が異なる現状
○限られた医療資源の有効活用

○病床機能の転換等に必要な施設・設備整備を推進
○地域の実状に応じ、不足する医療提供体制を確保
○医療機関相互の連携を推進（切れ目のないサービス提供）

急性期から回復期、在宅医療に至るまで、一連のサービスを地域
において総合的に確保するため、病床の機能分化・連携を推進に
資する事業を実施する。

病床機能
の転換等

入
院
医
療

高度急性期病床

急性期病床

回復期病床

慢性期病床

自宅・診療所等在
宅
医
療 急変時

将
来
的
に
必
要
な
医
療
提
供
体
制
を
実
現

県 病床の機能分化（役割分担）・連携

地域医療
構想の
推進

地域医療
構想調整
会議

医療提供
体制の
検討

医療需要
と病床数
推計

医療提供
体制の
確保

医療機関
の相互
連携

必要となる事
業を一体的に

展開

地域医療課１，０５５，５４２千円
（Ｒ７ １，０９７，３５９千円）

重点番号５－②－１８
２－１５ 地域医療介護総合確保事業（病床の機能分化・連携）
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事業内容基本的な事項

背景・目的

事業イメージ

医療・介護・介護予防・住まい・生活支援を一体的に提供していく「地域包
括ケアシステム」の構築に向けて、患者が住み慣れた自宅や地域で安心して暮
らすことができるよう、退院後の生活を支える在宅医療を推進する必要がある。

課題と対策

○在宅医療を行う従事者の不足 → 人材の確保・育成
○関係機関の連携不足 → 多職種連携の推進
○患者・家族の在宅医療に関する理解不足 → 県民への普及啓発

１福島県在宅医療・介護連携支援センター整備事業（委託：18,558千円）

２訪問診療同行研修事業（委託：20,000千円）

①関係機関の連携支援・相談対応
多職種連携を推進するためのコーディネーター（医療有資格者）を配置

②研修会等の開催
関係機関や市町村を対象とした研修会の開催、県民への普及啓発

③各支部の在宅医療・介護連携支援センターに対する支援
課題検討・好事例の水平展開のための合同会議の開催、外部研修受講費用助成に
よる相談員の育成、調査研究や周辺市町村の支援を行うスタッフ配置に係る助成

④地域包括ケアシステム推進協議会の運営
関係機関による課題・対応策の検討

①導入研修会の開催
新たに在宅医療を開始する医師等を対象に、座学及び現場研修を各方部で実施

②アドバイザー派遣
研修会に参加できない方を対象に講師を派遣し、個別研修・相談を実施

◎ 県内の在宅医療・介護連携を推進するための拠点を設置し、医療・介護の一体
的なサービス提供体制を構築する

福島県在宅医療・
介護連携支援ｾﾝﾀｰ
整備事業
（県医師会）

訪問診療同行
研修事業

介護ｻｰﾋﾞｽ
事業所

新たに在宅医療を
開始する医師等

市町村

かかりつけ医

在宅療養後方支援病院

県

地域の在宅医療・
介護連携支援ｾﾝﾀｰ
（郡市医師会）

地域包括
支援ｾﾝﾀｰ 連携

連携体制
構築支援

患者・家族

訪問看護
事業所

日常の療養支援

退院支援
急変時の対応

往診、看取り

後方支援
広域調整

連携

訪問診療
在宅療養支援診療所
在宅療養支援歯科診療所等

在宅療養支援病院
病院

かかりつけ薬局

地域医療課
薬 務 課

１９８，３７８千円
（Ｒ７ ２０２，５５１千円）

重点番号５－②－１９
２-１６ 地域医療介護総合確保事業（在宅医療の推進）

在宅医療推進事業
在宅医療基盤整備事業

◎ 在宅医療の需要増大を踏まえ、在宅医療を担う人材の確保・育成を行う
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医療人材対策室６７，２７９千円
(R7 67,018千円)

事業スキーム事業内容
がん患者を含む、医療依存度が高い在宅療養者が増加しており、在宅医療に

関わる質の高い看護師の継続的な育成が求められている。このため、がん看護
や訪問看護に従事する看護師を対象とした実践的な研修を実施するとともに、
特定行為研修を修了した看護師を育成するための受講経費の補助や研修実施体
制の強化等に取り組む。また、訪問看護をめぐる地域の様々な課題を一元的・
総合的に解決し、訪問看護提供体制の強化を図る拠点となる、訪問看護総合支
援センターを支援する。

１がん看護研修
委託先 福島県看護協会
委託内容：がん看護に携わる看護師の養成・強化のための研修会の開催、地
域毎の活動状況の報告、各地域の課題検討・取組の検討等

２ 特定行為推進事業
（１）医療機関等へ研修受講費用を補助 補助率10/10(基準額500千円/人)
（２）訪問看護ステーションへ研修受講のための代替職員賃金を補助

補助率10/10(基準額700千円/事業所)
（３）特定行為指定研修機関の連携強化を図る連絡会議の開催
（４）特定行為の更なる普及･推進のため､関係機関との総合調整･支援を担う

体制を整備
委託先：福島県立医科大学
委託内容：特定行為研修修了者の増加に向け、関係機関に対する実習受
入体制・運営の支援、指導者養成講習会の開催、特定行為研修修了者に
対するフォローアップ
委託先： 福島県看護協会
委託内容：普及啓発講習会の開催

（５）特定行為指定研修機関へ研修運営経費を補助
補助率 備品整備経費1/2、eラーニング経費10/10

３ 多職種連携推進事業
高校生や養成所等の学生を対象とした多職種連携研修等の経費補助

補助先：医療福祉関係教育施設及び関係団体
補助率 ½

4 福島県訪問看護総合支援センター事業
訪問看護をめぐる地域の様々な課題を一元的・総合的に解決し、訪問看護
提供体制の強化を図る拠点となる訪問看護総合支援センターを運営する。

委託先 福島県看護協会

《現状・課題／事業目的》

重点番号 ５－②－２５
２-１７ 在宅ケア推進事業

事業成果

がん看護･訪問看護
に関わる人材育成

〇在宅医療において求められるがん看護、訪問看護に携わる人材の育成・強化
〇特定行為研修を修了した看護師の増加による在宅医療の質向上

在宅医療に関わる質の高い看護師の育成
地域包括ケアの充実

県看護協会

福島県

運営
支援

○がん看護に関する研修,各地域毎の交流等

連携訪問看護総合
支援センター

委託

ナース
センター

県内の訪問
看護事業所

・県訪問看護
連絡協議会

・医療関係団体
・看護師養成所等

○制度周知のための講習会

研修受講

医療機関等
(病院、施設、
訪問看護ＳＴ等)

○実習受入体制・運営の支援
○指導者に対する研修会 支援等

県立医大

連携
星総合病院
太田西ノ内病院

特定行為指定研修機関

運営経費

補助

特定行為推進
総合調整･支援業務

委託

研修受講
経費

福島県
補助

県看護協会

特定行為の推進
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２-１８ 地域医療情報ネットワーク活用強化支援事業
地域医療課５１，０４０千円

（R7 18,000千円）

事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

事業内容

より質の高い医療やケアを効能的に提供する体制を構築するため、病院・診療所・薬
局・介護施設等が相互に繋がるネットワークかつ医療と介護が繋がるネットワークが重
要である。本事業では、医療機関などの間の医療福祉情報の連携を図るため、本県で運
用されている地域医療情報ネットワーク（キビタン健康ネット）の活用を支援し、県内
医療機関の切れ目ない相互ネットワークの連携構築を目指す。

① 地域医療情報ネットワーク活用強化支援事業
・補助対象事業費

一般社団法人福島県医療福祉情報ネットワーク協議会が、医療機関及び県民に対
して行うキビタン健康ネット認知理解度強化の取組にかかる経費

・補助先
一般社団法人福島県医療福祉情報ネットワーク協議会

・補助基準額
９，０００千円

・補助率
１／３

② 地域医療ネットワーク推進助成事業
・補助対象経費

地域貢献のために地域医療情報ネットワークにて診療情報の提供を行う医療機関
の情報公開用機器の整備及び更新にかかる経費

・補助先
県内の病院等

・補助基準額
（機器整備）１８，０４０千円 （機器更新）９，０００千円

・補助率
（機器整備）１／２以内 （機器更新）１／３以内

地域医療情報ネットワーク（キビタン健康ネット）の運用活用を
支援することで、医療・介護等における切れ目ない相互連携の構築
を目指す。

重点番号３-①-４
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重点番号 1－①－７
重点番号 1－①－６

２-19 双葉地域二次医療提供体制確保事業
２-20 避難地域等医療復興事業

1,745,092千円（R7：1,665,990千円）
2,992,089千円（R7：3,254,068千円） 地域医療課・薬務課

現状・課題１
○眼科や皮膚科、小児科等の診療科
及び薬局が不足。

○避難指示解除後間もない地域では特に
患者が少ないため、医療機関の経営が
診療報酬のみでは成り立たない場合が
多い。

現状・課題２
○高齢者の通院の移動手段の確保が課題。
○高齢者帰還に伴い、健康づくり、在宅
医療（服薬管理を含む）の需要が増加。

現状・課題３
○２次救急医療提供体制の確保が必要。

現状・課題４
○医療従事者等、人材が不足。

現状・課題５
○避難地域で提供できない専門医療
（透析、周産期）、
不足する救急医療を補完する
医療機能の強化が必要。避難地域

近隣地域（旧緊急時避難準備区域）

①地域で必要とされる医療の確保
・地域で必要とされる医療機関の再開を支援。
・再開・開設した医療機関、訪問看護施設等の経営を支援。
・医療機関が実施する自動車による送迎等、高齢者へ医療を提供するための取組を
支援。

②二次医療提供体制の整備
・「ふたば医療センター附属病院」の運営費、多目的医療用ヘリの運航を支援。
・県立医大に「ふたば救急総合医療センター」の運営を委託し、
ふたば医療センター附属病院の救急診療体制を支援。

①避難住民への医療提供体制の確保
・いわき市に整備された「双葉郡立診療所」の運営費、南相馬市、いわき市で開設
している休日夜間診療の運営費を支援。

②専門医療の医療提供体制を確保
・透析、周産期等、避難地域で提供できない専門医療の医療提供体制の強化を支援。

①短・中期的な医療従事者の確保
・他地域への流出防止及び従事継続に要する経費を支援。
②長期的な医療従事者の確保
・将来、県内の医療機関等に勤務を希望し学生に対して修学資金を貸与。
（対象者には双葉郡を含む浜通りでの勤務を通し避難地域での従事者を確保）

令和８年度事業内容

１ 避難地域の医療提供体制の再構築

２ 近隣地域の医療提供体制の充実

３ 原子力災害により不足した医療従事者の確保（医療人材対策室で別予算に計上）

R8.1現在震災直後震災前医療機関

2１８病院

３１（９）３（３）６１（１７）診療所（うち、企業内診療所）

９０３２歯科診療所

5０３１薬局

４７（９）４（３）１３２（１７）合計

南相馬市

葛尾村

田村市

川内村

・双葉地域における中核的病院の建築に係る基本・実施設計等の支援。
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医療人材対策室４６,１７１千円
（R7 42,158千円）

事業イメージ事業内容

２-21 専門医養成支援事業

背景・目的・概要

≪背景・目的≫
修学資金被貸与医師等若手医師のキャリア形成と地域医療従事の両立を図る

ため、特に医師少数区域での需要が今後高まる「総合診療医」の養成を支援す
るとともに、専門医志向の高い若手医師のキャリア形成環境を拡大するため、
専門研修施設の新設を促進するもの。

≪概要≫
１ 総合診療医養成支援事業

公立大学法人福島県立医科大学が設置した「総合内科・総合診療医セン
ター」が行う医学生向けの研修会や臨床研修医向けのWebカンファランス等、
総合診療医（※）の養成にかかる経費を補助するもの。

対 象 者：公立大学法人福島県立医科大学
対象事業：総合内科・総合診療医センターが実施する総合診療医養成のための研修会等の

開催経費
補 助 率：１０／１０

２ 専門研修設備整備支援事業
福島県内の医療機関の内、新たに専門研修施設を新設するために必要な備
品購入費等の設備整備費の一部を補助するもの。

対 象 者：福島県内の医療機関
対象事業：専門研修基幹施設（基幹プログラム作成）及び専門研修基幹プログラムにおけ

る専門研修連携施設の新設に必要な備品購入費等の設備整備費
補 助 率：２／３（１医療機関あたり５，０００千円×３病院×補助率２／３）

3 専門研修プログラム支援事業
専門研修プログラムの充実を図るため、県内の医療機関が専門研修プログ
ラムの策定・改良及び情報発信を行うために必要な経費を補助するもの。

対 象 者：福島県内の専門研修基幹施設
対象事業：専門研修プログラム策定等に係る人件費、諸謝金、旅費、委託費等
補 助 率：１０／１０以内

総合診療医養成
福島県

総合診療専門医の養成推進

専門研修設備整備

地域医療提供体制の充実を図る

専門研修基幹施設新設
（基幹プログラム新設）
※基幹施設が1つのみの８領域

専門研修連携施設新設
※連携施設が各医療圏に設置されてい

ない計21領域

・新設等に必要な設備整備
・研修プログラムの策定

福島県

補助

県内医療機関

公立大学法人福島県立医科大学
（総合内科・総合診療医センター）

Faculty Development会議
（センター教員）

○年3回

研修会の開催
（医学生）

○年5回

研修医Web研修会開催
（臨床研修医等）

○年6回

県外大学情報交換会
（センター教員）

○県外6大学

補助

重点番号５－②－２２

専門研修環境の充実化
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国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある
新興感染症等の発生・まん延に平時から備えるため、医療
提供体制の整備に取り組むとともに、関係機関との連携体
制の強化や保健所・衛生研究所等の体制整備を行う。

(１)感染症に対応するための医療提供体制強化

○医療機関における施設・設備整備に対する補助
新興感染症等の発生・まん延時における医療提供に備

え、医療機関による感染症対応に必要な施設・設備整備
に対する補助を行う。

○個人防護具の備蓄
国の新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドラ

インに基づき、新型インフルエンザ等対策の実施に必要
な初動１か月分の個人防護具を備蓄する。
○抗インフルエンザウイルス薬の備蓄
新型インフルエンザ等の発生に備え、抗インフルエン

ザウイルス薬を購入・備蓄する。

○流行初期医療確保措置負担金
医療措置協定に基づき、新興感染症の発生初期段階から医療を提

供する医療機関に対して財政支援（流行初期医療確保措置）を行う
ために運用されている電子システムの保守経費を負担する。

(２) 関係機関との連携強化、感染症対応人材の育成、
保健所・衛生研究所等の体制強化

○新興感染症対策に係る連携体制の構築
感染症対策連携協議会等を通じた関係機関との連携強化

○感染症対応に係る人材育成
関係機関と連携した実践的な訓練や研修の実施

○医療機関、高齢者施設等における感染症対策への支援
医療機関や高齢者施設等に専門家を派遣し、助言や研修等を実施

○感染症検査体制等の整備
平時から検査や検体搬送等の業務実施体制を整備

感染症対策課重点番号 3-④ｰ10

２－２２ 感染症危機管理体制強化事業
２８３，７２３千円
（R7 189,764千円）

背景・目的

事業内容

事業の概要

事業イメージ

◇ 福島県感染症予防計画（令和6年3月改定）

◇ 福島県新型インフルエンザ等対策行動計画
（令和7年3月改定）

・新たな感染症危機に備えた体制の充実・強化
・予防計画・行動計画の実効性確保

医療提供体制の強化、関係機関との連携体制の強化、
感染症対応に係る人材育成、保健所・衛生研究所等の
体制整備

補助率対象施設・設備

国 1/3
県 1/3
事業者 1/3

○新興感染症の患者を受け入れる
ための個室の整備

国 1/2

県 1/2

○個人防護具保管施設
○多床室を個室化するためなどの
可動式パーテーション

○病棟のゾーニングのための改修
○人工呼吸器、簡易陰圧装置など
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２-２３ 感染症専門人材養成等事業 医療人材対策室４２,２９１千円
（R7 46,829千円）

事業スキーム事業内容

≪現状・課題≫
〇 新型コロナウイルス感染症により、医療機関等では感染者への対応や、院内感染
対策等、これまでに経験したことがない対応を求められた。
○ 様々な感染症リスクへの対応の要として、専門的な知識･技術を有する感染管理
認定看護師の養成・確保が求められている。

≪概 要≫
令和５年９月に開講した県内感染管理認定看護師養成課程の運営や、受講に必要
な経費を支援する。

１感染症専門人材養成支援事業
感染管理認定看護師の資格取得を促進するため、医療機関

等に対し、受講に必要な経費を補助する。

２感染症専門人材派遣事業
中小の医療機関等に感染管理認定看護師を派遣し、専門的
知識・技術の提供や院内における実践等を支援する。

３感染症専門人材養成課程運営費補助事業
県内養成課程の運営に必要な経費を補助する。
補助対象者：（公財）星総合病院

専門人材の迅速な
養成・確保

効果

現場における
実践能力の向上

効果

専門人材の継続的な
養成･確保

効果

重点番号３－④－９

福島県

運営を支援 受講を支援

感染管理認定看護師
教育課程

※運営主体 (公財)星総合病院

○定員：15名
○受講期間：9月～翌 8月
○認定試験：翌 10月
○受講料等：1,200千円

県内医療機関

感染管理認定看護師が
いない医療機関等

受講

（資格取得後）
感染管理認定看護師を派遣
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２-２４ 献血推進事業
薬務課９６８千円

（R7 930千円）

事業内容 事業イメージ

背景・目的・概要

重点番号 ５－②－３３

≪背景≫
・輸血に必要な血液は手術などの治療に欠かせないものである。一方、医療技術
や科学技術の目覚ましい進歩にある現在においても、血液を造ることは未だ不
可能であり、献血により血液を確保する必要がある。

・少子高齢化（高齢化と若年層の減少）の進行により、今後、ますます血液需要
の増加と献血協力者の減少が見込まれ、将来的な血液不足が懸念されている。

・そのような背景から、将来の献血を担う若年層対策は血液確保における最重要
課題の一つとしてあげられている。

・中学生は献血に直接協力できない年齢ではあるものの、若い頃から、献血に対
する考え方や必要性を教育することは非常に重要であるため、中学生を対象と
した事業を展開するものである。

≪目的≫
・将来の献血の担い手である県内の中学生を対象に、献血推進をテーマとした
コンクールを実施し、人間尊重と相互扶助の精神を基本理念とした献血意識の
普及啓発を図る。

≪概要≫
・福島県内の中学校又は特別支援学校中等部等に籍を置く中学生を対象に、献血
思想の普及啓発に関するポスター作品の応募を募り、集まった応募作品の中か
ら審査会を経て、最優秀作品（１点）、優秀作品（２点）、入選（８点以内）、
学校賞（２校）を選出し、表彰式において受賞者を表彰する。

・最優秀作品及び優秀作品に選ばれた作品については、各中学校等に配布する
ポスター（献血啓発資材）として活用する。

（参考）

令和６年度受賞作品ポスター

ジュニア献血ポスターコンクールフローチャート

応募作品 審査会 最優秀作品等、受賞作品決定 表彰式

※私学法人課及び私立
中学校にも通知
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◆ふくしま結婚・子育て応援センター ◆

◆市町村 ◆

◆民間企業・団体等◆

事業内容 背景・目的・事業の課題・概要

本県の令和6年合計特殊出生率は1.15であり、令和5年までは全国平均をわずかに上回っ
ていたものの全国平均と同水準に低下した。未婚率の上昇や晩婚化の進行に伴う出生数の
減少等により、県人口が減少し、活力が失われかねない状況にある。令和6年の出生数は
8,216人と平成 25年以降11年連続で減少している。また、婚姻件数においても5,495組
と減少し9年連続の減少、出生数とともに過去最低の数値となっている。

【事業の概要と今後の取組】
１ ふくしまえんむすび事業
「はぴ福なび」の若者会員を増やすため、39歳以下の登録料を無料とし、

紙媒体やマスメディアではなく、若者に合ったSNS中心での広報に切り替える。
地域資源等を効果的に活かした市町村との合同婚活イベントを継続する。

２ ふくしま育パパ事業
プレパパ、子育て中の男性を対象に家事・育児の啓発を行う育パパセミ

ナーを開催する。

３ 市町村えんむすび応援事業
国の地域少子化対策重点推進交付金を活用し、市町村が独自に実施する少

子化対策を支援する。協議会を開催し、交付金の活用により事業の実施と、
特に自治体間連携の取組を促進する。

４ 結婚新生活応援事業
新規に婚姻した世帯（世帯所得500万円未満）に対し、新生活費用（新居の

家賃、引越費用等）を支援する市町村に対して補助する。県との連携コースの
実施により、市町村の財政負担軽減を図り、拡大に向けての働きかけを行う。

５ 民間企業等と連携した若者の出会い応援事業
民間企業等と連携し若者の出会いを創出するため以下の取組を実施する。

①ふくしま出会いの場創出事業（補助金）
企業や青年会議所等が自ら開催する出会いの場創出に資する取組への補助

②企業間連携出会い創出事業
参加企業の意向を踏まえた婚活イベントの開催（民間事業者へ委託）

③ふくしまで働く若者等交流促進事業
参加者が気軽に参加できる交流イベントの開催（民間事業者へ委託）

６ ふくしま恋活ステップアップ事業
若い独身者をターゲットとした交流と婚活の中間の「恋活」イベントを実施

するほか、イベント参加者の恋愛力向上を目的としたセミナーを開催する。

３ 市町村えんむすび応援事業
４ 結婚新生活応援事業

事業イメージ

◆合計特殊出生率 2024年１．１５
（前年比▲0.06）

県人口が減少し、活力が失われかねない状況
◆県人口2040年に150万人程度を維持
する目標を掲げている。

（福島県人口ビジョン）
県民の希望出生率 2040年１．５１
を達成することを目指す

◆未婚率の上昇
◆晩婚化の進行

【背景】

【目的】
結婚を望む人を支援するため、「出会いの機会の

提供」や「結婚に対する経済的支援」を行う。

１ ふくしまえんむすび事業
・ふくしま結婚・子育て応援センターの運営
・結婚マッチングシステム「はぴ福なび」の運営
・「世話やき人」制度の運用
・婚活イベント・セミナーの開催
・市町村、ふくしま結婚応援サポーター企業との連携
２ ふくしま育パパ事業

妊娠

子育て

出産

結婚

６ ふくしま恋活ステップアップ事業

５ 民間企業等の若手社員の交流推進事業

３-１ （一部新）オールふくしま出会い・結婚応援事業
４５８,５９２千円
（R７ 422,765千円）

重点番号５－①－３
こども・青少年政策課
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事業イメージ事業内容
背景・目的

概要

近年、産科医師不足や分娩取扱医療機関の減少に
伴い、安心して子供を生み、育てやすい環境の確保
が課題となっている。
そのため、妊娠、出産から新生児に至る総合的な

周産期医療体制を確保することで「安心して子供を
生み、育てやすい環境づくり」を推進する。

周産期医療従事者に対する研修等の実施や、総合
周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療セ
ンター等に位置づけられている医療機関に対する運
営費の一部を補助する。

（１）周産期医療研修会の実施
（２）周産期医療協議会・専門部会の実施
（３）周産期母子医療センター等への運営費の補助

・補助対象病床：MFICU、NICU、GCU
・補助率 1/3
（総合周産期母子医療センターは2/3）

事業の実施

県
（
福
島
県
周
産
期
医
療
シ
ス
テ
ム
整
備
事
業
）

ハイリスクな母体等の受け入れ
高度な周産期医療の提供
周産期医療施設との連携
周産期医療に関する研修の実施
周産期医療に関する情報センターの機能

総合周産期母子医療センター

公立大学法人福島県立医科大学附属病院

比較的高度な周産期医療の提供
地域の周産期医療関連施設との連携・連絡調整

地域周産期母子医療センター

一般財団法人大原記念財団大原綜合病院
一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院
一般財団法人竹田健康財団竹田綜合病院
いわき市医療センター

周産期母子医療センター以外の施設で、ハイリ
スク妊娠、新生児の治療管理を行う

周産期医療協力施設

公益財団法人星総合病院
公益財団法人湯浅報恩会寿泉堂綜合病院
公立岩瀬病院
福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院
公立相馬総合病院
南相馬市立病院

国
（
医
療
提
供
体
制
推
進
事
業
補
助
金
）

地域医療課１６９，４７５千円
（Ｒ7 178,367千円）３－２ 福島県周産期医療システム整備事業

重点番号 ２－①－２
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３-３ ふくしま子ども・女性医療支援センター運営事業
医療人材対策室１５１，７８７千円

（R7 151,787千円）

事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

≪背景≫
・本県の産科医、小児科医の絶対数が不足している中で、周産期医療
従事者の労働環境も過重となるなど、本県の周産期医療は緊急の対策
が求められている。

≪目的≫
・県立医科大学に委託して「ふくしま子ども・女性医療支援センター」
を設置し、全国でも質の高い周産期医療を担う医師等を養成し、県民が
安心して子どもを産み育てることができる環境を整備する。

≪概要≫
・県内の周産期医療機関への医療支援や、県外からの周産期医療を担う
医師の招へい、専門診療や研究の指導・スキルアップのための研修会等
による医師の養成などを図る。

福島県 県立医大
事業委託

〇地域医療支援
県内拠点病院に対し、医師派遣を通じて診療、支援を行うことで、
県内の子ども・女性医療水準の向上を図る。

〇県外の医師の招へい
産婦人科や小児科の医師を県立医大や県内医療機関へ招へいする。

〇医師の養成
県立医大小児科学講座・産科婦人科学講座と連携し、子どもと女
性の医療に携わる医師を養成する。

〇スキルアップのための研修会・講習会
研修医や医療現場で従事している若手医師等を対象とした子ども
と女性の医療に関するスキルアップのための講習会を行う。

〇周産期医療広報・啓発
全国学会等にてのブース設営や市民公開講座を開催する。

重点番号５－①－２
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３-４ 初期救急医療体制整備事業
地域医療課３,８５２千円

（R7 3,852千円）

事業イメージ事業内容

背景・目的

概要

休日または夜間における軽傷の救急患者の医療提供体制を確保する
ため。

休日夜間急患センターを設置し、かつ小児科を標榜する医師を毎
夜間配置する市町村に補助金を交付する。

・補助対象事業費
運営に必要な職員諸手当等

・補助基準額
２１，０００円×診療日数

・補助率
１／４

・補助先
福島市、郡山市

事業の実施

国
（医療提供体制推進事業費補助金）

県
（小児初期救急医療推進事業）

福島市、郡山市

休日夜間急患センター

支
援

支
援

小児科医

重点番号２－①－１
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事業の目的
県内の診療体制の強化や遠方の医療機関への交通費助成による治療の受け皿の確保に加え、治療費助成や相談支援等による治療に係る経済的・精神的な負担の軽減、

検査費助成や若い世代への啓発による将来的な治療の負担軽減、企業等に対する普及啓発による治療と仕事の両立支援等の取組により、不妊治療を受けたい人が、希
望する治療を安心して受けることができる環境の実現を目指す。

県

事業の概要

企業等医療機関

不妊に悩む方

・不妊治療がどんなものか分からない
・従業員にどんな配慮をしたらよい？

・保険適用で患者の受入数が減少

・保険適用で治療の選択肢が制限された

・誰かに相談したい

・仕事との両立が大変

・治療を受けたいけど医療機関が少ない

・より高度な治療を受けたい

・高度不妊治療を実施する医療機関数の減少

職場の理解
休暇制度等の充実医療の提供

①生殖医療センターのスタッフ確保、育成（拡充） ②遠方への通院に係る交通費助成

⑤保険適用外となる不妊治療への助成金

③不妊症検査への助成 ④プレコンセプションケアの推進（別事業）

⑦不妊専門相談センターの設置

⑧不妊症・不育症ネットワーク協議会

⑨企業向けセミナーの開催

⑩企業向け奨励金（雇用労政課）

・もっと早く不妊について知りたかった

・通院してる病院以外の意見が聞きたい

不妊治療を
総合的に
サポート

○不妊治療を受けられる機会を守る

○希望した治療が受けられる

○早い気づきによる治療の負担軽減

○安心して治療を受けられる・続けられる

不妊に悩む方、不妊治療を行う医療機関及び治療を受けながら働く従業員のいる企業等に対して以下の①～⑨を実施し、不妊治療を受けたい方が、安心して希望す
る治療を受けられる環境づくりを推進する。

⑥先進医療導入のための機器購入

重点番号５ー①ー１４

３ー５ 不妊治療支援総合対策事業
２６３,０２０千円
（Ｒ７ 292,910千円） 子育て支援課
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妊産婦等の支援を行う以下の事業を実施する。

〇女性のミカタ健康サポートコール等事業 336千円
不妊や不育症、妊娠に関する悩み、思春期、更年期等の女性

特有の健康に関する相談への対応
〇ＨＴＬＶ－１母子感染対策事業 126千円

母子感染対策の体制整備を図る
〇妊婦連絡票等活用事業 427千円

産科医療機関等と市町村が連携し、妊産婦を早期に支援する
体制の整備

〇妊娠高血圧症候群等特別助成事業 19千円
妊娠高血圧症候群等に罹患している妊産婦に対する療養費の

支援
○リトルベビーハンドブック活用事業 321千円

低出生体重児を持つ保護者が活用できるハンドブックの作成

背景 ・ 目的

概 要

県、各保健福祉事務所

〇女性のミカタ健康サポートコール等
事業

〇ＨＴＬＶ－１母子感染対策事業

〇妊婦連絡票等活用事業

〇妊娠高血圧症候群等特別助成事業

○リトルベビーハンドブック活用事業

核家族化や地域のつながりの希薄化等により、地域
において妊産婦やその家族を支える力が求められてい
ることから、地域の特性に応じた妊娠期から子育て期
にわたる切れ目のない支援を行うための事業を実施す
る。

相談

支援

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援

市町村

医療機関
（産科・小児科・精神科）

連携

・不妊
・不育症
・妊娠に関して
・思春期に関して
・更年期に関して

３-６ 妊産婦等支援事業

重点番号５－①－１８ １,２２９千円
（R７１,143千円） 子育て支援課
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事業イメージ事業内容

県
・会議の開催
・研修会の開催
・妊婦のための支援給付への補助

市町村 こども家庭センター

市町村役場

市町村が妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支

援を行う体制を整備できるよう支援することを目的とす

る。

12,627千円
（国庫545千円）

（１）市町村等連絡調整支援事業
市町村及び関係機関が妊産婦支援に関する情報を共有で
きるよう、連絡調整会議を実施する。

（２）妊産婦等支援力向上事業
市町村がこども家庭センター設置や機能充実等に必要な
専門知識の習得を支援するため、県および保健福祉事務
所において、必要な研修を実施する。
また、市町村の抱える課題に対応できるように、保健福
祉事務所職員が研修を受講する。

（３）妊婦のための支援給付費補助事業
市町村が「妊婦のための支援給付」に必要となる経費

（事務費）の一部を補助する。

支援

支援

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援
背景・目的

概 要

３-７ 市町村妊娠出産包括支援推進事業

重点番号５－①－１９
１２,６２７千円

（Ｒ７ 36,484千円） 子育て支援課

-49-



○令和６年の県内の出生数は、8,216人であり、減少傾向が続いている。
○核家族化の進行により育児の孤立化が進む中、安心して育児をスタートできるようにするため、県・市町村が
提供している様々な子育て支援の情報を、産後早期に子育て家庭に提供する必要がある。

○出産費用については、出産一時金による直接的な支払いが行われているが、オプションについては、各医療機
関・助産所で取扱いが異なっており、本人負担が生じている状況にある。

○出産後、県から子育て支援情報を提供することで、子育てに関する各種支援策を早い段階から認識・理解して
もらい、育児の不安軽減を図る。

○未来を担う子どもの誕生を祝福するとともに、産後にゆったりと過ごしていただくことにより、本県で子育て
したいという意識醸成を図るため、医療機関や助産所の出産に関するオプションの費用（食事代やマッサージ
代等）を負担する。

〇以上の取組により、母親を含め子育て家庭が大切にされていることを実感することで、育児に対して前向きな
気持ちになっていただく。

現状と
課題

対応
方針

事業概要

産後早期に子育て支援の情報等を家族に届けることで、あたたかく応援されていることを実感でき、
前向きな気持ちで子育てをスタートできる。効果

産後早期に県から子育て支援情報を提供する。併せて、
医療機関や助産所のオプション等の費用を負担する。
○対象者：県内に住民票があり、県内の医療機関・助産所

で分娩をした方
○内 容：医療機関や助産所を通して子育て支援情報（QR

コード入り）を配付するとともに、医療機関や
助産所で実施するオプションメニューについて、
5,000円分の費用を負担する。

○実施主体：県
○実施方法：県が医療機関・助産所に委託して実施。

県

県からの子育て支援情報

医療機関等 出産した家族

オプション
の提供

お祝い膳・マッサージ等

委
託

請
求

重点番号 ５－①－12

３-８（新）子育てエール事業
５２,２９１千円

（Ｒ７ ０千円） 子育て支援課
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１ 遠方出産等の支援
以下の事業を実施する市町村に対して費用の一部を補助する。

（１）交通費助成
・対象者：最寄りの分娩取扱施設等までの移動が概ね60分以上の妊産婦
・助成額：移動に要した費用の８割
・内 容：妊婦健診(拡充：タクシー使用も補助対象)、出産、

(新)産婦健診、(新)産後ケア、(新 )乳幼児健診
（２）宿泊費助成
・対象者：（１）の出産する妊婦及びその同行者
・助成額：宿泊費用から2,000円/泊を控除した額
○補助率：国1/2、県1/4、市町村1/4 ※同行者宿泊費補助：県1/2、市町村1/2

２ 県独自の交通費・宿泊費上乗せ助成【新規】
（１）上記１の自己負担分（交通費の２割、宿泊費の2,000円）を助成
（２）上記１の産婦健診・産後ケア・乳幼児健診のタクシー使用を助成

３ 産前・産後支援
（１）助産師による相談支援・訪問、子育てサロン開催
（２）母乳放射線検査、市町村保健師等に対する母子保健指導者研修会

４ 家庭訪問型子育て支援の普及
（１）民間団体が行う家庭訪問型の子育て支援（ホームスタート）の普及

〇地方の周産期医療体制の集約により、居住地によって分娩取扱施設等までのアクセスに差が生じており、遠方の施設で
出産等を行う必要がある妊婦にとっては出産等にあたっての不安が大きい。

○また、近年は核家族化し、親等から距離的に離れたところで妊娠・出産するなど、親等を頼れない妊産婦が少なからず
おり、妊娠・出産を家庭のみに任せるのではなく、地域で様々な関係機関や人が支援し、孤立を防ぐことが重要である。

○地域的な環境に左右されることなく、安心して妊娠・出産し、子育てをスタートできる支援体制が必要である。

〇分娩取扱施設等までの交通費及び分娩取扱施設周辺の宿泊施設への宿泊費用を助成し妊婦等の経済的負担を軽減する。
○妊婦健診・出産だけでなく、産婦健診・産後ケア・乳幼児健診にかかる交通費も助成し産後まで切れ目なく支援する。
○福島県助産師会等と連携し、産前から産後まで、妊婦及び乳幼児を持つ保護者に寄り添った支援に取り組む。

現状と
課題

対応
方針

事業概要

居住地にかかわらず、全ての人が安心して妊娠・出産に臨むことができ、子育てをスタートできる。

60分圏内

交通費助成
・妊婦健診【拡充】・産婦健診 【新】
・出産 ・産後ケア 【新】

・乳幼児健診【新】

宿泊費助成
（出産）

効果

妊娠・出産・産後の切れ目ない支援

民間団体
(ﾎｰﾑｽﾀｰﾄ)

訪問
支援

相談

助産師

相談支援
・訪問

子育てサロン開催

妊婦・乳幼児を
持つ保護者

※③、④は移動時間が60分未満の方も対象。

①

③
④

②自己負担分を県独自に助成

重点番号５－①－１３
子育て支援課

３-９（新）ずっと安心！産前産後サポート事業
４９,８１６千円

（R7 ０千円）
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背景・目的・概要

対応方針

国の保育所保育指針等において子どもの育ちのための「遊び」の重
要性が示されているが、東日本大震災やコロナ禍により子どもの「遊
び」を制限されてきた経緯がある。また保育者（保育士や保育教諭
等）の「遊び」に対する認識に差があるため、「遊び」を通して各施
設、そして地域、県全体の保育環境を改善する必要がある。
また、園児は１日の大部分を保育所等で過ごすため、保育環境を改

善し、保育の質の向上を図ることは、これまで以上に重要になってい
る。
一方で、保育現場では慢性的な人員不足や配慮を必要とする児童の

増加などにより、職員一人当たりの業務負担が増え、安全・安心の確
保、更には小学校教育に繋ぐ教育・保育の質の向上が課題となってい
る。
これらの子どもたちを取り巻く「ヒト」（保育者）、「モノ」（遊

具等の整備）、「コト」（遊びや活動）について、それぞれ支援をす
る中で改善の好循環が生まれる仕組みとすることで、効果的に保育の
質を向上させ、｢ふくしまで保育士として働きたい」・｢ふくしまで子
育てをしたい」と思う人を増やし、ひいては県内の人口の流出防止・
増加に繋げる。

（１）魅力あふれる保育環境づくり支援事業
・ 専門家の助言に基づく「遊び」の環境改善
・ 保育者の自発的な環境改善に繋げるための好事例の共有や保育士

同士が学び合う機会づくり
（２）保育所等心理カウンセラー派遣事業

・ 臨床心理士等の助言・指導による、保育士の対応力向上
・ セミナー等により、配慮を要する児童への対応の知識を広く展開
・ 保育者の自発的な課題解決に繋げるためのガイドラインを作成

（３）働きやすい保育の職場づくり支援事業
・ 保育所等を巡回し相談を伺うことで、保育士が抱えている悩みを

解消し、保育士の負担軽減を図る
・ 情報共有・意見交換の場を設けて、働きやすい職場環境づくりを

支援する
（４）地域で育む保育環境創造事業

・ 本県の特色ある資源（県産の材料等）を活用し、地域がかかわり
ながら豊かな遊びの環境を創る。

事業内容 対応方針イメージ

｢ふくしまで子育てしたい｣と思う人の増加・｢ふくしまで保育士として働きたい｣と思う人の増加

人口の流出防止・増加

保育の質の向上 保育人材の確保

保育の質の向上支援事業
※質の向上、人材確保両方に関連
・給与の処遇改善加算の要件となる保育士等
キャリアアップ研修により、資質向上と就
業継続支援
・子育て支援員研修の実施により、保育補助
者の確保

保育人材確保対策事業
保育士・保育所支援センター（県社協委託）
における潜在保育士のマッチング等により保
育人材の確保

保育人材総合対策事業
養成校や保育関係団体との連携を図りながら、
保育実習指導者研修、就職説明会、保育所経
営者向けセミナー等を実施し、新規人材確保
と離職防止を図る

保育の質の向上、保育人材の確保に両輪で取り組む

えがお輝くふくしまの保育支援事業 保育人材確保に係る事業

【課題･背景】
・保育士不足により、定員までこどもを預かれな
い施設において不足する保育士数は72名
（R7.4.1時点）
・保育士の離職率が高い（R5年度：採用者360人、
退職者402人、R4年度：採用者348人、退職者
308人、R3年度：採用者286人、退職者185人）
・保育士の配置基準見直し、こども誰でも通園制
度の開始により、今後更なる保育人材の確保が
求められる。

3-10 えがお輝くふくしまの保育支援事業

重点番号５－①－１６
３７,６１５千円

（Ｒ７ 37,654千円） 子育て支援課
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事業イメージ事業内容

成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切
れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律を踏まえ、若い男女
が性や妊娠・出産に関する正しい知識を得、それを踏まえたライププランの作
成や健康管理が行えるよう支援するプレコンセプションケアを推進する。

背景 ・ 目的

概 要

（１）性と健康の相談センター事業 8,619千円
（母子保健衛生費国庫補助金国庫１／２）

思春期から妊娠･出産、子育て、不妊や不育、更年期等の性と健康に
関する知識の普及を図る。
【委託先】福島県助産師会
【内 容】相談支援、健康教育、セミナー他

（２）プレコン普及啓発事業 19,170千円
プレコンセプションケアを普及・啓発するため、各部局と連携しなが

ら各地のイベントの巡回やセミナー、企業からの依頼に応じた出前講座、
関係者向けの研修会を開催する。

（３）プレコン健診推進事業 5,090千円
若い男女が身体の状況を知り、健やかな妊娠・出産等に向けた健康管

理に取り組めるよう、プレコン健診を実施する。
ア）プレコン健診
【対 象】概ね婚姻１年以内の夫婦や婚姻予定のカップル等
【内 容】動画の視聴による学習やセミナーの受講

協力医療機関における各種検査
イ）プレコン健診推進検討会

県民が正しい知識を持ち、安心して妊娠・出産、
子育てできる

・年代に合わせた健康管理が行える。
・子どもを望んだ時期に産むことが出来る。

ふくしま性と健康の相談センター
(1)性と健康の相談センター事業
（福島県助産師会 委託）

(2)プレコン
普及啓発事業

(3)プレコン健診
推進事業

重点番号５－①－１７
３２,８７９千円
（R７ 35,786千円）３-１１ 未来へつながる性と健康の支援事業

子育て支援課
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事業イメージ

福島県内のこども・若者の居場所一覧に掲載されている、こども・若

者の居場所（こども食堂等）を利用するこどもたちを対象とした、通常

の居場所の活動とは別に企画・実施される、福島ならではの体験活動の

取組に対して補助金を交付する。

事業内容

事業概要

解決すべき課題

１ 学校外の体験活動への参加率向上

学校外の体験活動は自己肯定感等の非認知能力の伸長に

寄与することが明らかとなっているが、公的機関等が実施

する体験活動への参加率の低下が続いている。

２ こどもの頃からの福島への愛着形成

本県では進学期、就職期の若者の転出超過が続いている。

そこで、こどもたちが地域定着・Uターンを意識する際の

基礎となり得る「こどもの頃からの福島への愛着」の形成

を進めるとともに、将来的な関係人口を拡大させていくこ

とが課題である。

福島県の魅力を広く・深く知り、福島への愛着を育むことのできる、

福島ならではの体験活動の機会を提供する必要がある。

＜福島ならではの体験活動＞

・スポーツ
・文化芸術活動
・自然体験
・社会体験
・文化的体験

＋

こども・若者の居場所
（こども食堂等）

○学校外の体験活動への参加率向上

→自己肯定感等の非認知能力の伸長

○こどもの頃からの福島への愛着を育む

→地域定着・Ｕターン・関係人口の拡大

事業目的

減少傾向にある学校外の体験活動の機会を提供するとともに、福島な

らではの体験活動を通して、こどもの頃からの福島への愛着を育む。

＜通常の活動＞

・こども食堂
・学習支援
・フリースペース提供

補助

○募集団体数：３０団体

○補助上限額：３０万円

○補 助 率：１０／１０

公共施設の使用料を減免する
など体験活動を側面から支援
※令和10年度以降は間接補助
への移行を検討

市町村

３－１２ ふくしまのこどもたちの体験活動促進

重点番号５－①－１１ ９,０２４千円
（R７ 9,000千円） こども・青少年政策課
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事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

条件（対象者・対象経費・補助率等）

教育・保育の質の向上のため認定こども園等の設備整備等を支援する。

認定こども園環境整備事業 13,273千円
教育の質の向上のために行う、認定こども園等の環境整備、研修等

にかかる経費の一部を補助する。

【補助率】
国：1／２ 設置者：1／２

認定こども園の整備
認定こども園等の設備整備等に対する補助

１ 認定こども園環境整備事業
教育支援体制整備事業費交付金を活用して社会福祉法人等が

設置する認定こども園等に対して補助する。

県

国からの交付金を全額補助

設置者
（施設）

国

３-１３ 就学前教育・保育施設整備事業

重点番号５－①－２２
１３,２７３千円

（Ｒ７ 11,029千円） 子育て支援課
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事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

条件（対象者・対象経費・補助率等）

地域の実情に応じた保育需要に対応するため、市町
村が実施する保育人材の確保等を支援することにより、
子どもを安心して育てる環境の整備を行う。

1 保育対策総合支援事業 362,472千円
市町村が実施する保育人材の確保等に必要な経費

の一部を補助する。

２ 医療的ケア児保育支援事業 63,465千円
保育所等において医療的ケア児を受け入れる市町

村に対し、看護師配置等の費用の一部を補助する。

① 保育体制強化事業
清掃業務や遊具の消毒、園外活動児の見守り等といった保育に係る周辺業務を行

う者（保育支援者）の配置の支援を行い、保育士の業務負担の軽減を図る。

② 保育補助者雇上強化事業
保育所等における保育士の業務負担を軽減し、保育士の離職防止を図ることを目

的として、保育補助者の雇上げに必要な費用の一部を補助する。

③ 認可外保育施設の衛生・安全対策事業
認可外保育施設に従事する職員等に対する健康診断に要する費用の一部を補助す

ることにより、認可外保育施設における衛生・安全対策を図り、もって子どもの福
祉の向上を図る。

④ 保育環境改善等事業
保育所等において、必要な改修や設備の整備等に要する費用の一部を支援する。

⑤ 保育所等の質の確保・向上のための取組強化事業
保育所職員等に対して、遵守・留意すべき内容や重大事故防止に関して必要な知

識、技能の習得、資質の確保のための研修の実施等に要する費用の一部を補助する。

⑥ 保育所等における要支援児童等対応推進事業
保育士が有する専門性を活かした保護者の状況に応じた相談支援などの業務を行

う地域連携推進員の配置等に必要な費用の一部を補助する。

⑦ 放課後居場所緊急対策事業
放課後児童クラブの待機児童が解消するまでの緊急的な措置として、児童館や公

民館等に専門スタッフを配置し、放課後の子どもの居場所を確保するために要する
費用の一部を補助する。

⑧ 医療的ケア児保育支援事業
保育所等において医療的ケア児の受入れを可能とするための体制を整備し、

医療的ケア児の地域生活支援の向上を図る。

３-１４ 保育対策総合支援事業

重点番号５－①－２０
４２５,９３７千円
（Ｒ７ 379,382千円） 子育て支援課
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事業内容

【実施主体】社会福祉法人福島県社会福祉協議会 【補助率】１０／１０（国：９／１０、県：１／１０）

１ 保育士修学資金貸付

２ 未就学児を持つ保育士

の保育所復帰支援

３ 潜在保育士の再就職

支援

○貸付額（上限）

ア 学 費 ５万円（月額）

※修学期間４年の場合は2.5万円（月額）

イ 入学準備金 20万円（初回に限る）

ウ 就職準備金 20万円

※貸付期間：在学期間

○保育士養成施設に通う学生に対し、修学資金の一部を貸付

○卒業後、５年間の実務従事により返還を免除

○未就学児を有する潜在保育士が払うべき未就学児の保育料の

一部の貸付けにより、再就職を支援

○再就職後、２年間の実務従事により返還を免除

○貸付額（上限） 2.7万円（月額）

※貸付期間：１年間

○潜在保育士が再就職する場合の就職準備金の貸付により、潜在

保育士の掘り起こしを促進

○再就職後、２年間の実務従事により返還を免除

○貸付額（上限）

就職準備金 ４０万円

保育士資格取得のための修学資金や未就学児を持つ保育士の子どもの保育料、潜在保育士の再就職のための準備に必要な費用
を貸付けることにより、保育人材の確保を図る。

背景・目的・概要

条件（対象者・対象経費・補助率等）

事業イメージ

保育士修学資金貸付等事業 157,080千円

３-１５ 保育士修学資金貸付等事業

重点番号５－①－２１ １５７,０８０千円
（Ｒ７ 172,290千円） 子育て支援課
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事業イメージ事業内容

背景・目的

事業の概要

保育士として就業していない者（潜在保育士）などの相談支援、
就職あっせん等を行い、保育人材の確保を図る。
※委託先：県社会福祉協議会
① 求職者及び求人者に係るコーディネート
・相談支援
・求職・求人登録並びに就労支援
・広報・周知

○保育施設等情報サイト「ふくしま保育ナビ」の拡充（Ｒ３～継続）
○就職者・保育所の好事例作成、ホームページ掲載（Ｒ４～）

② 現状の課題把握等
・雇用環境確認、課題の把握並びに検討等
③ 説明会の実施
・仕事説明会、職場見学会等の開催
④ センターの認知度向上、活用促進
・SNS等の活用
⑤ 保育の魅力発信コンテンツ作成のための取材、情報収集
・保育所訪問の中で、魅力発信コンテンツの題材となる好事例等を収集

福島県子ども・子育て支援事業支援計画に基づき市町村が保育サービス
を提供するために必要となる保育士等を安定的に確保できるよう、保育士
等確保のための事業を実施する必要がある。
このため、潜在保育士の再就職支援や保育所の潜在保育士活用支援等を

行う「保育士・保育所支援センター」を設置し、保育人材の確保を図る。

保育士・保育所支援センター設置運営事業 8,786千円

保育士・保育所
支援センター
（県社会福祉協議会内）

①相談
②求職登
録

③マッチ
ング

④応募
⑤面接・
選考

⑥採用・
就職

就職までの流れ

福祉人材
センター

ハロー
ワーク

福島県

委託

求
職
登
録

連
携

求職
相談

支
援

見学
調整

求人
相談

保育所

認定こども園

放課後
児童クラブ

児童発達
支援センター

事業者

潜在保育士

養成校の学生

子育て支援員

現役保育士

求職者

求人
登録

支援の内容

○相談
○求人情報の提供、マッチング
○施設見学・体験、イベント案内

コーディネーターが就職をサポート

児童施設

３-１６ 保育人材確保対策事業

重点番号５－①－２３
８,７８６千円

（Ｒ７ 8,604千円） 子育て支援課
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事業内容
県内の保育施設等における保育士等の安定的な確保・定着のため、指定保育士養成施

設や保育関係団体、雇用関係機関等と連携し、保育人材の総合的な対策を行う。

保育人材対策連絡会（H29～）170千円

県外保育士移住促進事業（R2～） 2,882千円

県内の指定保育士養成施設や保育関係団体、
雇用関係機関等が意見交換を行うための連絡
会を開催する。

県外から移住して県内の保育所等に就職した保
育士に対し、移住支援金を支給する。

※委託先：県社会福祉協議会

保育士等就職説明会（H29～）1,284千円

保育実習指導者研修事業（H31～）1,123千円

保育施設の実習指導者向け研修を行うとと
もに、指定保育士養成施設と保育施設との
意見交換の場を設ける。

※委託先：県保育協議会

県内の保育所等に就職を希望する保育士や、
指定保育士養成施設に通う学生、保育の仕
事に関心のある方等を対象に、施設情報や
求人情報を提供するため、就職説明会を行
う。

※委託先：県社会福祉協議会

関係機関との連携 人材確保・人材育成

保育施設等経営者向けセミナー（R2～） 671千円

県内の保育施設等の経営者を対象に、保育を取り
巻く情勢や動向、保育士の採用情報などを提供す
るとともに、保育士が働きやすい職場づくりにつ
いて学ぶためのセミナーを開催（集合・動画配
信）し、保育人材の確保・定着を図る。

※委託先：県社会福祉協議会

保育士宿舎借り上げ支援事業（H30～）954千円

市町村が保育士の宿舎を借上げる保育事業者に
補助する場合、事業者負担分の一部を補助する。

※補助先：市町村、補助率：１／４

就業継続支援

事業イメージ

保育人材の
安定的な
確保・定着

関係機関と
の連携

人材確保・
人材育成

就業継続支援
（離職防止・
職場環境改善）

指定保育士養成施設・保育関係団
体・雇用関係機関・市町村

県保育所（園）・認定こども園協議
会・県社会福祉協議会

本県において喫緊の課題となっている保育人材の
不足を解消するため、保育士等の確保・定着に資
する事業を実施する。

再就職支援
（保育士・保育
所支援センター
事業等）

３-１７ 保育人材総合対策事業

重点番号５－①－２４
７,０８４千円

（Ｒ７ 11.344千円） 子育て支援課

-59-



事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

条件（対象者・対象経費・補助率等）

認可外保育施設に入所する児童の健康管理、保育環境や職員の
質の向上を図るため、経費の補助や研修を行う。

１ 認可外保育施設運営支援事業
（１）入所児童健康診断費補助

認可外保育施設が実施する入所児童の健康診断に要する
経費の一部を市町村を通して補助する。
・補助先 認可外保育施設の運営費補助を行う市町村
・補助単価 １施設当たり年額108,500円上限
・補助率 １／２

（２）認可外保育施設に通う児童の保育に要する費用の一部を
市町村を通して補助する。
・補助先 認可外保育施設の運営費補助を行う市町村
・補助単価 3歳未満児1人当たり年額20,000円上限
・補助率 １／２

1 認可外保育施設運営支援事業

２ 認可外保育施設職員研修事業
子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金を活

用して事業を実施

２ 認可外保育施設職員研修事業
認可外保育施設職員の保育技術向上のための研修会を開催し、

保育の質の向上を図る。
・対象は、認可外保育施設の関係職員、その他希望者
・集合研修とWeb動画配信方式の組み合わせで実施予定

県

市町村を通して運営費を補助

市町村 施設

３歳未満児を保育

施設
職員

研修（集合研修＋動画配信方式）

施設
管理者

施設
経営者

希望者

３-１８ 認可外保育施設運営支援事業

重点番号５－①－２７ ３,６８９千円
（Ｒ７ 4,205千円） 子育て支援課
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事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

条件（対象者・対象経費・補助率等）

保育所等の事故防止のため、巡回支援指導員を配置して施設
を巡回指導するとともに、施設の管理者や職員等を対象とした
事故防止の研修を実施する。
また、認可外保育施設において、より一層こどもを安心して

育てることができる環境整備を支援する。

１ 保育所等安全対策推進事業
保育所等の事故防止のため、巡回支援指導員２名を配置し、

保育所等への巡回指導を行う。
また、施設の管理者や職員を対象とした事故防止推進のため

の研修を実施する。

保育所等の安全対策
巡回支援指導員による保育所等の各施設への巡回と施設の管

理者や職員を対象とした事故防止推進のための研修を実施する。

１ 保育所等安全対策推進事業
・巡回指導員２名を配置し、保育所等の各施設への巡回指導を
実施する。
・施設の管理者や職員を対象とした事故防止推進のための研修
を実施する。

２ 認可外保育施設安全対策推進事業
（１）保育記録の入力支援など、保育従事者の業務負担軽減につ

ながる機器の導入に係る費用の一部を補助する。
（２）ICTを活用したこどもの見守りに必要な機器の導入

の支援を行う。
（３）こどもの性被害防止対策に必要な設備を整備する場合の費

用を補助する。
（４）（新）睡眠中の児童の体動や体の向きを検知するなどの機

能を持つ機器の設置を支援を行う。

２ 認可外保育施設安全対策推進事業

施
設

県

見守り機器

入力支援等
機器・設備の導入

申
請

補
助

認可外保育施設が機器
（システム）等を導入す
る支援を行う。

パーテーション等

無呼吸アラーム等

３-１９ 保育所等安全対策推進事業

重点番号５－①－２８
１２,３８３千円

（Ｒ７ 11,454千円） 子育て支援課
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事業内容

事業イメージ

保育所、認定こども園、地域型保育事業、放課後児童クラブ等の地域子ども・子育て支援事業に従事する職員の資質向上
及び人材確保を図るため、各種研修等を実施する。

保育士等キャリアアップ研修事業 22,729千円

保育士の処遇改善を図るために必要となる
研修を実施する。

※委託先：公募事業者

潜在保育士再就職支援研修事業 638千円

保育士として就業していない者（潜在保育
士）の再就職を支援するため、現場復帰に
必要な研修を実施する。
※委託先：県社会福祉協議会

子育て支援員研修事業 9,929千円

小規模保育、家庭的保育、一時預かりの
担い手となる「子育て支援員」を養成す
る研修を実施する。

※委託先：公募事業者

放課後児童支援員等資質向上研修事業 5,429千円

放課後児童クラブの現任の従事者を対象に、初
任者研修（１年から５年未満を目安）、中堅者
研修（５年以上を目安）及び専門研修（放課後
子供教室に関わる者等も対象）を実施する。

※委託先：公募事業者

各

種

研

修

の
実

施

資質向上

放課後児童支援員認定資格研修事業 7,803千円

放課後児童支援員として有資格者となるため
の研修を実施する。
※委託先：公募事業者

人材確保

人材育成

業務効率化
配慮を要する児童等対等研修事業 2,201千円

放課後児童クラブの現任の従事者を対象に、配慮
を要する児童等への対応力を向上させるための研
修を実施する。

※委託先：公募事業者

保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
、

地
域
型
保
育
事
業

地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業

３-２０ 保育の質の向上支援事業

重点番号５－①－２５
４８,７２９千円

（Ｒ７ 47,295千円） 子育て支援課
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事業内容

背景・目的・概要

病児保育事業は、子どもが病気の際に自宅での保育が困難な場合に、病院・保育所等において病気の児童を
一時的に保育する事業である。
地域子ども・子育て支援事業として位置づけられ、市町村が地域の実情に応じて実施することとされている。
安心して子育てを行うために必要な事業であるが、設備や人員配置の要件が厳しいこと、感染症の流行期等

利用ニーズのばらつきが大きいこと等の理由により、実施する市町村は多くはない。
こうした課題に対応し、保護者の利用ニーズに応えるため、市町村間の広域利用が進むよう協定締結に向け

た調整のほか、広域受入を行う市町村を支援するとともに、新規設置に向けた調整や施設整備を行う市町村を
支援する。

病
児
保
育
事
業
の
推
進

広域利用推進

運営継続支援

(1) 病児保育広域化推進事業 79千円
病児保育施設の広域利用協定締結に向けた調整等の実施

(2) 病児保育広域運営支援事業 8,500千円
広域受入を行う病児保育施設の運営費を補助

・１施設当たり広域利用市町村数×30万円
・新たに広域受入を実施する場合は50万円加算

(3) 病児保育設置促進事業 51千円
病児保育施設の設置に向けた調整等の実施

(4) 病児保育施設整備事業 669千円
補助率：設置主体が市町村の場合 国1/3、県1/3、市町村1/3

設置主体が社会福祉法人等の場合 国3/10、県3/10、市町村3/10、法人1/10

○地域の子育て支援事業（病児保育事業・運営費補助）

新規設置促進

安
心
し
て
働
く
こ
と
が
で
き
る

環
境
の
整
備

事業イメージ

連続３日間休むのは
きついなあ。。。

子どもが熱を出したけど、
今日は仕事を休めない。

３-２１ 病児保育促進事業

重点番号５－①－２６
９,２９９千円

（Ｒ７ 16,968千円） 子育て支援課
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事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

条件（対象者・対象経費・補助率等）

市町村が策定する子ども・子育て支援事業計画に基づ
く放課後児童クラブの整備を促進することにより、児
童受入環境の整備推進を図る。

放課後児童クラブ施設整備事業 26,776千円
市町村等が放課後児童クラブの創設等を実施する場合に、

当該整備に係る経費の一部を補助する。

【補助率】

①市町村が整備を行う場合
国：1／3 県：1／3 市町村：1／3

②社会福祉法人等が整備を行う場合
国：2／9 県：2／9 市町村：2／9 設置者：1／3

【補助率嵩上げ措置（待機児童解消のための定員増を伴う
整備の場合）】

①市町村が整備を行う場合
国：2／3 県：1／6 市町村：1／6

②社会福祉法人等が整備を行う場合
国：1／2 県：1／8 市町村：1／8 設置者：1／4

国

１／３

県

１／３

市町村

１／３

県

２／９

市町村

２／９

設置者

１／３

国

２／９

国

２／３

県

１／６

市町村

１／６

県

１／
８

市町
村

１／
８

設置者

１／４

国

１／２

（公立）

（公立）

（民立）

（民立）

通常の補助割合

補助率嵩上げ後の補助割合

待機児童解消のための定員を伴う整備の場合、国補助率が嵩上
げとなる。

３-２２ 放課後児童クラブ施設整備事業

重点番号５－①－３０
２６,７７６千円

（Ｒ７ 20,038千円） 子育て支援課
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事業内容

背景・目的・概要

条件（対象者・対象経費・補助率等）

子育ての経済的支援を望む声を踏まえ、３人以上の子どもを養育している世帯
に対する保育所保育料の軽減措置を行う市町村を支援し、子育てにかかる保護者
の経済的な負担感の軽減を図ることにより、仕事等の社会的活動と子育て等の家
庭生活の調和を図ることができる環境づくりを推進する。

ふくしま保育料支援事業 105,011千円
保育所等及び認可外保育施設を利用する世帯について、第３子以降の３歳未

満児にかかる保育料の一部を市町村を通じて補助する。

(1) 補助先：市町村（中核市を除く）
※ 県補助を受けた金額又は、市町村において上乗せした金額を減免する

事
業を実施する市町村

(2) 補助対象：第３子以降の３歳未満児にかかる保育料の一部
【認可保育所等】

第2～第4階層：市町村の保育料徴収基準額による保育料の１／２
第5～第8階層：市町村の保育料徴収基準額による保育料の１／４

※ 階層区分は保育所運営費国庫負担金にかかる保育所徴収金基準額表に
よ

る。

【認可外保育施設】
10,000円又は保育料の1/2のいずれか低い額

(3) 補助率：１０／１０

(4) 対象児童

ア 

５

歳 
３

歳 
１

歳 

イ 

17

歳 
14 

歳 
２

歳 

ウ 

21 

歳 
17 

歳 
３ 

歳 
１ 

歳 

第３子以降：保護者等が現に扶養している児童（18 歳に達するまでの者）が３人

以上いる世帯の児童のうち、３人目以降の３歳未満の児童。 

３歳未満：保育の実施がとられた年度の初日の前日における年齢が 3 歳に達してい

ない児童。 

３-２３ ふくしま保育料支援事業

重点番号２－①－３
９９,６５９千円

（Ｒ７ 105,011千円） 子育て支援課
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３-２４ こどもの居場所づくり支援事業
１５,８７９千円

（Ｒ７ 12,129千円）
重点番号５－①－９

広域的活動への補助

事業スキーム事業内容

【概 要】
こどもの居場所は、こどもたちの自己肯定感を育むだ

けでなく、支援が必要なこどもたちやその家族を行政機
関・支援機関につなぐセーフティネットとしての役割を
果たすなど、誰一人取り残さない社会の実現に向けて重
要な役割を果たしている。
こどもの居場所の新規開設及び基盤強化を支援するこ

とによって、こどもたちの社会的孤立を防止するととも
に、支援が必要なこどもやその家族を行政機関・支援機
関につなげる仕組みづくりを行う。

【内 容】
① こどもの居場所づくり支援事業（補助）
・こどもの居場所を新たに開設する事業
［補助率］４／５ ［補助上限額］３００千円

・こどもの居場所を広域的に支援する事業
［補助率］４／５ ［補助上限額］８００千円

・施設を活用したこどもの居場所を新たに開設する事業
［補助率］４／５［補助上限額］１，２００千円

② こどもの居場所基盤強化支援事業（委託）
こどもの居場所の運営が持続可能なものとなるよう、資

金調達方法や広報等に関する研修会を開催し、必要に応じ
てアドバイザーを派遣する等、各団体の活動基盤強化を支
援する。

③ コミュニティフリッジ開設支援事業（補助）
経済的に困窮する子育て世帯の支援を目的としたコミュ

ニティフリッジ（公共冷蔵庫）の開設に必要な経費を補助
する。
［補助率］９／１０ ［補助上限額］１，０００千円

経営基盤強化に必要なスキル修得を支援

【事業効果】
・こどもの居場所の空白地帯の解消、充足率の向上によって、
こどもたちが居場所にアクセスし易くなる。
・こどもの居場所の活動基盤が強化されることによって、
継続的にこどもたちを支援する体制が確立される。

①
こどもの
居場所づくり
支援事業

②
こどもの居場
所基盤強化
支援事業 こどもの支援スキル向上を支援

③
コミュニティ
フリッジ開設
支援事業

新規開設費用の補助

行政機関
支援機関

支援が必要なこどもや家族をつなげる

支援が必要なこどもや
家族をつなげる

施設を活用した新規
開設費用の補助

新たな
こどもの
居場所

こ
ど
も
の
居
場
所
の
充
実

こども・青少年政策課

-66-



市町村子ども・子育て支援事業計画に従って実施される利用者支援事業、放課後児童健全育成事業（放課後
児童クラブ）、一時預かり事業等の地域子ども・子育て支援事業を実施する市町村に対し、事業を実施するた
めに必要な費用に充てるため交付金を交付する。

〈主な事業の概要〉
地域子ども・子育て支援事業 3,944,527千円

◇ 利用者支援事業
子ども及びその保護者等、または妊娠している方が子育て支援を円滑に利用できるよう、必要な支援を行う。

◇ 放課後児童健全育成事業
放課後や週末等に児童が安心して生活できる居場所を確保するとともに、児童の健全な育成を支援する。

◇ 一時預かり事業
保育所等において児童を一時的に預かることで、安心して子育てができる環境を整備する。

【実施主体】：市町村 【補助率】国：1/3、県：1/3（一部事業のみ補助率が異なる）

事業内容

事業概要

対象事業

利用者支援事業、延長保育事業、実費徴収に係る補足給付を行う事業、多様な事業者の参入促進・能力活用事業、放課後児童健
全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業、子
育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事
業、子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）、産後ケア事業

３-２５ 地域の子育て支援事業

重点番号５－①－２９ ３,９４４,５２７千円
（Ｒ７ 3,593,848千円） 子育て支援課
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事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

事業一覧

・放課後児童クラブの待機児童数について、
本県は全国、東北ブロックにおいて上位という状況。

（１）放課後児童クラブ認知度アップ支援事業

・待機児童発生の主たる要因の１つは「働き手不足」

⇒市町村が行う人材確保の取組をより一層促進させる。⇒保育士・保育所支援センターを中心に、
放課後児童クラブの認知度・関心度を高め、
多様な人材発掘・定着促進を行うなど、
放課後児童クラブへの支援体制の整備を行う。

（２）放課後児童クラブマッチング支援事業

（３）若者による放課後児童クラブ支援事業

（１）放課後児童クラブ認知度アップ支援事業

（２）放課後児童クラブマッチング支援事業

（３）若者による放課後児童クラブ支援事業

「放課後児童支援員等の増員」

「受入定員の増加」

「待機児童解消」

土台づくりをした上で各種事業を運用

放課後児童クラブに係る支援事業の土台づくり

放課後児童クラブってどんな仕事？ PR

認知度UP 関心度
UP

保育士・保育所
支援センター 人材確保支援

活用

放課後児童クラブ

《効果》
働き手の確保

放課後児童クラブナビ拡充や放課後児童クラブの広報活動
を行う。

保育士・保育所支援センターを活用した就職先との
マッチング・就職後のアフターフォローを行う。

学生等のアルバイト雇用に係る経費等の一部を補助する。
補助先：放課後児童クラブ、補助率：定額（最大３０万円）

３-２６ 放課後児童クラブ人材確保支援事業

重点番号５－①－１５
１３,５１４千円

（Ｒ７ 14,099千円） 子育て支援課
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事業内容

児童・保護者等への相談支援
児童の福祉の増進

心理学的・医学的
な相談支援

職員の資
質
向上

相談対応
・支援

経験別、職種別、
テーマ別研修

機能強化
連携強化

情報管理システム
の運用

夜間・休日の
「１８９」相談
対応の外部委託

児童相談所費行政経費 ５，１０３千円

○定期・巡回相談会（心理学的・医学的な相談支援）
○児童相談所職員に対する研修（経験別、職種別、テーマ別研修）

児童相談所相談・連携体制強化事業 ３，６９３千円

○児童虐待ケース等の進行管理、記録作成、警察や保健福祉事務所等との情報共有を
円滑かつ適切に行うための情報管理システムの運用に係る保守費用。

児童相談所虐待対応ダイヤル等受付業務委託 １６，２３６千円

○夜間・休日の虐待対応ダイヤル（１８９ いちはやく）からの電話相談や虐待に関
する通告の対応を外部委託する。

事業イメージ

児童相談所において、児童及び保護者等への相談対応を行うほか、職員の資質
向上に向けた研修受講などを行う。

児童相談所職員人材育成推進事業 １，１１５千円

○児童相談所において、児童相談所職員に対する研修やその他業務の支援を行うことに
より、児童相談所職員の専門性の向上及び業務の効率化を図る。

中央児童相談所
企画･研修部門の設置

SNS相談窓口「ふく
しま親子・ヤングケ
アラーのための相
談」の外部委託

ＩＣＴ機器の活用
による機能強化

親子のための相談ＬＩＮＥ業務委託 ２８，４１３千円

○SNS相談窓口「ふくしま親子・ヤングケアラーのための相談」の相談対応を外部委
託する。

児童相談所ICT化推進事業 １，２６９千円

○ICT機器を活用し、適切かつきめ細かい支援を行う体制を整備する。

こども家庭ソーシャルワーカー取得促進事業 ２，８２４千円

○こども家庭ソーシャルワーカーの資格取得を促進し、専門職としての知識・技術の
基板を確実に構築・底上げするとともに、その専門性を客観的に評価・担保し、指
導教育体制の強化を図る。

こども家庭ソーシャル
ワーカーの取得

３-２７ 児童相談所相談体制強化事業

重点番号５－①－３５
５８,６５３千円

（Ｒ７ 53,799千円） 児童家庭課

-69-



事業内容 事業イメージ

子どもの心のケアセンター
１４６，６０７千円

○「ふくしま子どもの心のケアセンター」の運営
○アウトリーチによる支援
○県内外の支援者に対する研修・支援
○市町村事業に対する医療支援（精神科医の派
遣・助言指導）や臨床心理士等の専門的人材の
派遣
○交流会の開催（県内・県外）
○パンフレットによる広報、啓発等

震災・原発事故により不安を抱える子どもの
心を中長期的に見守っていくため、地域や学校
等を訪問して相談対応を行うほか、地域におけ
る行政、医療、福祉、教育等の関係機関の連携
による支援体制の強化に取り組む。

支援から得られたデータの提供やエビデンスに基づく
支援の提案など、相互連携を行う

研究調査部門

支 援 部 門

ふくしま子どもの心のケアセンター

県外へ避難
した家庭へ
の心のケア
事業

被災児童・
保護者等の
支援

地域の支援
機関

アウトリーチ支援

３-２８ 子どもの心のケア事業

重点番号３－④－１２
１４６,６０７千円
（Ｒ７ 152,079千円） 児童家庭課
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事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

１ 医療的ケア児支援センター運営事業 １１,５６０千円

医療的ケア児とその家族が地域で望む生活を実現するため、個別
の相談支援に対応するとともに、地域の支援体制整備に向けた事業
を行う。

２ 支援者･コーディネーター養成研修事業 １,０８１千円

３ 医療的ケア児地域支援体制に係る合同会議 ４２３千円

医療的ケア児の保護者及び関係者の相談に応じ、情報提供や助
言等を行う、医療的ケア児支援センターを運営する。

医療的ケア児に対し各地域で福祉サービスの総合調整を行う医療
的ケア児等 コーディネーター等の養成及びスキルアップを目的と
した研修を実施する。

県内の関係者による会議を開催し、課題の把握や解決に向けた方
策について検討する。

医療的ケア児支援センター

（県）看護師１名、相談員２名

○コーディネーターの配置促進
・養成研修等実施
・市町村訪問等による情報共有

○家族支援
・相談支援。情報提供
・家族会訪問

○地域ネットワークの支援
・困難事例への助言指導
・好事例等の情報提供

（地域）医療的ケア児等コーディネーター
※地域での支援の要、総合調整役

４ 看護職員のための医療的ケア実践研修事業 ３２８千円

医療、福祉、教育等、様々な分野で児童の支援に従事する看護職
員を対象に、医療的ケアの実技等を学ぶことができる研修
会を実施する。

５ 医療的ケア児災害時避難相談支援事業 ３,６０９千円

医療的ケア児と家族が災害時に円滑に避難できるよう、市町村等
と連携して個別避難計画作成を支援するとともに、各地方に医療機
器用蓄電池を配備する。

医療的ケア児地域支援体制に係る合同会議
国が実施する医療的ケア児等総合支援事業を利用して体制整備を
行う市町村に 対して費用を補助する。

○看護職員スキルアップ支援
・医療的ケア実践研修会の開催
・事業所訪問による助言

○災害対策支援等
・個別避難計画に係る相談支
援（当事者、市町村）

医療的ケアのある
子どもとその家族

障害児通所支援事業所

医療機関

訪問看護ステーション

就労支援関連施設 市町村（行政）

学校

保育所・幼稚園

相談支援事業所

R7.4.1時点 県内に349名

６ 市町村医療的ケア児支援補助事業 １０,２４３千円

３-２９ 医療的ケア児支援事業

重点番号５－①－３８ ２７,２４４千円
（Ｒ７ 17,305千円） 児童家庭課

市町村医療的ケ
ア児支援補助
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事業イメージ事業内容

こどもたちの将来が、生まれ育った環境によって左右されるこ
とないよう、支援を行う。

こどもの将来応援事業（1,556千円）
リーフレット配布（新小学１年生）、「将来の夢応援サイト」での情報発信

未来に進もう！こどもの夢応援事業（32,563千円）
児童養護施設等を巣立つ子どもの支援

自立援助ホーム・心のアプローチ事業（3,306千円）
社会的養護が必要な子どもの支援

小学生

中学生

高校生

１８歳以上

目的

◯こどもの将来応援事業 1,556千円
・支援や相談窓口の情報をこどもや家庭に届け、支援につなげる。

こども・青少年政策課

◯未来に進もう！こどもの夢応援事業 32,563千円
・高卒時に児童養護施設等から自立し、大学等へ進学する子ども
に支援給付金を支給し支援する。

◯自立援助ホーム・心のアプローチ事業 3,306千円
・自立援助ホームを利用する子どもに対して心理面からの自立支
援を行う。

児 童 家 庭 課

３-３０ こどもの夢を応援する事業

重点番号５－①－１０
３７,４２５千円

（Ｒ７ 43,187千円）
こども・青少年政策課

児童家庭課
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事業内容
事業イメージ

○教育訓練講座を修了した場合に、受講費用の
60％相当額（雇用保険法上の教育訓練給付金の
支給を受けられる方は受講費用の40％相当額）
を支給する。

○就職に有利な資格取得へ向けた養成機関における
修業期間について給付金を支給する。

○市町村民税非課税世帯 100,000円／月
○市町村民税課税世帯 70,500円／月
○修業期間の最後の1年間は、40,000円／月増額
○上限4年間

○高卒認定試験合格講座を開始した時、修了した時
及び合格した時に受講費用の一部を支給する。
○学士号等を取得する場合に、大学授業料等の一部
（６０％相当額）を助成する。

○母子家庭等就業・自立支援センターの設置
○就業支援全般
企業訪問による求人開拓、求職相談、職場見学
会、就職後の定着支援（アフターフォロー）等

○各ひとり親家庭の状況に応じた自立支援プログ
ラムの策定

○高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在
学し、就職に有利な資格取得を目指すひとり親家
庭の親に対し、入学準備金、就職準備金及び住宅
支援資金の貸付けを行う社会福祉法人に補助金を
交付する。

○ひとり親家庭の親に対する生活一般に係る相談
支援（気軽に相談できる人・場所づくり）
○食育や家計管理等の講習会・交流会の開催
（将来への備え、ひとり親同士の交流・情報交換）

○ひとり親家庭等の子どもに対し、生活習慣の習
得支援、学習支援等を行う市町村に対して補助
金を交付する。

○補助率 国１／２、県１／４

ひとり親家庭の自立促進を図るため、就業相談、求人情報の提供、就職に有利な資
格取得の支援等を行うとともに、生活一般の相談支援や講習会・交流会を実施する。
また、ひとり親家庭の子どもに学習支援等を行う市町村に対して補助金を交付する。

就
業
支
援

資
格
取
得
支
援

生
活
向
上
・
生
活
支
援

相談窓口
支援機関

保健福祉事務所
（母子・父子自立支援員）
（就業支援専門員）

適切な相談窓口の紹介

母子家庭等就業・
自立支援センター

県・市町村ハローワーク

ひとり親家庭の自立の促進

・ひとり親が気軽に相談できる
人・場所づくり

・ひとり親同士の交流・情報交換

資格取
得
支援

就業支
援

相談窓口の一歩前の支援

生活向
上
生活支
援

母子家庭等就業・自立支援事業 １６，９７１千円

自立支援教育訓練給付金事業 １，０６０千円

高等職業訓練促進給付金等事業 １７，５７６千円

ひとり親家庭学び直し支援事業 １，９００千円

高等職業訓練促進資金貸付事業 ２，５１０千円

こどもの生活・学習支援事業 ５，５２１千円

ひとり親家庭等生活支援事業 ２，７２４千円

資
格
取
得
支
援

など

３-３１ 母子家庭等自立支援総合対策事業

重点番号５－①－３７
４８,２６２千円

（Ｒ７ 44,549千円） 児童家庭課
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事 業 概 要

福島県立乳児院の管理を指定管理者に行わせて運営する。

小規模な家庭的環境での養育

特別なニーズのある子どもの養育

一時保護機能

乳幼児の一時保護委託

親子関係育成

乳幼児のアセスメント産前産後の支援

里親支援

地域支援・連携

市町村への支援

関係機関との連携

医療機関との連携による手厚いケア

家庭復帰支援
（親子関係
再構築支援）

里親育児支援
(レスパイトケア)
(アフターケア)

アフターケア

代替養育機能

乳幼児養育の専門機能を
活かしたアセスメント

親子・妊産婦の
生活・相談支援

里親研修
(実習受入れ)

里親リクルート

特別養子縁組の支援

福島県立乳児院

３－３２ 福島県立乳児院管理運営経費

重点番号５－①－３９
２０８,２４６千円
（Ｒ７ 212,344千円） 児童家庭課
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事 業 概 要

福島県立乳児院に「家庭生活に困難を抱える特定妊婦等に対する産前産後の母子支援」や「里親支援」の新たな
役割を担わせ多機能化を推進することで、本県の社会的養育環境の充実を図る。

妊産婦等生活援助事業

里親養育包括支援（フォ
スタリング）事業

家庭生活に困難を抱える特定妊婦等を支援するため、下記の業務を行う。

○利用者の状態に応じた支援計画の策定

○妊娠葛藤相談やこどもの養育相談、自立に向けた相談等の相談支援

○入居または通いによる居場所や食事の提供等の生活支援

○児童相談所や市町村、児童福祉施設、医療機関等の関係機関との連携

○医療機関受診、就労支援機関の利用、行政手続き等の同行支援

本県の里親等委託を推進するため、下記の一貫した里親支援（フォスタリング）を行う。
○里親のリクルート及びアセスメント

○里親登録前後及び委託前後における里親に対する研修

○こどもと里親の面会等交流支援

○こどもの里親委託中における里親養育への支援

○里親委託措置解除後における支援 乳児院と児童相談所が連携して実施

研修・
トレーニング

リクルート 面会・交
流支援

自立支援 養育支援

居場所や食事の提供支援計画の策定 相談支援

妊産婦等生活援助事業所
（乳児院）

特定妊婦等
関係機関との連携・同行支援

３－３３ 県立乳児院多機能化推進事業

重点番号５－①－４０
９５,８３２千円

（Ｒ７ 105,535千円） 児童家庭課
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事業イメージ事業内容

こども・子育て中の人々を応援する気持ちを形にし、やさしさを伝
えることで、
福島で子育てを行いたいと思える環境づくりに取り組む。
こども・子育て中の人を受け入れ、希望する人が安心して子どもを

生み育てることのできる福島を目指す。

背景・課題・概要

１ 背景
少子化は日本が直面する最大の危機であるが、福島県では出生数が

20年前の約半分に減少しており、全国に比べ約1.5倍のスピードで少子
化が進行している。
国ではこども家庭庁を設置し、2030年までが少子化トレンドを反転

させるラストチャンスと捉え、次元の異なる少子化対策に取り組んで
いくこととしている。
県としても福島県で子育てを行いたいという県民が増えるよう、社

会全体でこどもや子育て中の人々を応援する気運の醸成を図っていく
必要がある。
２ 概要
こどもと子育て中の人々を社会全体で応援する気運の醸成として以

下の取組を行う。
（１）子育て応援パスポート広報事業

協賛店に提示することでサービスを受けられる子育て応援パス
ポートの広報を行う。

（２）子育て応援パスポート特別企画
子育て週間における特別サービス企画を実施する。合わせて子
育て週間とこどもまんなか月間の周知、広報を行うことで、子育
て応援パスポートを核として、こども・子育てを応援する気運の
醸成を図る。

（３）子育てポータルサイト運営事業
福島県子育て支援ポータルサイト「すくすくひろば」運営及び、

利便性の向上を図るための改修を行う。
（４）子育て応援駐車場の表示

公共施設の駐車場に、子育て応援駐車場を設置し、こども・子
育てを応援していることを示す。

（５）（新）子育て応援パスポートカード電子化事業
令和８年度末に有効期限を迎える子育て応援パスポートカード
の更新にあたり、ふくしまポータルとの連携を実施し、カードの
利用申請・表示の電子化を実施する。

こども
子育て中
の人々

社会全体でこども・子育てを応援
（福島県のこどもまんなかアクション）

子育て応援駐車場
設置することで子育て世代を
応援していることを見える化

子育て応援パスポート
～ファミたんカード～
パスポートの提示により
協賛店からサービスを提供

こども・子育てを応援する
気運醸成

Ｒ８は更に
協賛店舗の情報発信

を強化！

【他事業】
WEラブ赤ちゃんプロ
ジェクトの推進
子育て週間・こどもま
んなか月間の周知

３-３４ （一部新）やさしさあふれるふくしま子育て応援事業

重点番号５－①－４
３２,９５３千円

（Ｒ７ 16,036千円） こども・青少年政策課
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事業イメージ事業内容

１ ヤングケアラー専門家会議の開催 614千円

分野の垣根を越えた支援体制づくりがさらに必要になることから、専門家会議を
開催する。医療・社会福祉・介護・障害福祉・教育等の分野の専門家の意見をふま
えて支援のあり方を検討する。検討結果を踏まえ、県庁内の関係部署及び市町村と
共通理解を図り、具体的な施策を推進する。

２ ヤングケアラー支援者研修事業 961千円

ヤングケアラー支援に携わる関係機関の職員に対して、県支援マニュアルや事
例集を活用しながら具体的な支援方法を周知する。また、研修内で実施するグ
ループワークでは、参加者それぞれの理解度や役割に応じたきめ細やかな助言を
行えるよう複数の助言者を配置し、市町村や地域の支援関係機関等の実際の支援
における対応力向上を図る。

４ ヤングケアラー広報啓発事業 2,439千円

ヤングケアラーカードの配布に加え、ＳＮＳによる相談窓口において、ヤング
ケアラーに関連するプッシュ型情報発信を行い、ヤングケアラーをはじめとする
困難を抱えるこども等が、支援に関する情報等にアクセスしやすい仕組みを作る。

３ 市町村支援体制強化事業 12,208千円

ヤングケアラー専門家会議委員をはじめとする有識者が市町村等から要請を受け
て現地で講義・助言等を行う専門員派遣によって、各支援関係機関の体制の実態に
合わせた個別のフォローを実施する。また、関係機関同士のパイプ役となるヤング
ケアラーコーディネーターを児童家庭課に配置し、市町村における実態調査やその
後の支援について伴走的にフォローを実施する。さらに、交流会による情報共有や
グループワークを通して、活用や各市町村におけるヤングケアラーコーディネー
ター等の担当職員の配置を促す。

令和６年６月改専門員ども・若者育成支援推進法において、ヤングケアラーが「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」とし
て、国・地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象とされた。県では、令和４年度から令和６年度において、ヤングケアラーについての理解促進や基本的な支援についての
普及啓発に取り組んできた。今後は市町村における実際の支援を深める段階となり、教育、高齢者福祉、障害福祉、介護、医療等の多機関が連携した支援体制づくりが必要で
ある。各分野の専門家からの助言を取り入れ、庁内外の関係部署・機関と連携しながら体制づくりを進めると共に、具体的な支援方法を取り上げた研修の実施、市町村等への
専門員派遣、ヤングケアラーコーディネーターによる後方支援などを実施し更なる支援体制の強化を図る。

事業概要

ヤングケアラー

県

ヤングケアラーコーディネーターの配置

医 療 介 護 障 が い 教 育

生活困窮子育て児童福祉

ヤングケアラーに関わる支援機関

専門家会議・庁内担当者会議・市町村担当者会議

広報啓発

助言・調整研 修

適切な支援
相談

発見

等

実態調査

３-３５ ヤングケアラー支援体制強化事業

重点番号５－①－３２
１６,２２２千円

（Ｒ７１６,７９３千円） 児童家庭課
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事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

条件（実施主体・補助率・補助上限額）

【背景】
核家族化の進行や近隣者とのつながりの希薄化な

どにより、子育て世帯の孤立化等が課題となってお
り、地域社会でこどもや子育て中の方々を応援する
取り組みが求められている。

【目的】
地域全体で子育てを支援する機運のより一層の推

進を図る。

【概要】
民間団体から企画提案を公募し、審査・選定の上、

事業に必要な経費を補助する。

実施主体：民間団体（ＮＰＯ法人、任意団体等）

補助率：４／５ 補助上限額：８００千円

補助率
４／５
上限額
８００千円

県
地域の
子育て
支援事
業

事業内容（想定例）
・子育て支援のための人材育成
・高齢者による若い子育て世代への支援
・中高生を対象とした子育て体験教室の開催
・子どもの権利の擁護や啓発等に関する事業
・子ども達がいきいきと遊ぶことができる環境
の整備

民間
団体

３-３６ 地域で支える子育て推進事業

重点番号５－①－８
９,６００千円

（Ｒ７ 8,633千円） こども・青少年政策課
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事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

１ 背景
地域での子どもと高齢者との関わりが少なくなっている。また、震災に伴

う転居や核家族化の進行等で地域コミュニティが失われつつある。地域の高
齢者の力を借り、本県の復興を担う子どもたちを社会全体で育てるとともに、
「子育てしやすい環境」につなげる。

世代間交流
コーディネー
ター

高 齢 者

働きかけ、仲
介

子どもたち

地域コミュニティの再構築

高齢者の力を借りた
子育て支援 子どもたちの健全な育成

委 託 先

設置

地域の寺子屋セミナー

・講演（接し方等）
・実技指導

地域の寺子屋交流会

・昔遊び（例：福笑い）
・伝統行事（例：団子さし）

セミナーで学んだ現代の子どもとの接し方等を用いて、地域の寺子屋を行う。
日常の生活の中でも地域の子どもたちや孫などへそのノウハウを生かし世代間

交流を図る。
２ 概要
（１）世代間交流コーディネーターの設置
高齢者への事業参加への周知等の働きかけや、交流会へ参加する子どもがい

る施設との連絡調整、事業の企画・運営を専任で行う専門員としての世代間交
流コーディネーターを設置し、事業の推進を図っていく。

（２）地域の寺子屋セミナーの開催
世代間交流を行うにあたり、子育ての仕方や子どもたちの現状が変化してい

ることから、高齢者が子育て世帯・子どもの現状や、子どもとのふれ合い方等
を学ぶセミナーを開催する。その高齢者が日常生活においても、子どもの面倒
を見たり交流を図ったりしていくことで、社会全体での子育て支援を繋げてい
く。

（３）地域の寺子屋の開催
子どもから高齢者まで、誰でも参加・交流のできる機会を設け、交流のなか

で昔ながらの遊びや伝統を若い世代に伝えていく「寺子屋」を開催する。子ど
も達が高齢者と触れ合うことで、新たな地域コミュニティーの形成や再構築、
遊びによるストレスの軽減、地域の文化・伝統の伝承、他人との関係形成によ
り子ども達の健全な育成に寄与する。

３-３７ 世代間交流による地域コミュニティ再構築事業

重点番号５－①－７
３,７５３千円

（R７ 3,655千円） こども・青少年政策課
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事業イメージ事業内容

背景・目的・概要
【背景】
原子力発電所事故以来、児童福祉施設等の給食用食材については、

できる限り安全・安心なものを提供するよう努めているが、保護者等
からは依然として一定程度の不安の声がある。
【目的】
児童福祉施設等の給食用食材に対する保護者等の不安を軽減し、児

童福祉施設等の給食に関してより一層の安全・安心を確保する。
【概要】
①児童養護施設等給食検査体制整備事業
児童養護施設等が給食食材の検査体制を整備する場合に検査要員
の配置経費及び検査に使用する食材（試料）代等を補助する。

②保育所等給食検査体制整備事業
保育所等の給食食材の検査体制を整備する市町村等に対して、機
器操作員の配置経費及び検査に使用する食材（試料）代等を補助
する。

③障がい児施設等給食検査体制整備事業
障がい児施設等が給食食材の検査体制を整備する場合に検査要員
の配置経費及び検査に使用する食材（試料）代等を補助する。

④児童福祉施設等給食検査体制整備事業事務経費
各事業の実施において必要な事務費。

①対象者：県立以外の施設／対象経費：委託費
②対象者：市町村／対象経費：保育所等の給食検査に係る経費／
補助率：１０/１０

③対象者：県立以外の施設／対象経費：委託費

条件（対象者・対象経費・補助率等）

県

➀児童養護施設等給食検査体制整備事業
➂障がい児施設等給食検査体制整備事業

委託
(私立) 民間児童養護施設

民間障がい児施設

➁保育所等給食検査体制整備事業

県
補
助

予算
配分

(公立)

委託
(私立)

３-３８ 児童福祉施設等給食体制整備事業

重点番号５－①－５
５５,０８４千円
（R７ 69,125千円） こども・青少年政策課
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事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

条件（対象者・対象事業・補助率等）

子どもの遊び確保と心身の健康の相談・援助事業

震災による被災児童生徒及びその家族に対する心身の健康に関する相
談・援助を行う事業を実施する市町村に対して補助を行う。

国庫補助：被災者支援総合交付金

対象者：市町村
対象事業：子ども等の心身の健康に関する相談・援助
補助率：１０／１０

子どもの遊び確保と心身の健康の相談・援助事業

県 補
助

相談・援助業務内容

①子どもの心身のケアセンター設置
②子ども支援者研修
③心身のケア相談会・講習会
④交流会実施
⑤被災時同等支援施策広報事業
⑥その他被災児童の心又は体の健康の回復に資する事業

３-３９ 被災した子どもの健康・生活対策等総合支援事業

重点番号３－④－１１
２５,３１１千円
（R７ 25,280千円） こども・青少年政策課
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事業内容 事業イメージ

補助

医療費
助成

市町村
（実施主体）

安心して子どもを生み、育てやす
い環境づくり

県

乳幼児医療費助成事業 ８２２，９８７千円

子どもの医療費助成事業 ４，２２２，２０８千円

○市町村が行う未就学児に対する医療費助成事業に対して補助金を交付
する。
・対象者 未就学児
・一部負担金 １，０００円／件（レセプト）
・補助率 １／２以内

○市町村が行う子ども医療費助成事業に対して補助金を交付する。
・対象者 小学４年生から１８歳に達する日以降の最初の３月

３１日までにある児童
・補助率 １０／１０

県内で安心して子どもを生み、育てやすい環境づくりを進めるため、
市町村が行う子ども医療費助成事業に対して補助金を交付する。

３-４０ 子どもの医療費助成事業

重点番号２－①－４
５,０４５,１９５千円
（Ｒ７ 4,986,413千円） 児童家庭課
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事業イメージ事業内容

令和４年度の内閣府の調査では、全国で約１４６万人、
１５～６４歳の約５０人に１人がひきこもり状態にある
とされている。また、ひきこもりが一般的な社会問題と
捉えられてきており、全国的に対策が講じられている。
本県においても、ひきこもり本人やその家族の一次相

談窓口としてひきこもり相談支援センターを運営し、各
保健福祉事務所においてはひきこもり家族教室、県民向
けの公開講座を実施することで、ひきこもり状態にある
本人やその家族からの相談に対応し、適切な支援につな
げる。

概要

内容

１ ひきこもり対策推進事業 35,498千円

○福島県ひきこもり相談支援センターの運営

・相談支援

・居場所づくり

・ひきこもり支援従事者研修

・支援連絡協議会、ネットワーク会議

・地域連携コーディネート

・ひきこもりサポーター養成研修

・ひきこもりサポーターによるアウトリーチ等支援活動 等

２ ひきこもり家族支援事業 793千円

・ひきこもり家族教室、公開講座、訪問支援等の実施

ひきこもり相談支援センターの相談員による相談支援に、
ひきこもりサポーターによるアウトリーチ等の支援活動
が加わることによって、手厚い相談支援体制につながる。

３－４１ ひきこもり対策推進事業

重点番号５－②－３４ ３６,２９１千円
（R７ 32,261千円） こども・青少年政策課
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３,９６０千円
（Ｒ７ 3,960千円）

・診断問題作成
・小中高校の児童生徒、
保護者に対する情報モ
ラル教育の指導に活用

・診断問題へのアドバイス
・警察活動を通じたシステ
ムの広報
・診断結果を踏まえた情報
モラル教室

・システム開発・運用
・県ＨＰにふくしま情報
モラル診断コーナーを
設置

・アンケート結果等公表

重点番号５－③－４
３-４２ こどもを守る情報モラル向上支援事業

こども・青少年政策課

背景・目的・概要
【背景】
ＧＩＧＡスクール構想により小学１年生から一人１台端末を所持するよう

になった一方で、こども・若者のインターネット利用時間は年々増加し、低
年齢化も進んでいる。さらに、違法・有害情報や虚偽情報の拡散、SNSに起
因する犯罪被害、ネット上の誹謗中傷やいじめ等、インターネット利用によ
る弊害も深刻になっている。
【目的】
青少年健全育成を推進するとともに、福島の未来を担うこども達が情報社

会で適正な活動を行うための基となる考え方と態度を身に付け、ＩＣＴを活
用して問題解決できる能力を伸ばし、世界や日本、地域社会で活躍できるよ
うに応援する。
【概要】
家庭や学校でこどものインターネット利用に関する基礎知識の習得度合い

と利用状況を把握し、その向上と改善を図る支援システム「ふくしま情報モ
ラル診断」を運用する。
（対象）
小学校 ３７２校 全生徒数 約 ７９，５００人
中学校 ２０６校 全生徒数 約 ４１，７００人
義務教育学校 １０校 全生徒数 約 ２，５００人
高等学校 ９０校 全生徒数 約 ４０，０００人
支援学校 ２７校 全生徒数 約 ２，４００人
学校数計 ７０５校 生徒数計 約１６６，１００人

（システム）
① 診断問題（文部科学省 情報モラル指導モデルカリキュラム５分類）
② アンケート（インターネット利用状況、スマホ所持率、フィルタリン
グ率等）

③ 集計結果出力（得点分布図、正答率、利用状況等）
【事業費】３，９６０千円
（内訳）運用・保守費（令和６年度分） ３，９６０（千円）
・クラウドサーバ利用費 ・問題入れ替え作業 ・システム質問対応

※ 令和４年度は開発期間、令和５年度から運用開始
令和５年度から令和８年度まで運用・保守費について債務負担設定済み

県、県教育委員会、県警察の３機関連携

県（こ・青課）

県警察県教育委員会

小中高生は学校の授業の一環として
「ふくしま情報モラル診断」を実施する
ほか誰でもがネット上で無料診断できる。

情報モラルの向上

事業内容 事業イメージ
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事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

【背景】
本県は、若年層を中心とした急激な人口減少に直面しており、こ

ども・若者の地域定着が最重要課題となっていることに加え、将来
の地域づくり・復興創生の担い手の確保がこれまで以上に重要と
なっている。

【目的】
こども・若者の地域への定着をテーマとした探究活動を通して、

将来の地域の担い手となる若者を育成するとともに、今後の地域定
着やＵターンを考えるきっかけづくりを行う。
また、こどもまんなか社会の実現に向けて、こども・若者施策へ

のこどもたちの意見を聴取する機会を確保する。

【概要】
・「こども・若者の地域への定着」をテーマとして、３日間の探究
活動を行い、その後、意見発表会を実施し、意見の表明を行う。

・参加対象者は15~25歳の高校生や大学生等とし、15名を定員とし
て開催する。

①フィールドワーク
こども・若者の地域定着の取組を視察し、関係者へのインタ

ビュー等を行う。

②ワークショップの開催
フィールドワークの結果を踏まえて、こども・若者が地域へ定

着するためには、どのような取組が必要となるか、複数のグループ
に分かれて議論する。

③こども・若者の意見聴取（意見発表会の開催）
テーマに関係する行政・企業等を参集した意見発表会を開催し、

ワークショップの中で検討した結果を発表する。

こどもたちの
意見を聴取

ワークショップ

フィールドワーク

※行政・企業・地域など複数の視点から
必要な取組を検討

※企業や民間団体、自治体の取組について、
フィールドワークを実施

【事業効果】
・こども･若者の流出などの地域課題を我が事として捉えるよ
うになり、将来の地域づくり・復興創生の担い手の確保に繋が
る。
・進路の検討段階にある高校生・大学生等が、今後の地域定
着・Ｕターンを考える契機となる。
・こどもたちの意見を聴取する機会を確保し、こどもたちの率
直な意見を自治体・企業・地域へ幅広く共有することによって、
こども・若者の地域定着の取組の推進に寄与する。

３－４３ ふくしまのこどもの意見を社会に届ける事業

重点番号５－③－３ ２,３５０千円
(Ｒ７ 2,350千円） こども・青少年政策課
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事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

【背景】
本県では原発事故以降、放射性物質への不安から子どもたちの外遊びの機会が制

限され、運動不足による肥満児傾向児の増加やストレスの蓄積が問題となっていた。
現在においては、屋外でも不安なく遊べる環境となっているものの、屋内遊び場

は、親同士の交流や子どもに遊びを教える場としてなど、子育て支援の社会資源と
して重要な役割を果たしている。

【概要】
屋内遊び場確保事業（補助率：２／３）
市町村が屋内遊び場を整備する際の、遊具購入費や遊び場の運営費に補助をする。

【目的】
屋内における子どもたちの「遊び」の環境を整備し、福島の未来を担う子どもた

ちの健やかな成長を促す。

条件（対象者・対象事業・補助率等）

対象者：市町村
対象事業：屋内遊び場の整備、運営
補助率：２／３

【目的】
屋内における子どもたちの「遊び」の環境を整備し、
福島の未来を担う子どもたちの健やかな成長を促す。

〔整備拡充事業〕
市町村が屋内遊び場を整備する際の遊具購入費等に補助する。

〔継続事業〕
屋内遊び場の継続運営に要する費用に補助する。
☆補助率：２／３
原則上限
１施設あたり 18,087千円
１市町村あたり 50,000千円

３-４４ 屋内遊び場確保事業

重点番号５－①－６
２５０,６５４千円
（R７ 233,856千円） こども・青少年政策課
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３-４５（新）中央児童相談所整備事業

重点番号５－①－３１ １,３８５千円
（Ｒ７１９１千円） 児童家庭課

建物の老朽化、現行の設備基準への不適合といった課題が

生じている中央児童相談所について、建物の移転・新築によ

り、児童相談所に求められる機能を十分に発揮できる環境を

整備する中央児童相談所の移転・新築による整備を行う。

○現在の中央児童相談所
改築 昭和４７年４月１日（築５３年）

敷地面積 １，２３５㎡
延べ床面積 １，８０２㎡
保護所定員 １２人

○新たな中央児童相談所の移転候補地と規模
建設予定地 福島市黒岩字田部屋５３番地５ （現青少年会館跡地）
敷地面積 約９，７６２㎡
構造・規模 木質化を取り入れ、基本設計の中で検討。

事業内容 事業イメージ

（新）中央児童相談所整備事業 １，３８５千円

○移転先候補地の測量
○公募型プロポーザルの実施

こどもの
最善の利益

こどもが安
全・安心に過
ごせる
一時保護所

周辺環境と調
和し、地域と
共存する
児童相談所

誰でも使いや
すく、快適で
機能的な
児童相談所

災害時にも継
続して対応が
できる
児童相談所

環境に配慮し、
持続的に活用
できる

児童相談所
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４－１ 地域共生社会構築支援事業
社会福祉課３，１２１千円

（R7 6,962千円）

事業内容
背景・目的・概要

重点番号 ５－④－１６

地域住民が抱える課題が複雑化・複合化する中、従来の支援
体制では狭間のニーズへの対応などに課題がある。例えば、一
つの世帯に複数の課題が存在している状態（8050世帯、介護と
育児のダブルケアなど）、世帯全体が孤立している状態（ごみ
屋敷など）などが挙げられる。このため、市町村において属性
を問わない包括的な支援体制を構築できるように支援を行うと
ともに、人とのつながりを実感できる地域づくりの推進を行
う。

（１）包括的な支援体制の整備のための多機関協働地区
ワークショップの開催（計３回）

（２）市町村・市町村社協へのアドバイザー派遣（１０市町
村）

（３）調整員の配置

地域共生社会の構築

事業イメージ・実施状況

誰もが生き生き暮らせる地域づくり
・世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの
暮らしと生きがい、地域をともに創る。

・人と人との「つながり」を実感できる地域づくり

実施主体：市町村
・令和４年度から実施：福島市、須賀川市
・令和６年度から実施：郡山市、川俣町
・令和７年度から実施：いわき市、会津若松市
・令和８年度から実施：喜多方市、三春町

包括的な支援体制の整備
（重層的支援体制整備事業等）の実施状況

令和７年４月１日現在
・策定済：４９市町村（７年度策定８市町村）
・未策定：１０市町村
・策定率：８３．0％（全国平均８７．５％）

市町村地域福祉計画の策定状況

・市町村による包括的な支援体制の整備
・市町村による市町村地域福祉計画の策定

１ 包括的な支援体制の整備推進事業 2,171,000円
（県社協委託）

市町村の包括的な支援体制の整備構築のために、多機関協
働各地区ワークショップを開催する。また、包括的な支援体
制の整備の理解促進のため、各市町村にアドバイザーを派遣
するなど市町村等の支援者支援を行う。

国庫補助名：生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
補 助 率：国３／４、県１／４

（１）県が策定している地域福祉支援計画の改定年度である
ことから、地域福祉支援計画策定委員会を設置し、改
定作業を行う。（国庫補助対象外）

（２）包括的な支援体制の整備のため、市町村に訪問し、地
域福祉計画の策定、改定の助言、指導及び、包括的な
支援体制の整備にむけた市町村への助言、指導を行う。

２ 地域共生社会推進事業 950,000円（県直営）
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４－２ 日常生活自立支援事業
社会福祉課

７３，６８６千円
（Ｒ７ ７１，７６６千円）

事業イメージ事業内容

重点番号５－④－９

目的

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等のうち判断能
力が不十分な者が地域において自立した生活が送れるようにする
ために、福祉サービス利用援助、当該事業に従事する者の資質の
向上のための事業並びに福祉サービス利用援助事業に関する普
及及び啓発を行う事業を実施する。

概要

認知症高齢者の方、障がいをもっている方も住み慣れた
地域で安心して、自立した生活を送れる社会の実現

日常生活自立支援事業
１）福祉サービス利用援助（福祉サービスの利用に関する援助、日常

的金銭管理、書類等の預かり、定期的な訪問による生活変化の把
握）等の援助（令和７年３月末、実利用件数６９９件）

２）福祉サービス利用援助事業に従事する者の資質向上のための事業
３）福祉サービス利用援助事業の普及及び啓発

・認知症高齢者や知的・精神障がい者など判断能力が
不十分で日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情
報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うこと
が困難な者を対象。
・本事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認
められる者

日常生活自立支援事業
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４－３ 避難者見守り活動支援事業
社会福祉課５９０，１６９千円

（R7 645,478千円）

事業内容

背景・目的

概要

重点番号 ３－④－３

東日本大震災の被災地及び被災地からの避難者を
受け入れている地域において、相談員を配置するな
ど、「被災者等のニーズ把握及び孤立防止のための
支援」、「地域の支援体制の構築」、「関係者間の
総合調整」等を行う。

①広域分
被災高齢者等のニーズ把握及び孤立防止のため、

「生活支援相談員」等を県内広域に配置し、被災者
の見守り、住民交流の場の提供等に必要な経費を補
助する。
補助先 （社福）福島県社会福祉協議会
補助率 １０／１０（国庫）
補助対象事業費 ５８９，６８３千円

②（一部新）県直営分
市町村及び市町村社協と意見交換の場を開催し、

事業内容の精査・方針の検討を行う。
事業調整会議に係る旅費、需用費、役務費、使用

料賃借料を計上する。
補助率 １０／１０（国庫）
補助対象事業費 ４８６千円

事業イメージ
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高齢者見守り等ネットワークづくり支援事業 高齢福祉課１５２，０３３千円
（R7 161,513千円）

事業イメージ事業内容

事業概要

避難指示解除区域に居住する高齢者等が孤立したり、
生活機能の低下を招いたりすることがないよう、相談、介護、
生活支援等の体制づくりを推進する。

目的

避難指示解除区域高齢者等生活支援事業

避難指示解除区域の市町村に居住する高齢者等が安心して
生活できるよう、高齢者等サポート拠点の設置・運営等を支援す
る。（市町村補助）

【R８年度実施予定市町村
富岡町、浪江町、葛尾村、飯舘村、大熊町】

避難指示解除区域内高齢者等サポート拠点

避難指示解除区域の市町村に居住する高齢者等の見守り、孤
立化の防止、生活機能低下の防止など在宅生活の支援を行い、さ
らなる住民帰還の促進を支援する。

【事業内容】
総合相談、地域交流サロン、訪問見守り活動、配食サービス等

重点番号１－①－５
４-４ 高齢者見守り等ネットワークづくり支援事業

県 補助事業 市町村 委託事業
町村社会福祉協議会

社会福祉法人

避難指示解除区域内高齢者等サポート拠点一覧（令和７年４月１日現在）

市町村 名　　　称 所在地

富岡町 トータルサポートセンターとみおか 富岡町大字本岡字王塚36番地

浪江町 浪江町社協サポートセンター 浪江町大字権現堂字矢沢町6-1

葛尾村 葛尾村サポートセンター 葛尾村大字落合字菅ノ又6-1

飯舘村 飯舘村サポートセンターつながっぺ 飯舘村大字伊丹沢字山田380

大熊町 大熊町サポートセンター 大熊町大字大川原字南平1920-1
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目的

概要

東日本大震災及び原子力災害により高いストレス状態にある県民の心の
ケアを実施するため、心のケアの専門職による訪問活動や健康教育等を実
施し、精神疾患の発症予防や早期発見を図る。

心のケアセンターを県内各４カ所に設置し、被災者に対する地域精神保
健活動のための拠点とする。
県外では、避難者の多い県を中心に心のケアが実施できる団体へ委託し、

相談窓口の開設や戸別訪問等、地域のニーズに合った事業を展開すること
で、県外の心のケアの充実を図る。

（１）被災者の心のケア事業
・ふくしま心のケアセンターの設置
委託先：(一社)福島県精神保健福祉協会
設置状況：総務部、企画支援部

避難者支援センター（２）
避難地域支援センター（２）

活動職種：精神保健福祉士、臨床心理士、
作業療法士、看護師等

事業

（２）県外避難者の心のケア事業
・県外避難者の心のケア
委託先：５都県の公認心理師

協会等へ委託
・県外避難者の心のケア訪問事業
避難元市町村の依頼等を基に、看
護師等の有資格者が避難者宅を戸
別訪問し、心の問題がある場合は、
避難先の社会資源につなぐ等の心
のケアの支援を行う。支援情報は、
避難元市町村にフィードバックす
る。
委託先：(一社)日本精神科看護協

会等

４-５ 被災者の心のケア事業
障がい福祉課５６５，２０９千円

（R7 567,441千円）

事業内容 県内拠点
事業イメージ

県外避難者の心のケア
委託先

各拠点等が支援

県内被災者

５箇所
・山形県精神保健福祉士協会
・(一社)千葉県公認心理師協会
・(一社)東京公認心理師協会
・(特非)神奈川県ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽｻﾎﾟｰﾄ協会
・新潟県精神保健福祉協会

避難元市町村支援情報の
フィードバック

県外避難者

戸別訪問

心の問題等がある場合
地域の社会資源につなぐ

訪問による相談事業

(一社)日本精神科
看護協会等

重点番号３－④－５
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４-６自殺対策緊急強化事業
障がい福祉課９２，８８０千円

(R７ 89,922千円)

事業イメージ事業内容

本県の自殺率は全国と比較し依然高い状況が続いており、令和5年の
自殺死亡率は全国ワースト3位である。

追い込まれた人に対する相談支援体制の整備や人材育成、自殺対策に
関係する民間団体の活動支援のほか、悩みや心の問題を抱える人を積極
的に見つけ出しケアにつなげることにより、地域における自殺対策の強
化を図り、自殺者数の減少につなげることを目的とする。

○自殺者数 H30：364名 R元：333名 R2：357名 R3：336名
R４：345名 R5 ：354名

自殺対策に係る普及啓発、人材育成や市町村自殺対策事業への支援、
民間団体が行う事業への補助、自殺対策推進センターの運営の強化、
SNS等による相談受付を実施するとともに、「こども・若者の自殺危機
対応チーム事業」等により若年層及びその家庭への自殺対策を強化する。

重点番号 ５－②－５

条件（対象者・対象行為・補助率等）

・市町村が行う人材育成、自殺対策事業への補助 １/2、2/3
・自殺予防関連に係る事業を行う民間団体への補助 定額

背景・目的

概要

普及啓発活動
自殺対策普及啓発物品配布、
パンフレット作成等

人材育成事業
ゲートキーパー養成、
支援者向け研修会等

民間団体への補助事業
自殺問題に取り組む団体への補
助

市町村自殺対策緊急強化
支援事業
市町村の自殺対策事業への補助

対面型相談支援事業
うつ病家族、自殺未遂者支援

自殺対策推進センター運営事業
市町村等への助言や情報提供、
地域の自殺対策関係者への研修

ＳＮＳ等を活用した相談対応事業
LINEによる相談対応、検索連動広
告を活用した相談対応

学校における自殺予防講習の拡充
保健所保健師等による学校での自
殺予防講習の実施

こども・若者の自死リスク
対応チーム事業
学校等での対応が困難な、自殺未
遂等緊急案件の対応支援

こどものメンタル支援コーディ
ネーター配置
子ども食堂等との連携により支援
のニーズを探る
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重点番号１－①－４
４－７ 被災地介護サービス提供体制再構築支援事業

社会福祉課
高齢福祉課

１９１，３８５千円
（R7 215,732千円）

事業イメージ事業内容

概 要

○避難指示解除区域に住民が安心して帰還するためには、介護提供体制の整
備が不可欠

○相双地域等で著しく不足する介護人材の確保を加速化するため、介護施設へ
の就労希望者に対する支援や応援職員の確保支援を実施する

○さらに、人材確保策が効果を発揮するまでの間、避難指示解除区域等の介護
施設（入所施設・訪問系居宅サービス事業所）への運営支援を行う

（１）被災地福祉・介護人材確保支援事業
・就職準備金等の貸与、新規採用職員及び中堅職員への就職支援金の
交付、介護福祉士養成施設への通学費等の貸与等を行う。

（２）被災地介護施設再開等支援事業
・県内外の介護施設から避難指示解除区域等の介護施設へ応援を行う場
合、応援先及び応援元施設の経費に対して支援を行う。

（３）被災地介護施設運営支援事業
・避難指示解除区域等で再開、運営している介護施設に対し、運営費の補
助を行う。

（４）被災地訪問サービス運営支援事業
・避難指示解除区域等で訪問サービスを実施する事業所に対し、運営費の
補助を行う。

背景・目的 （１）－１ 就職準備金等の貸与 47,799千円

（２）職員の応援に対する支援 63,295千円

（４）運営支援（訪問サービス） 9,960千円

（３）運営支援（介護施設） 51,996千円

県
（福島県老人福祉
施設協議会）

補助 応援先（避難指示解除区域等の介護施設）
応援元（県内外の介護施設）

県
（福島県社会福祉
協議会）

貸付 県外の者、避難地域からの避難者で
相双地域等の介護施設に就労予定者

県
補助 避難指示解除区域等で

訪問サービスを実施する事業所

県
補助 避難指示解除区域等で

再開、運営している介護施設

（１）－３ 介護福祉士養成施設等への通学費等の貸与 3,335千円

県
（福島県社会福祉
協議会）

貸付 相双地域等から県内外の介護福祉士養成
施設に進学した学生

（１）－２ 新規採用職員・中堅介護職員就職支援金の交付 15,000千円

県
（福島県社会福祉
協議会）

交付 相双地域等の施設等で６か月以上就労
した者
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事業内容
背景・目的・概要

慢性的な介護人材の不足が続く中、令和12年度までに約3,300人の介護人材を確保
する必要がある。
特に新規学卒者等の若い人材の確保が、介護施設の安定的な運営に不可欠なため、

主に10代・20代の若年層への介護の仕事の魅力発信を更に強化する必要がある。
このため、WEBやSNSによる積極的な発信を行うとともに、介護未経験者等を対

象とした有償ボランティアのマッチング、高校での出前講座、親子向け介護イベン
トを実施することにより、介護の職場を体験等により知る機会を提供する。

介護人材不足を解消することにより、介護サービス提供
体制の安定化を図り、高齢者を始めとした全ての県民が
安心して暮らせる社会を創る

以下の事業により介護の仕事の魅力を伝え、人材を確保する。

◆（新）介護のしごとポータルサイト制作事業 （対象：若年層）
介護の仕事に関する情報をワンストップで入手できるポータルサイトを開設する。

◆（新）介護のしごとの魅力を伝えるSNS発信事業（対象：若年層）
介護福祉士養成施設への入学や介護職への進路選択を促すため、高校生等をターゲットと
した介護の仕事の魅力を伝えるショート動画等を制作し、 Instagram等 SNSを通して発信
する。また、介護施設向けInstagram発信セミナーを開催する。
◆（新）介護の有償ボランティアマッチング支援事業（対象：中高生等の若年層及び介護未
経験者）
県内市町村と連携して介護の仕事に興味を持った若年層と介護施設とのマッチングを支援

し、有償ボランティアの体験を通して介護の職場を知る機会を提供する。
◆介護のしごとマッチング及び働きやすい職場PR事業（対象：若年層の求職者
介護の仕事に興味を持った若年層が気軽に求人情報等にアクセスできるサイトを運営する。

◆介護のしごとキャリア教育事業（対象：高校生）
意欲に満ちた又は即戦力となる介護人材を確保するため、若手介護職員や介護の魅力を全
国に発信している方を高校に派遣し、介護の仕事の魅力ややりがい等を伝え、介護福祉士養
成施設への入学や介護職への進路選択を促す。
◆かいごの理解促進事業（対象：小学生とその保護者）
介護の仕事に対する理解を促進するため、小学生親子を対象に「謎解き」等ゲームの要素
を加えた高齢者及び介護の仕事に関する体験型イベントを行う。

重点番号３－①ー３

４-８（新）｢見る。知る。探す。｣介護のしごと魅力発見事業
社会福祉課６０,９９３千円

（R7： 0千円）

福祉・介護人材
の不足

人材育成・定着人材確保魅力発信★

介護に関心が薄い若年層へのアプローチ

｢見る。知る。探す。｣介護のしごと魅力発見事業

（新）介護のしごと
ポータルサイト制作事業

事業イメージ

介護のしごとマッチング
及び働きやすい職場PR事業

（新）介護の有償ボランティア
マッチング支援事業

（新）介護のしごとの
魅力を伝えるSNS発信事業

見る

知る

かいごの理解促進事業
介護のしごと
キャリア教育事業

探す

探す

知る 知る
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事業イメージ事業内容

背景・目的

主な事業の概要

介護の職場見学会の実施や、人材育成等に取り組む介護事業
者を認証評価することなどにより、福祉・介護のイメージアッ
プを図る。

介護人材不足を解消することにより、介護サービス
提供体制の安定化を図り、高齢者を始めとした全て
の県民が安心して暮らせる社会を創る

福祉・介護人材
の不足

人材マッチング

人材育成

人材定着
人材確保

イメージ
アップ

以下の事業により介護の仕事の魅力を伝え、理解を促進する。

◇介護の職場見学会
◇小学５年生を対象とした介護
の仕事を紹介する冊子の
作成・配付

◇介護事業者認証評価制度

介護事業者認証評価制度事業
介護事業者の人材育成や人材確保に向けた取組の「見

える化」を図り、働きやすい環境整備、業界全体の取組
のレベルアップとボトムアップを推進するとともに、介
護職志望者の参入や介護職員の離職防止、定着を促進し、
介護業界のイメージアップを図る。

重点番号５－④－１０
４-９ 福祉・介護人材プロジェクト（イメージアップ事業）

社会福祉課２４，４３５千円
（R7 20,861千円）

概要
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事業イメージ事業内容

背景・目的

主な事業の概要

福祉・介護の合同就職説明会やハローワークでの出前相談等
を実施することにより、介護事業者と求職者のマッチングを図
る。

介護人材不足を解消することにより、介護サービス
提供体制の安定化を図り、高齢者を始めとした全て
の県民が安心して暮らせる社会を創る

福祉・介護人材
の不足

人材
マッチング

人材育成

人材定着
人材確保

イメージ
アップ

以下の事業により求職者と介護事業者のマッチングを図る。

◇ハローワーク等での
相談支援

◇合同就職説明会

◇就職者向け広報

◇介護施設等への求職者情報
の提供

◇介護事業者における採用力
強化セミナー

◇ ハローワーク等での相談支援
就労支援セミナー、相談会等の実施

◇ 合同就職説明会
福祉の職場合同就職説明会の実施

◇ 求職者向け広報
施設情報ウェブサイトの運営・ＷＥＢ版就職活動ハンド
ブックの作成

◇ 介護施設等への求職者情報の提供
◇ 介護事業者における採用力強化セミナーの開催

重点番号５－④－１１
４-１０ 福祉・介護人材プロジェクト（マッチング事業）

社会福祉課４６，０２２千円
（R7 45,578千円）

概要
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事業イメージ事業内容

背景・目的

概要

介護に関する入門的研修や県立高校普通科における特色のあ
るコース制導入校の生徒に対する介護の出前講座等を実施する
ことにより、福祉・介護人材の確保を図る。

福祉・介護人材
の不足

人材マッチング

人材育成

人材定着
人材確保

イメージ
アップ

以下の事業により福祉・介護人材の確保を図る。

◇県北・会津地方介護人材
確保対策事業

◇福祉の将来を担う人材育成
事業

◇介護に関する入門的研修
の実施事業

◇介護助手等普及推進事業

◇介護助手等普及推進事業
地域の元気な高齢者や主婦の方などを介護助手として採用

し補助業務を任せることで、介護職員の負担軽減と専門的な
介護業務に専念できる環境を作る。

◇福祉の将来を担う人材の育成事業
県立高校普通科における特色あるコース制（福祉コース）

を導入している高校の生徒を対象に介護の仕事に関する講演
会や施設見学会を実施する。

◇県北・会津地方介護人材確保対策事業
県北・会津地方から県内の介護福祉士養成施設に進学した

学生に対する通学費等の貸与を行う。

主な事業の概要

社会福祉課26,556千円
（R７ 25,556千円）

重点番号５－④－１２
４-１１ 福祉・介護人材プロジェクト（人材確保事業）

介護人材不足を解消することにより、介護サービス提供
体制の安定化を図り、高齢者を始めとした全ての県民が
安心して暮らせる社会を創る
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重点番号５－④－１３
４-１２ 福祉・介護人材プロジェクト（外国人人材確保）

事業イメージ事業内容

背景・目的

概要

外国人介護留学生に対する奨学金支給や外国人介護人材との
コミュニケーション促進等に取り組む事業者への補助を行うと
ともに、外国人介護人材や受入れ施設職員等を対象とした研修
会等を実施するなど、受入れ環境を整備することにより、外国
人介護人材の確保を図る

介護人材不足を解消することにより、介護サービス提供
体制の安定化を図り、高齢者を始めとした全ての県民が
安心して暮らせる社会を創る

福祉・介護人
材

の不足

人材マッチング

人材育成

人材定着
人材確保

イメージ
アップ

※福祉・介護人材プロジェクト（人材確保事業）からの組換え

◇外国人介護人材受入
環境整備事業

◇外国人介護福祉士候補者
受入施設学習支援事業

◇外国人介護人材受入環境整備事業
・外国人介護留学生受入事業者に対する奨学金等支援
・外国人介護人材受入れ施設等環境整備事業支援
・特定技能外国人と受入介護施設等とのマッチング支援
・外国人介護人材受入れに係る研修事業
・外国人介護人材サポート事業

◇外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業
経済連携協定（EPA)に基づき受け入れた外国人介護福祉

士候補者への学習支援

主な事業の概要

社会福祉課５１，５３１千円
（R７ ３８，３３１千円）

以下の事業により福祉・介護人材の確保を図る。

-99-



事業イメージ事業内容

背景・目的

主な事業の概要

学生を対象とした介護職員初任者研修や新任介護職員を対象と
した介護技術の向上を図る研修等を実施することにより、福祉・
介護人材の育成を図る。

深刻な福祉・介護人材不足を解消し、高齢者や
障がいのある方が安心して暮らせる社会を創る。

福祉・介護人材
の不足

人材マッチング

人材育成
人材定着 人材確保

イメージ
アップ

以下の事業により介護の人材の育成を図る。

◇市町村等介護職員初任者
研修及び実務者研修補助
事業

◇学生向け介護職員初任者
研修資格取得支援事業

◇新任介護職員研修事業

◇市町村等介護職員初任者研修及び実務者研修補助事業
介護職員初任者研修等を行う市町村等に対し補助を行う。

◇学生向け介護職員初任者研修資格取得支援事業
県内の介護施設等に就職を希望する学生を対象に介護
職員初任者研修を行う。

◇新任介護職員研修事業
離職率の高い就労後３年未満の職員に対し実践的な介護
スキルや身体負担の軽減につながる研修への支援を行う。

重点番号５－④－１４
４-１３ 福祉・介護人材プロジェクト（人材育成事業）

社会福祉課４９，４４７千円
（R7 51,696千円）

概要
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事業イメージ事業内容

背景・目的

主な事業の概要

優秀な職員を表彰する「キラリふくしま介護賞」や新任職員
を激励する「福祉・介護職員のつどい」等を実施することによ
り、福祉・介護人材の定着を図る。

介護人材不足を解消することにより、介護サービス提供
体制の安定化を図り、高齢者を始めとした全ての県民が
安心して暮らせる社会を創る

福祉・介護人材
の不足

人材マッチング

人材育成人材定着 人材確保

イメージ
アップ

以下の事業により福祉・介護人材の定着を図る。

◇福祉・介護職員のつどい ◇キラリふくしま介護賞

◇福祉・介護職員のつどい
新たに就職した介護職員を一堂に集め、知事から激励の言葉を贈る

とともに、先輩職員との交流を図る。
◇キラリふくしま介護賞

優秀な介護職員並びに労働環境及び処遇改善等に優れた介護施設等
を表彰する。

重点番号５－④ー１５
４-１４ 福祉・介護人材プロジェクト（人材定着事業）

社会福祉課１２，０２９千円
（R７ 11,937千円）

概要
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事業イメージ事業内容

背景・目的

少子高齢化の進行に伴う要介護者の増加や労働人口の減少により、介
護職員の確保が厳しさを増していく中、介護職員の離職防止・定着促進
を図るとともに、介護現場全体の人材不足を補うため、生産性向上に資
するＩＣＴ等を活用した業務効率化に取り組む。

１ 福島県介護ロボット普及促進事業
実証段階の県産介護ロボットと介護現場のマッチングや、製品化
済みの県産介護ロボットの普及啓発、導入補助を行う。
（補助率３／４）

２ ICT等活用による業務改善支援事業
介護事業所に対して介護テクノロジー導入経費・業務改善経費の
補助を行う。（補助率３／４）

３ 介護生産性向上総合相談センター事業
介護事業所が抱える個々の課題に対応するワンストップ型相談窓

口の運営や、県が実施する各種取組の進捗管理及び取組成果の評価
を行うための「介護現場革新会議」の設置・運営を行う。
４（新）ふくしま介護テクノロジー導入モデル事業

地域における複数の介護事業所に対してテクノロジーの導入やデ
ジタル人材育成の研修を実施し、地域のモデルとなる施設を育成す
るとともに、モデル地域による好事例の横展開を通じて、生産性向
上の取組に対して面的な支援を行う。（補助率１０／１０）

概要

効果① 介護職員の労働負担軽減・労働環境改善による介護人材の
離職防止
福島県産介護ロボットの普及による、県内ロボット産業の
活性化効果②

福島県
○事業全体の統括、進捗管理
○ICT等活用による業務改善支援事業等、
補助事業を実施

〇介護現場革新会議の開催

ふくしま医療機器産業
推進機構

○福島県介護ロボット
普及促進事業

・ロボットの無償貸与
・現場と企業の
マッチング

・普及啓発等
○介護生産性向上総合
相談センター事業

・相談対応
・事業所へ専門家派遣
・研修会の開催
・好事例の横展開

高齢福祉課530,148千円
（R7 418,604千円）

コンサルティング
会社

○(新)ふくしま介護
テクノロジー導入
モデル事業

委託

重点番号６-①-１８
４-１５（一部新） ICT等を活用した介護現場生産性向上支援事業
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背景・目的

条件（対象者・対象行為・補助率等）

県
委嘱 コーディ

ネーター

障がい者支援施設からの地域移行を進めるため、地域生活移行促進コーディネー
ターを障がい者支援施設へ派遣する。
地域生活移行促進コーディネーターは、障がい者支援施設を訪問して、現状把握

や課題整理を行い、障がい者支援施設及び関係機関等と連携して地域移行を促進す
る。
１ 地域生活移行促進コーディネーターの派遣
２ 専門家の派遣

概要

地域生活への移行者数については、障がい福祉計画の目標であり、新たな総合計
画の補完指標としても掲げられている。第６期福島県障がい福祉計画（令和３年度
～５年度）では、１２０人を障害者支援施設から地域へ移行する目標であったが、
移行実績は３８名に留まっている。第７期福島県障がい福祉計画（令和６年度～８
年度）では、施設入所者の高齢化・重度化の状況やこれまでの地域生活への移行実
績を考慮して６０人を目標としているが、施設の努力に任せるだけでなく、地域自
立支援協議会等との連携を図りながら地域生活移行を積極的に進めていく必要があ
る。

訪問支援

入所施設

重点番号５－④－１９
障がい福祉課２,１８６千円

（R7 2,266千円）

事業内容 事業イメージ

４-16 広域的支援事業

 

連　携

　

                 

　

令和６年度　地域生活移行支援事業の全体図

　　　　

地域生活移行促進コーディネーター事業

コーディネーター

（地域生活支援部会委員、専門家等）

県自立支援協議会
児童家庭課

運営委員会

市町村

地域自立支援協議会の活性化

基幹相談支援センター立ち上げ

地域生活支援拠点等整備 他

地域移行支援事業所

強度行動障がい等対応地域移行支援計画の策定

地域移行支援計画の策定

障がい者支援施設

グループホームの整備
圏域連絡会

子ども

部会

指導・助言

障がい福祉課

各保健福祉事務所

地域生活

支援部会

訪問・相談・助言

共同生活援助事業所

協議の場

連 携

連 携

各保健福祉圏域

各地域自立支援協議会

専門家 ： 医師、理学療法士、作業療法士、

精神保健福祉士、相談支援専門員、臨床心

理士、生活支援員、サービス管理責任者等

連

携

市町村

就労支

援機関民生

委員

基幹相談支

援センター

サービス

事業所

医療機関 障がい者

その他
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１ 事業の目的
東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故の影

響により、精神科病院から県内外の病院への避難転院を余儀
なくされた患者が、適切な病院に再転院できるよう調整を行
うとともに、退院可能な者について積極的に地域移行を進め
ることで、本人が希望する場所での生活の安定を図ることを
目的とする。

２ 概要
（１）転退院調整

県内外に避難転院している患者の本県への帰還、地域移行
を促進するため、転退院調整コーディネーターを配置し、患
者の意向確認、症状等を踏まえた転退院調整を行う。

（２）現況調査
県内外避難転院先医療機関に対し、毎年度７月末時点にお

ける患者の状況等について調査を行う。
（３）懸案事項

病状不安等や退院先の希望の不一致等により帰還が進まな
い。

精神科病院入院患者地域移行マッチング事業
障がい福祉課

事業イメージ

県
内
外
の
精
神
科
病
院

転退院調整
コーディ
ネーター

県内
精神科病院

☆転退院調整
☆現況調査

相談支援事業
者等

ピアサポーター アドバイザー

事業内容

４-１７ 精神科病院入院患者地域移行マッチング事業
６，９３８千円
（R7 6,887千円）

重点番号３－④－４
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４-１８ 精神障がい者アウトリーチ推進事業
障がい福祉課６６,４７５千円

（R7 66,387千円）

事業イメージ事業内容

２ 概要
居宅生活を送る精神障がい者のうち、

未受診、受療中断等、自らの意思によ
り受診できず、日常生活上の危機が生
じている方に対して、地域生活が継続
可能となるように危機介入や包括支援
を実施する。
また、県内の精神障がい者を各圏域

の支援者が適切に支援できるようアウ
トリーチチームがアセンスメントや
スーパーバイズ等を行う。

１ 事業の目的
東日本大震災及び東京電力福島第一

原子力発電所事故の影響により、相双
地域の精神科病床が減少したことから、
精神科医療の機能を補完し、精神障が
い者の地域生活支援体制を強化するた
め、アウトリーチチームを設置する。
また、県内の精神障がい者のうち受

療中断等で支援困難なケースとなって
も適切な医療につなぐことを目的とす
る。

重点番号３－④－２５

重点番号５－④－１８
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事業イメージ事業内容

【目的】
農業分野での障がい者の就労に

対する農業サイドにおける認知度
向上を図り、障がい者の活躍の場
を創出するとともに、農福連携の
特色を生かした障がい者施設商品
の付加価値向上を図る。

【概要】
福島県授産事業振興会にコーディ
ネーターを配置し、以下の取組を
行う。

【委託内容】
①障がい者と農家のマッチング支援
②ノウフクマルシェの開催
③販売用カタログ、周知用パンフ
レットの作成

④農業者等への研修会の実施

担い手の派遣

農業技術を指導
直営店舗

カフェ

食品加工

直営農園

袋詰め等

規格外野菜等の仕入

野菜等の仕入

軽作業の発注

働

く

障

が

い

者

【就労継続支援Ｂ型事業所】福

農家
ＪＡ等

保健福祉部
（障がい福祉課）

・協議会の設置と運営
・農業求人サイトの活用推進
・農業者向け雇用等に関する
研修
・障がい者や特別支援学校を対
象とした農業研修・体験

農林水産部参画・情報共有

農

福島県授産事業振興会
コーディネーター
ワンストップ窓口

マッチング

農業労働力確保・調整協議会・働く障がい者の工賃向上・障がい者の社会参加の促進と自立・地域生活の充実

どう接すればいいの？
何ができるの？
近くに事業所はある？マルシェの開催

重点番号５－④－１７ 8,493千円
（R7 10,256千円） 障がい福祉課

４-１９ （一部新）授産振興対策事業（農福連携支援事業）

強

化

民間企業や
行政へ農福連
携の取り組み
の周知を行う。

コーディネーターを中心とし
た周知・販促と研修・勉強会で、
農福連携を強化する。

農福連携製品のカタログ販売

・障がい者の活躍の
場の創出
・農業サイドの認知
度の向上
（農業者への研修会
の実施や、県内の
自治体及び事業所
と合同で農福連携
について学び連携
促進につなげる。）
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事業イメージ事業内容

１

２

３

４

５

６

支援体制整備事業 2,214千円
困難な問題を抱える女性に適切な支援を提供するための体制

整備を図るため、市町村等に対する会議や研修の開催、広報啓
発等を行う。

民間団体支援強化・推進事業 1,314 千円
女性支援を担う民間団体の育成や支援団体立ち上げ時の環境

整備に係る経費について支援する。

福島県民間団体活動支援事業 10,000千円
一時保護を行うシェルターをはじめ、相談受付や居場所の提

供など、民間団体における困難な問題を抱える女性の受入体制
を強化するための先進的な取組に対する経費について補助金を
交付する。

女性相談支援員活動強化事業 21,690 千円
保健福祉事務所に、相談対応や関係機関との連絡調整等の業

務を中心に行う女性相談支援員を配置する。

要保護女子等の移送費 60 千円
ＤＶセンターの女性相談支援員等が、一時保護を要する女性

等を一時保護所に移送する。

女性のための相談支援センターＩＣＴ化推進事業 131 千円
女性のための相談支援センターにおけるＩＣＴ化を推進し、

業務の効率化及び負担軽減を図る。

女性の人権が尊重され、女性が安心かつ自立して暮らせる社会の実現

４－２０ 困難な問題を抱える女性への支援体制構築事業

重点番号５－①－３３ ３５,４０９千円
（Ｒ７ 34,932千円） 児童家庭課
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事業内容 事業イメージ

子どもを守ろう！見守りサポーター養成事業 ５，９１０千円子どもを守ろう！見守りサポーター養成事業 ５，９１０千円

こどもの巣立ち見守り事業（生活・就労相談） ６，９９０千円こどもの巣立ち見守り事業（生活・就労相談） ６，９９０千円

未成年後見人報酬等補助事業 ４，３００千円未成年後見人報酬等補助事業 ４，３００千円

自立援助ホーム体制強化事業 １２，９６０千円自立援助ホーム体制強化事業 １２，９６０千円

児童虐待の予防活動のほか、里親等から自立する子どもが安心して社会に
巣立つことができるよう、相談体制の充実・強化等を図る。

児童家庭支援センター運営事業 ６７，６３２千円児童家庭支援センター運営事業 ６７，６３２千円

子どもを守ろう！見
守りサポーター養成
事業

子どもを守ろう！見
守りサポーター養成
事業

自立援助ホーム
体制強化事業
自立援助ホーム
体制強化事業

こどもの巣立ち見守
り事業（生活相談）
こどもの巣立ち見守
り事業（生活相談）

児童家庭支援
センター運営事業
児童家庭支援
センター運営事業

虐
待
の
リ
ス
ク

低

高

支
援
の
手
厚
さ

児
童
虐
待
の
予
防

児
童
の
保
護
・

自
立
支
援
の
体
制
強
化

児
童
相
談
所

大人に対して、体罰によらない子育ての必要性や子どもを日頃の生活の中で見守
る方法を伝え、子どもに対して、自らの権利や周囲の大人に助けを求める方法を
学ぶプログラムを実施する。

心理療法を担当する職員等による専門的な相談支援を実施する児童家庭支援セン
ターを運営する法人に対して補助する。

里親や児童養護施設等で生活するこどもたちが、自立後もつながりをもって、安
心して社会的自立をはたすことができるよう、自立に向けた早期の支援や自立後
の相談支援を実施する。

家庭での養育が困難なこどもが住居し、就労など、自立のために支援を行う自立
援助ホームに対して、安心してこどもが社会に自立していくことができるよう、
職員体制の強化を図る。

児童福祉施設等職員資質向上事業 ５，７８４千円児童福祉施設等職員資質向上事業 ５，７８４千円

児童福祉施設等入所児童の養育の充実のため、児童養護施設等が該当施設職員の
資質向上にかかる研修参加に要する費用を補助する。

児童福祉施設等
職員資質向上事業
児童福祉施設等
職員資質向上事業

未成年後見人報酬
等補助事業
未成年後見人報酬
等補助事業

親権を行う者がいない児童等について、児童相談所長が家庭裁判所に対して請求
し選任された未成年後見人に支払う報酬等の全部又は一部を補助することにより
未成年後見人の確保を図るとともに児童等の日常生活の支援や福祉の向上を図る。

４－２１ こどもの見守り・自立応援事業

重点番号５－①－３６
１０３,５７６千円
（R7 88,344千円） 児童家庭課
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事業内容 事業イメージ

・機能・体制の
強化
・職員の専門性
の向上

児童
相談所

県
民
へ
の
広
報
（
児
童
虐
待
へ
の
理
解
・
普
及
啓
発
）

児童虐待防止・
対応等への研修

教職員
保育従事
者

要保護児童対策
地域協議会等へ
の支援

市町村

虐
待
か
ら
子
ど
も
を
守
る
連
絡
会
議
（
関
係
機
関
と
連
携
強
化
）

低

高

子どもの
リスク

児
童
相
談
所
の
支
援
の
強
化

（
広
域
的
・
専
門
的
相
談
）

市
町
村
等
の
支
援
の
強
化

（
地
域
の
関
係
機
関
の
連
携
に
よ
る
支
援
）

児
童
虐
待
重
大
事
案
の
検
証児童虐待防止普及啓発事業 １，１００千円

児童虐待ケース対策研修事業 １３３千円

○児童相談所職員の児童虐待ケース対策の強化を
目的とした研修の実施
・サインズオブセーフティアプローチ研修
・事例検討研修 等

市町村虐待対応強化支援事業 １，７２９千円

○市町村の虐待対応強化のための支援
・市町村活動支援
・市町村要保護児童対策地域協議会支援講習会
・市町村要保護児童対策調整機関の調整担当者研修
・市町村要保護児童対策地域協議会支援専門員によ
る支援（弁護士、精神科医、大学教授等）

児童虐待ケース対応強化事業 ４，１２７千円

○児童虐待対応専門員の配置（弁護士、精神科医、
大学教授等）

○精神科医によるカウンセリング

虐待から子どもを守る連絡会議の設置
１４６千円

○関係機関・団体による情報交換等
○実施回数 年１回
○構成機関 ２６機関・団体

（教育・医療・法律・警察・福祉等）

児童虐待対応相談員配置事業 ７，６９１千円

○司法による介入の観点からの対応のノウハウを有
する警察ＯＢを児童虐待対応相談員として配置す
ることにより、児童虐待対応の体制及び警察との
連携を強化する。

○オレンジリボン・虐待防止推進キャンペーン
（１１月）を中心とした オレンジリボン運動
の啓発グッズ等の配布

学校等との連携強化事業 １５，７７７千円

○教職員・保育従事者等に対する児童虐待防止や
実際の対応等に関する研修の実施

○一時保護所への学習指導協力員の配置

児童虐待の未然防止及び迅速かつ適切な対応に向けて、関係機関の連携強化、児童
相談所の専門性向上、市町村における相談体制強化への支援などを行う。

児
童
相
談
所
の
機
能
強
化
・
専
門
性
の
向
上

関
係
機
関
と
の
連
携

広
報
啓
発

体
制
強
化

市
町
村
支
援

虐
待
検
証

児童虐待調査委員会 １，３１８千円

○児童虐待防止法に基づく児童虐待重大事案の検証
のための調査委員会を設置する。

４-２２ 虐待から子どもを守る総合対策推進事業

重点番号５－①－３４
３２,０２１千円

（Ｒ７ 30,252千円） 児童家庭課
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５－１水道事業基盤強化・広域連携推進事業
食品生活衛生課１６，８４４千円

（R7 14,911千円）

事業イメージ事業内容

本県の水道の方向性を示した福島県水道ビジョン、
広域化の推進方針・これに基づく当面の具体的取組を示した
福島県広域化推進プランに基づき、
市町村等の水道事業の支援を行い、
水道事業の基盤強化・広域連携を促進する。

【水道事業技術力確保支援事業】2,818千円(うち国庫支出金1,253千円)
○経験の少ない担当者向け研修会 年２回
○中・上級者向け研修会 年２回
〇公営企業会計に関する研修 年２回 等

【水道基盤強化事業】 14,026千円(うち国庫支出金6,973千円)
○ 圏域別協議会の設置・運営
〇 圏域別協議会毎に水道広域化推進プランを踏まえた

個別具体的な広域連携方策の検討・シミュレーションの実施
○ 広域連携に係る情報の提供及び技術的支援（連携内容検討の

ための水道地図作成を含む）

情報の提供及び技術的支援

広域連携方策の検討

老朽化・耐震性不足 経営環境の悪化 人材減少・高齢化

水道事業の現状・課題

重点番号６－①－２０
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５－２ 水道水質安全確保事業
食品生活衛生課１７，１５１千円

（R7 16,854千円）

事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

東日本大震災による原子力災害に伴う本県飲料水への不安を解消す
るため、「福島県飲料水の放射性物質モニタリング検査実施計画」
に基づき、県内の水道水等の検査を実施している。
引き続き、飲料水の安全・安心確保に万全を期するため、モニタリ

ング検査を実施し、検査結果を公表していくとともに、検査精度の
確保に必要な機器の保守点検を行う。

○ゲルマニウム半導体検出装置運営経費 17,151千円(一財)
（１）県検査機関（衛生研究所及び食肉衛生検査所）での検査に係る

経費（消耗品等）

（２）ゲルマニウム半導体検出装置の保守点検経費

・ 県機関 9 台（ 衛生研究所 5 台、食肉衛生検査所 4 台 ）
・ 水道事業体 ８台

・福島地方水道用水供給企業団・郡山市上下水道局
・白河地方広域市町村圏整備組合
・会津若松市上下水道局・会津若松地方広域市町村圏整備組合
・相馬地方広域水道企業団・いわき市水道局・双葉地方水道企業団

検査頻度方部等

３回／週～１回／月浜通り
水
道
水

１回／週～１回／月県北・県中

１回／月県南

１回／３月会津・南会津

関係市町村と協議の上実施飲用井戸

○ 検査状況
水源ごとに、以下の頻度で検査を実施し、結果を県のホームページ等で公表

◇年間検査検体数（R６年度実績)
水道－4,475件 飲用井戸等－177件

○ 配備状況 台数方部等

5 台・衛生研究所

4 台・食肉衛生検査所

計8台
各1台

【 中通り 】
・福島地方水道用水供給企業団
・郡山市上下水道局
・白河地方広域市町村圏整備組合
【 会 津 】
・会津若松市上下水道局
・会津若松地方広域市町村圏整備
組合
【 浜通り 】
・相馬地方広域水道企業団
・いわき市水道局
・双葉地方水道企業団

水
道
事
業
体

R8.1.1現在

◇H23年3月検査開始以降の延べ検査検体数
（R７年12月末まで)

水道－155,068件 飲用井戸等－17,564件
◎ H23.5.3に１検体から7.0Bq/kgの放射性ｾｼｳﾑ

が検出されて以降、検出限界値未満が継続

重点番号 ３－③－１５
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〇現状・課題
・県総合計画において、ふくしまHACCPの導入率は、令和12年度までに

100%を目指すこととしている。
・令和6年度は目標値54.6%に対し、52.5%の実績であった。
・順調ではあるが、ふくしまHACCPアプリ登録数が減少に転じており、
目標達成が危ぶまれる。

・原因として、食品事業者は①高齢者の割合が高く、不慣れなアプリは
敬遠されがちであること、②ふくしまHACCPの消費者への認知度が低
く、導入の動機につながらないことが挙げられる。一方で、令和5年
度に搭載した遠隔確認機能は事業者からの評価が高く、潜在的な利用
希望者は多いと考えられる。

・また、HACCPは導入して終了ではなく、導入後のPDCAサイクルを回す
ことで機能するが、③保健所は導入推進を優先しており、導入後の
フォローを行う人的余裕がない。

①ふくしまHACCPアプリの改修
事業者からの評価の高い遠隔確認機能を含めた、ガイド機能や保健所と
のオンラインコミュニケーションツールを追加し、不慣れでも操作がで
きるようアプリを改修する。

⇒事業者・保健所職員の移動時間が削減され、業務効率化・DX推進にも資
する。

②ふくしまHACCPポータルサイト等を用いた消費者への情報発信
ふくしまHACCPポータルサイトを刷新し、アプリ登録施設が画像やコメ
ントを掲載可能とする。また、食品衛生月間に合わせて県内６保健所管
内で、ふくしまHACCPのチラシを配布し、消費者にPRする。

③ふくしまHACCP導入施設へのフォローアップ
記録・検証の実施状況確認、衛生管理計画の改善指導等を委託により実
施する。

⇒フォローアップによりPDCAサイクルの回転を促し、食中毒・不良食品の
発生件数減を目指す

19,192千円
(R7 4,392千円)

重点番号３－③－１４

５－３ 福島県産加工食品の安全・安心の確保事業

食品事業者に対し、県独自の衛生管理手法「ふくしまHACCP」の導
入を推進するとともに、導入後のフォローアップを実施することによ
り、ふくしまHACCP導入率のさらなる向上と、食中毒・不良食品発生
件数の減少を図り、県内の食の安全・安心の確立に寄与する。

〇事業内容
既存の下記３事業に加え、上記の課題解決のために、新たに①
～③の３つの事業を実施。
【既存】
・ふくしまHACCPアプリの保守管理（3,168千円）
・ふくしまHACCP導入研修会（923千円）
・国際基準CodexHACCP導入支援（299千円）
【新規】
①ふくしまHACCPアプリの改修（8,723千円）
②ふくしまHACCPポータルサイト等を用いた消費者への情報
発信（3,919千円）
③ふくしまHACCP導入施設へのフォローアップ（2,160千円）⇒HACCP導入率の推進及び食中毒・不良食品の発生件数の減少
を目指す

事業者

オンラインコミュニケーションツールにより、
事業者が施設にいながら、ふくしまHACCPの導入
等について、保健所のサポートを受けることが
できる。 保健所

事業所委託会社

事業所に立ち入りし、ふくしまHACCP
の取組状況を確認する。漏れやすい、
記録や検証の実施状況等について助言
することで、PDCAサイクルを回す。

食品生活衛生課

事業イメージ
背景・目的・概要

事業内容
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事業イメージ事業内容

背景・目的

福島第一原子力発電所事故から１４年が経過し、県産食品に含まれる放射性物質は概ね減少
傾向を示しているが、県産食品に対する国内外からの根強い不安は払拭されていないため、以
下の事業により県産加工食品の信頼性を確保し、風評払拭につなげる。
国内 ； 食品の放射性物質検査を実施することによる消費者への正確な情報発信
国外 ； 原子力災害の影響により減少した県産加工食品の輸出を回復・促進するための支援

（１）食品中の放射性物質検査 ２，160千円
県産加工食品を対象とした放射性物質検査を実施し、その結果を消費者に発信する。
ア 検体数 ： ５00検体
イ 主な対象食品
・乾燥により放射性物質が濃縮される食品（乾燥野菜、凍み餅など）
・山菜・きのこ等を原材料とする食品（乾燥山菜・きのこ、漬物など）

ウ 検査機関 ： 衛生研究所（ゲルマニウム半導体検出器による検査）
エ 検査結果の取扱い ： 毎週、県ホームページで公表
（２）輸出向けHACCP等対応施設整備事業 ３0,000千円

原子力災害の影響により減少した県産加工食品の輸出を回復・促進するため、輸出に際
して相手国から要求される第三者認証HACCP等への対応に必要な経費（施設整備等）
を補助する。
・補助先 ： 県産加工食品を輸出する県内食品事業者
中規模施設改修 ３０，０００千円×１件
・補助率 ： ½

（３）飲料水・加工食品の放射性物質検査体制の整備 ８，６３４千円
衛生研究所及び食肉衛生検査所における放射性物質検査に必要な以下の人員を確保
し、検査体制を整備する。
・検査補助に必要な人員数 ： ４名（週3日間勤務）
・事務内容 ： 検体受付、測定補助、検体回収等

重点番号３－③－１３ ４0，794千円
５－４ 食品中の放射性物質対策事業 （R７ 4１,221千円）

食品生活衛生課

事業概要

（１）国内向け → 食品中の放射性物質検査

飲料水・加工食品の放射性物質検査体制の整備

（２）国外向け → 輸出向けHACCP等対応施設整備事業

輸出を希望する
県内食品事業者

輸出相手先

食品生活衛生課

①輸出に際して障害となるＨＡＣＣＰ等の規格への対応

②ＨＡＣＣＰ
等に対応す
るための施
設整備に係
る補助申請

③補助（補助率1/2）

④申請時の計画に
従った輸出促進

県産加工食品の
輸出量の増加

県産加工食品の安全性のPR

【検査体制の整備】

食肉衛生検査所衛生研究所

保健所・市町村等

加工食品・飲料水 飲料水

【放射性物質検査】

食品生活衛生課

消費者への
正しい情報発信

検査結果の
ホームページ
での公表

結果報告
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事業開始から３年目までの実績

重点番号３－⑥－１１

高齢者施設危機対応強化支援事業
１，２５０千円

（R7 ６，０００千円）
高齢福祉課

事業開始４年目（令和８年度）の展望

県

福島県
認知症GH協議会

福島県
老人保健施設協会

福島県
老人福祉施設協議会

協力体制の整備

補
助

○とりまとめ団体による協定運営体制の確立
とりまとめ団体による協定運営体制を確保することにより、
全県的な施設相互支援体制を整備。

【施設数】※R7.4.1現在
全体数 締結施設数（目標：80％）

・特別養護老人ホーム ２００施設 １８４施設
・軽費・養護老人ホーム ４７施設 ３０施設
・老人保健施設 ８８施設 ６８施設
・グループホーム ２２０施設 １８１施設

計５５５施設 計４６３施設
○とりまとめ団体間の協力体制整備（情報交換会を実施）

～３年目

当該事業３年目の２団体への補助を行い、危機対応の強化を図る。
○協定締結施設数の拡大
各団体が実施する訓練や研修に参加できるメリットを説明するなどにより、
会員数の増加を図る。

○３団体合同による訓練や研修の実施
※令和７年度情報交換会での意見

県

とりまとめ団体とりまとめ団体

とりまとめ団体

４年目

会員
施設

会員
施設

会員
施設

団体会員協定
締結数拡大

〇研修・訓練費用補助
○傷害保険料等補助 補

助

○協定策定支援
〇研修・訓練費用補助
○協定締結に要する費用、
傷害保険料等補助
○情報交換会等の整備

連
携

県･関係団体との情報交換
○各団体の協定締結取組状況
○関係団体間の連携方法検討
○協定未締結施設への支援検討
など

※各団体の自走を促す事業であり、各団体３年間の補助をもって完了とする。
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保健福祉総務課２，４６８千円
（R7 1,651千円）

事業イメージ事業内容

５-６ 災害時健康危機管理体制整備事業

背景・目的・概要

重点番号３－⑥－９

東日本大震災や熊本地震では保健所が被災し、保健・医療等の支援
資源の有効活用や適正配分ができず、二次的健康被害が拡大した教訓
から、大規模災害時において、被災地の保健医療の指揮調整機能を応
援する災害時健康危機管理支援チーム（Disaster Health Emergency 
Assistance Team＝DHEAT）を設置し、体制整備・機能強化を図る。
また、保健医療福祉調整本部（事務局：保健福祉総務課）の調整機

能の強化を図る。

事業の実施

（１）災害時健康危機管理体制検討会等
①県内検討会（研修打合せ含む） 2回
②地方ブロックDHEAT協議会 2回
③地方ブロックDHEAT協議会幹事会 1回

（２）DHEAT構成員人材育成
①保健所災害対応研修（DHEAT基礎編）1回（1日）
②DHEAT研修企画運営リーダー研修 1回（1日）
③DHEAT標準編研修 2回（各2日）
④統括DHEAT研修 1回（1日）
⑤地方ブロックDHEAT協議会合同研修 1回（1日）

（３）災害対応基礎研修及び訓練
①県防災訓練（災害対策課図上訓練等）への参画
②情報連携テスト 1回（1日）
③県内災害対応訓練 1回（1日）
④保健医療福祉調整本部・DHEAT訓練 1回（3日）

（４）資機材の整備
①通信環境の整備
・衛星携帯電話
・モバイルwifi
・Google Workspace Business Starterライセンス

平
時

災
害
時

（２）DHEAT構成員人材育成

（１）災害時健康危機管理体制検討会等

DHEAT派遣体制及び人材育成に関すること等を検討。また、各協議会へ参加し、近隣県との連携体
制の構築する。
＜検討事項＞

①DHEAT派遣及び受援体制に係ること②DHEAT構成員の人材育成及び災害対応基礎研修に関すること
③その他、DHEAT協議会への参加 等

（３）災害対応基礎研修及び訓練

被災地部内各課所管の各チーム
の活動報告等
保健医療ニーズの情報等
の集約

福島県DHEAT

Dr PHN Log

二次的健康被害
の最小化

③DHEAT標準編研修
→DHEAT構成員の資質の向上、指導者の育成

②DHEAT研修企画運営リーダー研修
→基礎編及び地域における研修等の企画立案・
実施の実務を担うことのできる人材の育成

①保健所災害対応研修（DHEAT基礎編）
→DHEAT構成員の養成

受
講

受
講

企
画

立
案･

実
施

福島県
DMAT

Dr Ns Log 

福島県DPAT

Dr PSW Log 

福島県
福祉ﾁｰﾑ

CSW CW PT 

（
事
務
局
：
保
健
福
祉
総
務
課
）

保
健
医
療
福
祉
調
整
本
部

福島県健
康支援ﾁｰﾑ

PHN PHN Log 

地域全体の災害対応力を高める

災害

地域
医療課

健康
づくり
推進課

社会
福祉課

障がい
福祉課

情報の整理・分析・連携、
全体調整
資源の有効活用、適正配分

受講者は構成員として派遣

保健福祉
総務課

④統括DHEAT研修
→統括DHEATの養成・資質の向上

一体的
に推進

受
講

①県防災訓練（災害対策課図上訓練等）
関係機関との連絡窓口・調整確認

②情報連携テスト
衛星携帯電話、保健所現状報告システム
及びDHEAT派遣調整システム等の使用
テスト

③県内災害対応訓練
災害対応に関する基礎研修の実施

④保健医療福祉調整本部・DHEAT訓練
保健医療福祉調整本部の機能強化、
DHEATの資質の向上
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５-７ 広域災害福祉支援ネットワーク構築支援事業
社会福祉課

事業イメージ事業内容

２,４2６千円
（R7 2,406千円）

背景・目的

概要

事業の実施

重点番号 ３－⑥－1０

東日本大震災では、福祉・介護専門職を被災地に派遣する仕組みがな
く、福祉的な支援体制の確保に時間を要し、効果的に対応することがで
きなかった教訓から、大規模災害発生時において障がい者や高齢者等要
配慮者の二次被害防止や広域的な福祉支援体制を構築することを目的と
している。

福祉関係団体や県で「県広域災害福祉支援ネットワーク協議会」を
設立し、大規模災害発生時に要配慮者の福祉・介護等にニーズ把握や
応急的な支援を担う、「福島県災害派遣福祉チーム」の派遣体制の整
備に取り組んでいる。

県広域災害福祉支援ネットワーク協議会事務局を運営するとともに、
平常時から「福島県災害派遣福祉チーム」の構成員に対する養成研修
やスキルアップ研修等を実施している。

①派遣要請 被災市町村

福島県
（災害対策
本部）

②派遣要請
社会福祉法
人､医療法人､
福祉施設等

③チーム
員の派遣

福島県災害派遣福祉チーム
（県内７方部毎の編成を想定）

○福祉・介護等の専門職員５名前後で構成する専門職チーム。
（社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、精神保健福祉士、
理学療法士、作業療法士、医療ソーシャルワーカー等）

※県と協定を締結した法人・施設等に所属し、協議会が開催する「養
成研修」を受講した者をチーム員として登録している。

○活動内容
「災害関連死につながる二次被害」の発生を防止するため、
要配慮者のニーズ把握や相談支援、スクリーニング（福祉・介護専
門職の視点によるアセスメント、福祉避難所等への移送判断等）、
避難所の機能支援等を行う。

④派遣

被災地

避難所

福祉避難所
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